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第8章  社会環境配慮 

8.1 チュニジアの環境社会配慮に関する法制度・国際条約と実施状況 

8.1.1 チュニジアの環境に関する法令 

(1) 法制度 
 チュニジアの環境に関する法令には以下のものがある。 

1) 環境影響評価政令（EIA 政令）：環境影響評価に関し、環境影響評価の対象及び仕様書を

定めた2005年7月11日の政令第2005-1991号（下表に示した） 
2) 森林法とその施行法 
3) 国土整備・都市計画法とその施行法 

このうち、EIA 政令により環境アセスメント実施または仕様書提出の対象となる設備・事業の

カテゴリーが規定されている。また、環境アセスメント実施のためにガイドライン（L’Etude 

d’impact sur I’Environment）が環境保護庁（Agence Nationale de Protection de l’Environnement ：

以下 ANPE）により作成されている。EIA 調・」査は、ANPE との協議を行いながら、本ガイドラ

インに準拠して実施されている。 

チュニジアにおける環境影響評価手続では、最終的には ANPE がプロジェクトの実施の可否を

決定する。ANPE による環境影響評価（EIA）報告書の承認は、対象事業実施機関（本プロジェク

トの場合、DGBGTH）によるプロジェクト実施の前提条件となる。 

 

本事業の事業実施にあたっては、ANPE との協議の結果、以下の理由からチュニジアの環境法

令に基づいた EIA の実施・報告書作成が義務付けられ、EIA 報告書に基づいた事業実施の承認が

必要となることを確認した。 

1) 河川の拡幅および放水路の建設に伴う橋梁の新設ないしは改修は 2005 年政令においてカテ

ゴリーB 実施対象案件に該当する。 

2）事業実施範囲には該当しないが、メジェルダ川の河口付近の一部がラムサール条約登録範囲

となることから、この地域に対する環境配慮が必要である。 
 

 (2) EIA 政令の内容 

EIA 政令第 2005-1991 号の内容を下表に示した。この中で第 6 条に記述されている、「ANPE が

作成するセクター別業務指示書（TOR）」は 2005 年政令公布以前に作成されたものであり、環境

管理計画について記述されていない。そのため、現在 ANPE では環境管理計画を含めた業務指示

書（TOR）を現在作成中である。 

 

表 8-1 EIA 政令第 2005-1991 号 
環境アセスメントに関し、環境アセスメント実施または仕様書提出の対象となる 設備・事業のカ

テゴリーを規定する 2005 年 7 月 11 日付け政令第 2005-1991 号 
第 1 条：以下の用語は本政令において次のように定義する： 
1. 設備および事業：その活動が環境汚染や環境の劣化をもたらすあらゆる設備もしくは産業、農業

または商業に関するあらゆる事業を指す。 
2. 環境アセスメント：設備および事業の実施が短期および中・長期にわたり直接または間接的に

環境に及ぼす影響の査定・評価・測定をするための調査。設備および事業の実施に関するあらゆる

許可の取得前に、報告書が ANPE に提出され、ANPE の判断を得なければならない。 
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3. セクター別業務指示書(TOR)：本政令のアネックス 1 に関連するセクターに係る一般的な業務指

示書（環境アセスメントの業務指示書？）は環境アセスメントの準備段階で施主もしくは請求人が

考慮するよう ANPE によって作成される。 
第 2 条：本政令のアネックス 1 に記載されている設備および事業は環境アセスメントを実施しなけ

ればならない。 
環境アセスメントはコンサルタントもしくはこの分野の専門家によって実施されなければならな

い。 
第 3 条：本政令のアネックス 2 に記載されている設備および事業は環境を管轄する省の大臣令(省令)
による承認を得るため、その仕様書を提出しなければならない。大臣令(省令)は施主もしくは請求人

が遵守しなければならない環境措置を定めるものである。 
第 4 条：環境アセスメントの実施もしくは仕様書の提出の対象となる設備および事業は入植地域の

適性や整備計画もしくは環境保護に関する基準に合致していなければならない。 
第 5 条：関係当局は、ANPE がその実施に対して異議がないことを確認するか、もしくは環境を管

轄する省の大臣による承認モデルに従って署名され、法的に認証された仕様書の受領後でなければ、

環境アセスメントの対象となった設備および事業の実施に関する許可を発行することはできない。 
施主もしくは請求人はこれらの規定に合致しない許可を利用することはできない。 
環境アセスメントや仕様書提出の対象となる各設備および事業に発行された実施許可には、環境ア

セスメントや仕様書において示された措置の遵守と実施が含まれていなければならない。 
第 6 条：環境アセスメントの内容は、設備および事業の環境に対する予測可能なインシデントを反

映していなければならず、最低限以下の項目を含んでいなければならない： 
1.  設備および事業の詳細な記述。 
2. サイトの初期状態の解析および、特に設備および事業の実施によって影響を受ける可能性がある

要素や天然資源に関するサイト環境の解析。 
3. 環境、特に天然資源・動物相および植物相・法律による保護の対象となっている地区、特に森林、

自然または歴史地区および景観、脆弱な地区、保護種、国立公園、都市部の公園に対して、設備

および事業が及ぼす予測可能かつ直接的または間接的な影響の解析。 
4. 設備および事業の環境に対して損害を与えうる影響の排除もしくは削減および、もし可能であれ

ば代償を目的として設備および事業の施主または請求人が検討した措置ならびに必要なコスト

の積算。 
5. 設備および事業の詳細な環境管理計画。 
必要な要素の詳細は ANPE が作成するセクター別業務指示書の中で規定される。 
第 7 条：施主または請求人は、本政令第 6 条の最終段落に記載されているセクター別業務指示書に

基づいて、設備および事業の環境アセスメントの報告書を作成しなければならない。 
環境アセスメントの実施に係る費用は施主または請求人の負担となる。 
第 8 条：施主または請求人は、環境アセスメントの報告書を三部または署名され、法的に認証され

た仕様書一部を ANPE に、さらに報告書または仕様書一部を許可取得のために関連する各省庁へ提

出しなければならない。 
第 9 条：本政令のアネックス 1 のカテゴリーA に記載された設備および事業に関する環境アセスメ

ントの報告書を受領後 21 就業日以内に、または本政令のアネックス 1 のカテゴリーB に記載された

設備および事業に関する環境アセスメントの報告書を受領後 3 ヶ月就業日以内に、ANPE は設備お

よび事業の実施に対して異議申し立てに関する決定を行う。これらの期間内に ANPE からの異議申

し立てがなければ、事業実施に対して暗黙の同意がなされたとみなされる。 
本政令のアネックス 1 のカテゴリーA に記載された設備および事業に対して、設備および事業が法

律による保護の対象となっている地区、特に森林、自然または歴史地区および景観、脆弱な地区、

保護種、国立公園、都市部の公園および動物相および植物相に対して影響を与えうるとき、21 就業

日以内の期限は 3 ヶ月就業日に延長される。 
第 10 条：設備および事業が法律による保護の対象となっている地区、特に森林、自然または歴史地

区および景観、脆弱な地区、保護種、国立公園、都市部の公園および動物相および植物相に対して

影響を与えうるとき、ANPE は関連する地区または対象となる種の管理者に対して、設備および事

業の実施に関する意見を求める。 
これらの地区または種の管理者は、通知を受けてから 15 日以内にその意見を ANPE に伝えなければ

ならない。 
この期間(15 日)内に管理者からの意見の陳述がない場合、事業実施に対して暗黙の同意がなされた
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とみなされる。 
第 11 条：環境アセスメントの報告書または仕様書の中で記載された措置が遵守されない場合、関係

当局または官庁により許可が取り消される。 
第 12 条：本政令の条項は、新規の設備または産業、農業または商業に関する事業ならびに拡張、改

築または製造方法の変更の対象となる本政令の 2 つのアネックスに記載されている既存の設備また

は産業、農業または商業に関する事業に適用される。 
第 13 条：環境アセスメントに関する 1991 年 3 月 13 日付け政令第 91-362 号の条項は廃止する。 
第 14 条：環境・持続的開発大臣、国防大臣、商業・手工業大臣、内務・地域開発大臣、農業・水理

資源大臣、設備・住宅・国土整備大臣、社会事業・連帯・在外チュニジア人大臣、文化・国家遺産

保全大臣、観光大臣、保健大臣および産業・エネルギー・中小企業大臣は、各々関連する分野にお

いて、チュニジア共和国官報に公表される本政令の施行を負うものとする。 
 
於：チュニス 2005 年 7 月 11 日    

アネックス(別添)１ 環境アセスメントを行わなければならない設備および事業 
カテゴリーA：環境アセスメント報告書の受領後、21 就業日以内に ANPE が事業実施に対して異議

申し立ての決定を行う設備および事業。この期間内に ANPE からの異議申し立てがなければ、事業

実施に対して暗黙の同意がなされたとみなされる。 
 
01) 20 トン／日を越えない容量の家庭廃棄物または生ゴミの管理に関する 設備および事業 
02) 建設資材、陶器およびガラスの処理および製造に関する設備および事業 
03) 医薬品の製造に関する設備および事業 
04) 非鉄金属の製造に関する設備および事業 
05) 金属加工および表面処理に関する設備および事業 
06) 石油・天然ガスの探査・採掘に関する設備および事業 
07) 30 万トン／年の生産量を越えない骨材・砂の産業採石場ならびに粘土および大理石の採石場 
08) 砂糖およびベーキングパウダーの製造に関する設備および事業 
09) 織物・糸・服の染色およびジーンズの生産・褪色に関する設備および事業 
10) 面積が 5 ヘクタールを越えない産業地区の整備事業 
11) 面積が 5~20 ヘクタールまでの都市部住宅計画 
12) 面積が 10~30 ヘクタールまでの観光地区整備事業 
13) 鉱物繊維の製造に関する設備および事業 
14) 食品の生産・加工・包装・保全に関する設備および事業 
15) 屠殺場 
16) 自動車、トラックまたはオートバイの生産または組立に関する設備および事業 
17) 造船所計画 
18) 航空機の生産・維持管理に関する設備および事業 
19) 食用貝養殖に関する設備および事業 
20) 産業施設または観光施設における淡水化に関する設備および事業 
21) 海水療法・鉱泉利用に関する設備および事業 
22) 300 床以上の宿泊施設に関する設備および事業 
23) 紙・段ボール生産に関する設備および事業 
24) エラストマー(人造ゴム)または過酸化物の製造に関する設備および事業 
 
カテゴリーB：環境アセスメントの受領後、3 ヶ月就業日以内に ANPE が事業実施に対して異議申し

立ての決定を行う設備および事業。この期間内に ANPE からの異議申し立てがなければ、事業実施

に対して暗黙の同意がなされたとみなされる。 
 
01) 石油精製および少なくとも 500 トン／日以上のカーボンまたはオイルシェール(油頁岩)の液

化・ガス化施設に関する設備または事業 
02) 少なくとも 300MW／日以上の発電設備および事業 
03) 少なくとも 20 トン／日以上の容量の家庭廃棄物または生ゴミの管理に関する設備および事業 
04) 危険廃棄物管理に関する設備および事業 
05) セメント、石灰または石膏の製造に関する設備および事業 
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06) 化学製品、殺虫剤、ペンキ、ワックスおよび危険、不衛生もしくは迷惑な建築物のリストでカ

テゴリー2 に分類された漂白剤の製造に関する設備および事業 
07) 製鉄業に関する設備および事業 
08) 30 万トン／年の生産量を越える骨材・砂の産業採石場ならびに鉱物資源採掘事業 
09) 紙パルプおよびセルロースの製造に関する設備および事業 
10) 鉄道、高速道路、自動車道、橋梁およびインターチェンジの建設事業 
11) 2100m を越える滑走路を持つ空港の建設事業 
12) 商業港、漁港もしくはレジャー港の建設事業 
13) 面積が 5 ヘクタールを越える産業地区の建設事業 
14) 面積が 20 ヘクタールを越える都市部住宅計画 
15) 面積が 30 ヘクタールを越える観光地区の整備事業 
16) 原油・ガス輸送設備 
17) 都市部の下水処理に関する設備および事業 
18) 産業排水処理設備および事業 
19) なめし業または白なめし業に関する設備および事業 
20) 農業を目的とした下水処理水を利用した灌漑圃場事業 
21) 大ダム事業 
22) アネックス 1 のカテゴリーA に属さない水産養殖事業 
23) 都市部への飲料水供給を目的とした淡水化に関する設備および事業 
24) 1000 床を越える休暇村事業 
25) 鉱物および非鉱物の採掘・処理・洗浄に関する設備および事業 
26) リン鉱石およびその 2 次製品の製造に関する設備および事業 

アネックス(別添)2 仕様書の提出対象となる設備および事業 
01) 面積が 5 ヘクタールを越えない都市部住宅計画および面積が 10 ヘクタールを越えない観光地

区の整備事業 
02) 教育機関整備事業 
03) 送水路敷設事業 
04) アネックス 1 に属さず、自然地区または脆弱な地区(法律による保護の対象となっている地区)

を通らない送電事業 
05) アネックス 1 に属さない沿岸整備事業 
06) オリーブの粉砕に関する設備および事業(搾油所) 
07) 植物オイルまたは動物オイルの抽出に関する設備および事業 
08) 動物の生産に分類される設備および事業 
09) アネックス 1 に属さない繊維産業に関する設備および事業 
10) 大金属片のプレス・カッティングに関する設備および事業 
11) ハイドロカーボンの保管・流通に関する設備および事業ならびに自動車の洗車およびオイル交

換を行うガソリンスタンド 
12) でんぷん製造に関する設備および事業 
13) 伝統的な採石場 
14) ガスまたは化学製品の保管に関する設備および事業 
15) 金属容器製造業、貯水施設建設、鋼板製造業 
16) 衣服や毛布を洗うために水を使用する洗濯場 
17) ヒルダム(Hill Dam) 
18) 医薬補助品の製造に関する設備および事業 

 

(3) 森林法及び国土整備・都市計画法における環境配慮についての考え方 

森林法及び国土整備・都市計画法における環境配慮についての考え方の概要を下表に示した。 
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表 8-2 森林法および国土整備・都市計画法における環境配慮概要 

 

 

  

法律 環境配慮の条件 
1. 森林法 
第 III 編 
第 1 章 自然保護／第 208 条 

プロジェクトの規模あるいは自然環境への影響の大きさ

を考慮して自然環境に影響を及ぼす可能性がある場合、プ

ロジェクトは事前環境影響評価の対象となる。 

2. 森林法 
第 III 編 
第 2 章 野生動植物の保護／第 209 条 

絶滅の危機にある稀少野生動植物種に悪影響を及ぼす可

能性のある活動の禁止。 
省令により、絶滅の危機にある稀少野生動植物種のリスト

を定める。 
3. 森林法 
第 III 編 
第 4 章 湿地保護／第 225 条 

湿地の野生動植物種の保護。 

4. 国土整備・都市計画法 
第 11 条 

規模あるいは影響から考えて自然環境に悪影響を及ぼす

可能性のある整備、設備及び構造物設置のための計画は事

前環境影響評価の対象となる。 

5. 採石場採掘を規制する 1989 年 2 月 22
日の法律第 89-20 号 

小規模な採石場（70,000 トン／年未満あるいは粘土の場合

は 5,000 トン未満）は環境影響概要説明の対象となる。工

業的な採石場（小規模な採石場を上回る採石量）は環境影

響評価の対象となる。 
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8.1.2 環境社会配慮に関する手続きとフロー 

環境省環境保護局（ANPE）との協議により確認した本プロジェクト実施のための、環境影響評

価(EIA)の手順開始から事業実施認可までの手続きとそのフローは、以下に示すとおりである。 

① EIA 政令第2005-1991号、ANNEX に基づいて事業実施者である農業省 DGBGTH）は、

ANNEX-1の List-A および B に記載されている施設の建設及び事業の実施にあたって環境ア

セスメント（EIA）調査の必用性を判断する。また、ANNEX-2に該当する施設及び事業の実

施にあたっては、事業実施者は ANPE に事業の仕様書を提出する。 

本調査における ANPE との協議により、本プロジェクトは「橋梁の新設ないしは改修」を含

むことから2005年法令 ANNEX-1 List-B に該当するため、事業実施者は EIA が必要である

ことを確認した。 

② EIA 実施前に事前調査が実施される。事前調査とは、③において ANPE と事業実施者の協

議により作成される EIA 調査の TOR 作成のための基礎情報、自然環境・社会環境面での影

響についてのスコーピングを行うことである。本調査により作成される EIA 報告書案がこ

れにあたる。 

③ ②に基づいて、EIA 実施のためのコンサルタント発注・選定のための EIA 調査の TOR を事

業実施者は ANPE と協議の上作成する。 

④ TOR が整った段階で、事業実施者は TOR を公表し、EIA 実施コンサルタントないしは専門

家の選定、契約および発注を行う。 

⑤ EIA を受注したコンサルタントないしは専門家は、②において作成された TOR に基づいて

EIA 調査を実施する。 

⑥ 事業実施者は EIA 調査報告書を ANPE に提出する。 

⑦ ANPE は、EIA 調査報告書の妥当性を評価する。 

⑧ ANPE の異議がない場合には、List-A の場合には21日以内、List-B の場合には３か月以内に

EIA 調査報告書が承認される。 

⑨ EIA 報告書の承認により事業実施者は、同 EIA の対象となった設備および事業を実施する

ことができる。 

 

以上のことから、農業省（DGBGTH）は、本事業の実施認可のためにチュニジア国の EIA2005

年政令に準拠した EIA 調査を実施する必要がある。また、農業省（DGBGTH）は、EIA 調査をコ

ンサルタントに発注するために ANPE と協議して業務発注のための TOR を作成する必要がある。

本調査で作成された EIA 報告書案は、その際に活用できる TOR をこれまでの調査結果に基づいて

取りまとめたものであるとの位置づけである。 

 既存の JICA の事業である「メドニン県ベンガデン市の南部淡水化案件」ではチュニジア国側の

事業実施者（水資源公社：SONEDE）により EIA 調査が実施されている。SONEDE は、この調査

では比較的短期間に EIA 調査が効率的に実施することができた評価している。その理由として、

①EIA 調査の TOR の作成を行なう事前調査によりスコーピングを実施したこと、②EIA 実施時、

SONEDE が ANPE および EIA 実施コンサルタントと綿密な協議を行ったこと、が挙げられた。 

 本調査で作成された EIA 報告書案には、本調査結果に基づいたスコーピング、影響の評価、緩

和策、環境管理計画、モニタリング計画が記述されており、これらの調査・検討結果はチュニジ
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ア側の TOR 作成において有効に活用できるものと考えられる。 

 

図 8-1 EIA 手続き開始から事業実施までのフロー 
 

ANPE によれば、②の段階での環境についてのスコーピングが不十分であったために、⑤にお

いて EIA 調査を実施したものの、ANPE からの承認が数年にわたり下りない例もあるとのことで

ある。 

 

8.1.3 自然環境に関する国際条約と国内法規 
(1) 国際条約と国内法規の内容 

自然環境保護に関連する国際条約又はチュニジアの国内法規としては以下のものがある。本事

業の実施に当たっては、これらの国際条約と国内法規に定める自然環境保護項目に配慮した EIA

を実施する必要がある。 

① EIE政令第2005-1991号のアネックスによる

EIA調査の必用性の判断

（事業実施者）

② EIA実施前の事前調査の実施

（事業実施者）

③ 上記事前調査結果に基づくEIA調査の

TORの検討・作成

（ANPEおよび事業実施者）

④ 上記により作成されたEIA調査

TORに基づいたEIA調査の発注

（事業実施者による）

⑤ EIA調査TORに基づいたEIA調査の実施

（EIA調査業務受注業者）

⑥ EIA調査結果報告書のANPEへの提出

（事業実施者）

⑦ EIA調査結果報告書についてのANPEによる承認審査

ないしは、ANPEからの追加指摘事項の検討・実施

（ANPE・事業実施者・EIA調査業務受注者）

⑧ EIA調査結果報告書についてのANPEによる承認

（ANPE）

⑨ 事業実施者による事業実施

本調査により作成される

「EIA報告書(案）」がこれに当たる
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表 8-3 自然環境保護に関する国内法規と国際条約 
 正式名称 略称/通称 

 
 

内容 

1 国家環境要注意地域管理計画

の環境要注意地区 
 環境省が定めた国家環境要注意地域管理計画に示

されており、国内 38 カ所が指定されている 
2 狩猟鳥獣保護区  2010 年 8 月 14 日発令の省令（環境省）による。

2010-2011 年狩猟シーズン中の狩猟鳥獣保護区が定

められている 
3 チュニジアの重要な野鳥保護

区 
ZICO 環境省が定めた重要な野鳥保護区(Zone Importante 

pour la Conservation des Oiseaux)の 46 か所リスト 
4 絶滅の危機にある希少動植物

リストを定める省令 
 環境省により準備中 

5 Convention on Wetland of 
International Importance 
Especially as Waterfowl Habitat 
（特に水鳥の生息地として重

要な湿地に関する条約） 

ラムサール

条約 
水鳥を食物連鎖の頂点とする湿地の生態系を守る

目的で制定された。1975 年発効、締約国は 158 カ国。 

6 Convention on International 
Trade in Endangered Species of 
Wild Fauna and Flora 
（絶滅の恐れのある野生動植

物の種の国際取引に関する条

約） 

CITES 
ワシントン

条約 

希少な野生動植物の国際的な取引を規制する目的

で制定された。1975 年発効、締約国は 172 カ国 

7 Barcerona Convention for the 
Protection of the Marine 
Environment and the Coastal 
Region of the Med 
（地中海汚染防止条約） 
 

バルセロナ

条約 
特別保護地域を特定し、またその設置を促すことに

より、海洋環境、その生態系バランス、資源及び合

法的な利用に対する保護を行うことを目的として

いる。また自然や文化の遺産として重要な海洋・沿

岸地域を保護、保全するために適切な対策を取るこ

とが決められている。 
1995 年の改定により「地中海の海洋環境と沿岸地域

の保護に関する条約」と呼ぶようになった。1978
年発効、締約国は 21 カ国 

8 Red List by International Union 
for Conservation of Nature and 
Natural Resources 
（国際自然保護連合によるレ

ッドリスト） 

IUCN IUCN は絶滅の恐れのある野生生物（動植物）につ

いてレッドリストを作成し、絶滅の危険性の高さに

よりカテゴリー分けがされている。2001 年度版

（Ver3.1）では下記のようである。 
Evaluated - 評価 

 Adequated data - 適当なデータあり 
 Extinct (EX) - 絶滅 
 Extinct in the Wild (EW) - 野生絶滅 
 Threatened - 絶滅危惧種 Critically Endangered (CR)  

- 絶滅危惧 IA 類 
 Endangered (EN) - 絶滅危惧 IB 類 
 Vulnerable (VU) - 絶滅危惧 II 類 
 Near Threatened (NT) - 準絶滅危惧 
 Least Concern (LC) - 軽度懸念 
 Data Deficient (DD) - 情報不足 
 Not Evaluated (NE) - 未評価 
※国際自然保護連合：1948 年に創設された国際的な

自然保護団体。政府機関、NGO などを会員とする。 
9 Inter national Bird Area IBA バードライフ・インターナショナルによって定めら
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れた地球規模の野鳥種とその生息地リスト。絶滅危

機の高い順に A1～A4 にカテゴリー化されている。 
※バードライフ・インターナショナル：鳥類の保護

を活動目的とする国際環境 NGO。1922 年 6 月に

International Council for Bird Preservation（国際鳥類保

護会議、ICBP）として発足した。 現在は、Royal 
Society for the Protection of Birds を始めとする多く

の鳥類保護団体が加盟する世界規模の国際的環境

保全ネットワークであり、加盟団体の会員の総計は

250 万人以上にのぼる。 
 

8.2 対象地域の社会自然環境の現況 

8.2.1 社会環境の現況 

(1) 社会環境調査の概要 

現地コンサルタントへの再委託により実施された社会経済調査の概要は以下のとおりである。 

1) 目的 

本事業計画区域の社会環境を明らかにするために社会経済データを収集・分析した。主な調査

内容は以下の3点である。 

① メジェルダ川及びエル・マブトゥ湿地沿岸のコミュニティにおける社会経済状況の確認・

把握 

② 2003年及び2009年に発生した近年の洪水により、地元住民が被った損害の状況の把握 

③ 家屋・農業施設によるメジェルダ川沿い、特に公有水域内や後退地（建設線地役）内につ

いての用地占有状況の把握。 

これらの調査は、以下の方法により実施された。 

① 対象地区・セクター（Imadas：最小行政単位）のデータを比較するために、対象の地区・セ

クターレベルで入手可能なデータの収集を行った。セクターは調査結果分析のための単位

となる。 

② メジェルダ川、及びエル・マブトゥ湿地沿岸の世帯、及び過去のメジェルダ川増水時に損

害を被ったことのある生産設備を対象とし、質問表を用いた現地調査を実施した。 

 

2) 調査対象区域と対象住民 

調査対象とされた地区及びセクターのリストを下表に示した。調査区域は以下の基準により選

定された。 

① 行政境界線上で少なくともメジェルダ川に接するか、あるいはエル・マブトゥ湿地の一部

を含むセクター 

② 2003 年及び 2009 年の洪水により被害を受けたセクター 

対象世帯の選択は、セクター長、農業普及組織（CTV）責任者、灌漑地域責任者の連携の下に

行われた。社会環境調査は、メジェルダ川、及びエル・マブトゥ湿地沿岸の住民対して実施され、

調査の世帯サンプル数は 294 であった。対象住民は 7 地区にある 47 セクターのうち 18 セクター

に属する。対象地区・セクターの位置図を下図に示した。 
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表 8-4 基準・セクターごとの調査区域区画リスト 

県 地区 セクター Mej. Mab. 03 09 

ビゼルト 

ウティク 

ウティク（ザナ） ● ● ●  
ウティク・ヌーベル   ●  
ベスベシア  ●   
エル・フイト     
エル・マブトゥ  ● ● ● 
アイン・レラル  ●   
シディ・オトメヌ  ● ●  
バシュ・ハムバ ● ● ● ● 

ガール・エル・メル 

ガール・エル・メレ     
バジュ     
ウスジャ   ●  
ズアウィヌ   ●  

アリアナ 

シディ・タベット 

シディ・タベット ●    
ブジュワ ●  ● ● 
モンジ・スリム ●    
セバレト・ベン•アマール     
ショルフェシュ ●  ● ● 

カラート・エル・ア
ンダルース 

カラート・エル・ 
アンダルース・エスト 

●    

カラート・エル・ 
アンダルース・ウエスト 

●    

ポン・ド・ビゼルト ●  ●  
ブ・ハナシュ     
エル・ヘシアーヌ     
エンナリ     

マヌーバ 

ウェド・エリル 

ウェド・エリル     
エサイダ ●  ● ● 
エル・リアド     
シテ・エル・ウエルド     
エンナジュト     
サンハジャ     
エル・コバー     

ジュデイダ 

ジュデイダ ●  ● ● 
ジュデイダ・ハシェド ●  ● ● 
シャウアト ●  ● ● 
エル・マンスラ     
エス・ザハラ     
エル・ハビビア     

テブルバ 

テブルバ ●  ●  
エル・アンサリヌ     
エドキラ     
エル・メラハ     
バンリュー・テブルバ     
エル・ラジャ     
エシュ・シュイギ     

エル・バタン 

エル・バタン ●  ●  
ボルジュ・エトゥルミ     
メリヌ     
エル・アルシア     

注）Mej. - メジェルダ川に隣接するセクター 
Mab. - エル・マブトゥ湿地に隣接するセクター  
03 – 2003 年の洪水により被害を被ったセクター 
09 – 2009 年の洪水により被害を被ったセクター 
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表 8-5 セクターごとの調査世帯地理的分布及び調査世帯が占める割合 

地区 セクター 調査 
世帯数 

調査世帯が 2010 年概算世
帯合計数に占める割合（%） 

ウティク 

アイン・レラル 4 0.7 
バシュ・ハムバ 20 3.7 
エル・マブトゥ 23 6.9 
シディ・オトメヌ 13 7.1 
ウティク 6 1.0 

シディ・タベット 
ブジュワ 20 3.2 
ショルフェシュ 22 3.5 
モンジ・スリム 8 0.8 

カラート・ 
アンダルース 

カラート・アンダルース・エスト 8 0.6 
カラート・アンダルース・ウエスト 28 1.3 
ポン・ド・ビゼルト 12 2.1 

ウェド・エリル エサイダ 4 0.3 

ジュデイダ 
シャウアト 15 1.7 
ジュデイダ 23 2.2 
ジュデイダ・ハシェド 23 1.4 

テブルバ テブルバ・バンリュー 19 0.6 
テブルバ・メディナ  12 1.2 

エル・バタン エル・バタン 34 1.7 
合計 294 1.5 

出典：2004年国勢調査（RGPH 2004）、国家統計局（INS） 

 

 
 

図 8-2 社会経済調査対象地区・セクターの位置図 

 

3) 調査項目 

社会調査の調査項目は、下表に示すとおりである。 

 

 

 

 

地区の役所所地 調査対象セクター 
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表 8-6 社会環境調査項目 
大項目 中項目 小項目 

(1)社会経済状況の評価 1）人口・性別  
2）収入・生計  
3）生活水準  
4）畜産  
5）農業  
6）サービスの利用可能状況  
7）現地資源の使用  

(2)用地占有、用地利用 
 

1）用地所有  
2）住居  
3）農地  
4）用地占有 a)居住地域 

b)放牧経路地域 
c)エル・マブトゥ湿地国有地放牧経路 

(3)洪水の状況・被害 洪水被害  

 

4） 現地調査実施期間 

現地調査は、2010年12月10日から2011年1月10日の間に実施されている。これに先立って、2010

年11月に DGBGTH が開催したステークホルダー協議の中で、現地調査に関する事前通達が地区・

セクター及び CRDA 向けに行われている。 

 

8.2.2 社会環境調査結果 

調査結果は、回答者や世帯から得られた回答に基づいて、地区・セクターに取りまとめられた。

社会経済調査の結果は、以下に示すとおりである。 

 

 (1) 社会経済の現況 

1）人口・性別 

a) 人口 

調査対象であるメジェルダ川沿岸の18のセクターには18,980世帯、合計88,118人が居住している。

そのうち55,776人（12,170世帯）は都市部のセクターに属している（2004年国勢調査）。 

2004～2010年の人口増加率が年間平均1%であることを踏まえると、調査区域の人口は100,000

人を超えると推定される。下図は、調査による地区ごとの平均世帯規模（人世帯あたりの家族数）

を示している。 
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図 8-3 セクターごとの平均世帯規模（人数） 

 

b) 性別 

下図は、INS のデータを用いて、調査区域各地区の就労人口の分類を性別と2004年の業種部門

ごとに示している。 

 

 
図 8-4 2004 年性別、産業部門ごとの調査区域各地区の就労人口の分類 

出典：2004年国勢調査（RGPH）、国家統計局（INS） 

 

2）収入・生計 
下表は地区ごとの主な収入源の分類、及び世帯で収入がある就労人口の比率（%）を示している。

農業部門による収入を収入源としている比率が高い。 

下図には、業種間保証最低賃金（SMIG） 250TND／月 の金額と比較した世帯平均収入を、地

その他のサービス

行政

輸送・通信事業

商業

建築・公共工事（ ）

鉱山・エネルギー

産業

農業・漁業

女性

男性

ウティク

テブルバ・メディナ

テブルバ・バンリュー

シディ・オトメヌ

ポン・ド・ビゼルト

モンジ・スリム

カラート・アンダルース・エスト

カラート・アンダルース・ウエスト

ジュダイダ・ハシェド

ジュデイダ

エサイダ

エル・マブトゥ

ショルフェシュ

シャウアト

ブジュワ

バタン 

バシュ・ハムバ

アイン・レラル
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区ごとに3つの区分に分けて示している。これらの地区世帯の約37%は、SMIG と同等又はそれ以

下の月収となっている。ジュデイダ地区、ウェド・エリル地区及びエル・バタン地区では、SMIG

以下の月収である場合が50%を超えている。 

 

表 8-7 地区ごとの世帯収入源の分類（収入のある就労人口の割合（%）） 

地区 給与 年金 社会扶助 家族扶助 農業部門 日当 その他 
ウティク 18.7 - 1.4 - 73.2 4.0 2.7 
シディ・タベト 11.5 1.9 1.9 - 80.8 3.9 - 
カラート・ 
アンダルース 

8.1 - - 2.1 87.7 - 2.1 

ウェド・エリル 50.0 - - - 50.0 - - 
ジュデイダ 37.3 1.2 1.2 1.2 43.3 15.7 - 
テブルバ 16.7 - 3.3 3.3 66.7 3.3 6.7 
エル・バタン 37.3 2.3 - - 53.4 4.7 2.3 

 

 

図 8-5 地区ごとの世帯平均収入分類（調査世帯%） 

 

3）畜産 

畜産に関する回答は調査世帯の半数から得られている。その結果を下表に示した。各セクター

の世帯ごとの所有家畜頭数は、平均して羊35頭、牛8.4頭である。ウティク地区に家畜頭数の多い

農家が集まっている。その他の地区では概して平均値よりも低い。 

羊は、アイン・レラル、エル・マブトゥ、カラート・アンダルース、ウティクなどのエル・マ

ブトゥから河口にかけての左岸側のセクターで多く飼われている。羊50頭以上の大群はエル・マ

ブトゥ、カラート・アンダルースの広い湿地帯のあるセクターに集中している。 

牛の家畜数が非常に多いセクターは、バシュ・ハムバ及びウティクであり、エサイダ、ショル

フェシュ、カラート・アンダルース・ウエストでも多く見られ、羊の多い世帯と重複している。 

なお、一部の世帯（9%）は放牧権料を支払っており、放牧権料は平均153日間の放牧で、年間

910TND である。 

 

 

 

 

 

 

Inférieur au SMIG Équivalent au SMIG Supérieur au SMIG
Battan 6,9% 44,8% 48,3%
Jedeida 22,6% 34,0% 43,4%
Kalaat Andalous 17,4% 82,6%
Oued Ellil 50,0% 50,0%
Sidi Thabet 14,3% 22,4% 63,3%
Tébourba 3,7% 29,6% 66,7%
Utique 3,2% 24,2% 72,6%

Total 9,0% 27,6% 63,4%

SMIG 未満 SMIG と同等 SMIG 以上 
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表 8-8 各セクターの世帯ごとの家畜頭数 

地区 セクター 
羊 牛 

最小 最大 平均 最小 最大 平均 

ウティク 

アイン・レラル 250 250 250 1 10 5.5 
バシュ・ハムバ 4 100 18.1 1 235 21.3 
エル・マブトゥ 2 400 104.3 1 10 4.1 
シディ・オトメヌ 3 50 15.7 1 12 5.3 
ウティク 3 200 57.0 10 40 21.3 

シディ・ 
タベット 

ブジュワ 3 3 3.0 1 12 4.8 
ショルフェシュ 10 100 41.7 5 20 10.9 
モンジ・スリム  2 2 2.0 2 8 5.8 

カラート・ 
アンダルース 

カラート・アンダルー

ス・エスト 
6 70 45.3 1 10 4.8 

カラート・アンダルー

ス・ウエスト 
1 120 29.4 2 70 10.3 

ポン・ド・ビゼルト 2 60 14.4 3 12 6.7 
ウェド・エリル エサイダ 2 2 2.0 11 11 11.0 

ジュデイダ 
シャウアト 3 40 16.3 2 6 3.8 
ジュデイダ 1 15 8.7 1 6 4.0 
ジュデイダ・ハシェド 4 15 7.0 1 1 1.0 

テブルバ 
テブルバ・バンリュー 6 8 7.0 1 6 3.2 
テブルバ・メディナ 7 7 7.0 - - - 

エル・バタン エル・バタン 4 20 7.4 1 10 3.3 
平均 1 400 35 1 235 8.4 

 

4）農業 

農業を営んでいると回答した調査世帯70%が野菜栽培を行っており、個別灌漑を実施している

と回答した。エル・マブトゥ、シディ・オトメヌのように樹木栽培(エル・マブトゥ)や穀物栽培(エ

ル・マブトゥ、シディ・オトメヌ)など、その他の栽培に関連した農業は非灌漑である。本事業区

域における灌漑栽培は、バシュ・ハムバ、カラート・アンダルース・ウエストに最も集中してい

る。 

 

5）生活水準 

家財（電話、パソコン、洗濯機など）整備、水・ガス・電気の供給、都市部の場合は下水道網

整備・ごみ収集などが世帯の快適さ、及び生活水準の指標となる。この指標は、各地区の2004年

国勢調査統計において INS により用いられている。下図は、国平均と比較した調査区域の各地区

における家財整備率を11の項目ごとに示している。 
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図 8-6 2004 年調査区域（DZE）各地区及びチュニジアにおける世帯家財設備率の比較 

出典：2004年国勢調査（RGPH）、国家統計局（INS） 

 

2004年国勢調査統計によると、調査区域の各地区世帯への水と電気供給、下水道網整備率は、

国の平均以上であることが分かった。セクターごとの飲料水供給方法と電気普及率を下表に示す。

電力供給が最も不足している世帯は、ジュデイダ・ハシェド及びウティクの各セクターである。

飲料水は SONEDE からの供給が約50%、残りは主に、灌漑地域の水供給も担当する地元の水管理

組合からである。 

 

表 8-9 セクター・地区ごと飲料水供給方法及び電気普及率（%） 

地区 セクター 
飲料水供給方法 電気 

普及率(%) SONEDE 井戸 その他の水源 

ウティク 

アイン・レラル 25 0 75 50.0 
バシュ・ハムバ 81 0 19 90.5 
エル・マブトゥ 50 0 50 60.9 
シディ・オトメヌ 0 0 100 84.6 
ウティク 0 0 100 16.7 

シディ・ 
タベット 

ブジュワ 95 0 5 95.0 
ショルフェシュ 36 5 59 50.0 
モンジ・スリム 13 0 87 37.5 

カラート・ 
アンダルース 

カラート・アンダルー

ス・エスト 
0 0 100 - 

カラート・アンダルー

ス・ウエスト 
0 0 100 - 

ポン・ド・ビゼルト 83 0 17 66.7 
ウェド・エリル エサイダ - - - - 

ジュデイダ 
シャウアト - - - - 
ジュデイダ 92 0 8 48.0 
ジュデイダ・ハシェド 80 0 20 16.7 

テブルバ テブルバ・バンリュー 21 11 68 78.9

パソコン

携帯電話

固定電話

エアコン

洗濯機

オーブンレンジ

冷蔵庫

パラボラアンテナ

テレビ

ラジカセ

車

チュニジア国平均

調査地域（DZE） 
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テブルバ・メディナ  - - - - 
エル・バタン エル・バタン 92 0 8 73.5 

平均 49.1 1.4 49.5 48 
 

6）交通サービスの利用可能状況 

主な調査結果は次の通りである。 

① シディ・タベトとカラート・アンダルースの回答者は、大半が主要道路へのアクセス、学

校や医療サービスの利用は困難であると感じている。ジュデイダの回答者の多くもまた、

学校（73.4%）や医療サービスの利用（76.6%）はどちらかというと困難であると回答して

いる。 

② 上記 3 地区では通勤が困難であるとの回答を得た。 

③ 通勤が危機的に困難であるとされるセクターは、モンジ・スリム、カラート・アンダルー

ス・エストとウエスト、シャウアト、続いてブジュワ、ショルフェシュである。 

④ 車の使用率は非常に低いため、通勤やサービスを受けるための移動手段は、主に徒歩であ

る。 

⑤ 大部分（回答数の 98%）において、通勤やサービスを受けるための移動には、メジェルダ

川を横断する必要はない。 

 

7）現地資源の使用 
現地コミュニティが主に使用する天然資源はメジェルダ川の河川水である。灌漑用水として数多く

の個別揚水が行われている。特に、カラート・アンダルース、シディ・タベト、テブルバ、エル・バ

タンの各地区において、メジェルダ川は個別灌漑用水の主な水源となっている。メジェルダ川の水を

個別灌漑用水として利用は、河川敷に小さなポンプを直に設置している場合及び小さなポンプ小屋を

設置し、小屋の中に小さなポンプを設置している場合である。いずれも簡易なポンプの設置により利

用しており、大掛かりな施設による利用はない。なお、メジェルダ川沿いの住民は木材収集、漁業、

狩猟をほとんど行わない。 

 

(2) 土地所有・住居・土地利用 

1）土地地所有 

メジェルダ川沿岸の用地所有形態に関し、次の選択肢について確認を行った。 

① 用地権利証書を有する所有 

② 用地権利証書を有さない所有 

③ 占有 

④ 賃借 

⑤ その他 

この質問に回答した209世帯のうち、37.8%は用地権利証書を有する所有者であり、14.8%は用地

権利証書を有しさない所有者であった。 

下表に上述①～⑤の土地所有形態について、地区ごとに世帯数を示した。用地権利証書を有し

ない所有者世帯割合は、特にジュデイダとブジュワで高くなっている。占有者世帯の割合はカラ

ート・アンダルース・エストと同ウエスト、エル・マブトゥ、バシュ・ハムバ、エル・バタンの
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各セクターで非常に高くなっている。 

なお、チュニジア国土地所有法に基づき、用地権利証書を有する用地所有であってもそれを有

しない占有であっても補償内容に変わりはない。 

 

表 8-10 メジェルダ川沿い農地のセクターごとの用地所有（回答世帯数） 

地区 セクター ①Propr. 
aTF 

②Propr. 
sTF ③Occ. ④Loc. ⑤その他 合計 

ウティク 

アイン・レラル 2 1 1 0 0 4 
バシュ・ハムバ 9 0 10 2 0 21 
エル・マブトゥ 2 1 8 0 0 11 
シディ・オトメヌ 7 1 0 0 1 9 
ウティク 4  1  1 6 

シディ・ 
タベット 

ブジュワ 3 7 1 2 0 13 
ショルフェシュ 13 2 2 5 0 22 
モンジ・スリム 2 1 2 0 0 5 

カラート・ 
アンダルース 

カラート・アンダルー

ス・エスト 
1 0 7 0 0 8 

カラート・アンダルー

ス・ウエスト 
3 0 15 8 0 26 

ポン・ド・ビゼルト 9  0 2 0 11 
ウェド・エリル エサイダ 2 0 0 0 0 2 

ジュデイダ 
シャウアト 9 2 1 0 0 12 
ジュデイダ 1 5 2 1 0 9 
ジュデイダ・ラシェド 2 0 2 2 0 6 

テブルバ 
テブルバ・バンリュー 5 5 7 1 0 18 
テブルバ・メディナ 3 1 1 0 0 5 

エル・バタン エル・バタン 2 5 10 4 0 21 
合計 79 31 70 27 2 209 

① Propr. aTF : 用地権利証書を有する用地所有 
② Propr. sTF : 用地権利証書を有さない用地所有 
③ Occ. :占有者 
④ Loc. : 賃借人 

 

2）住居 

81%の世帯は持ち家であり、平均値はセクター間の格差が大きい（下図参照）。持ち家の割合はエ

ル・マブトゥ (52%) 及びカラート・アンダルース・ウエスト (50%)において低くなる。 
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図 8-7 持ち家世帯の割合（セクターごと%） 

 
3）農地 

下表にメジェルダ川の高水敷や近郊で農業を営むと回答した世帯数をセクターごとに示す。こ

の数字は、特にウティク、カラート・アンダルース、ジュデイダなど一部の地区においては、メ

ジェルダ川の高水敷に農業用地が存在することを示している。 

 
表8-11 メジェルダ川の高水敷あるいは近郊で農業を営む世帯数 

地区 セクター 回答 
世帯数 

メジェルダ川

近郊での農業 
高水敷で

の農業 

ウティク 

アイン・レラル 4 0 0 
バシュ・ハムバ 19 19 10 
エル・マブトゥ 12 1 1 
シディ・オトメヌ 12 0 0 
ウティク 6 4 1 

シディ・タベト 
ブジュワ 12 12 4 
ショルフェシュ 22 21 9 
モンジ・スリム 4 4 1 

カラート・アンダルース 
カラート・アンダルース・エスト 8 8 2 
カラート・アンダルース・ウエスト 27 27 16 
ポン・ド・ビゼルト 11 11 2 

ウェド・エリル エサイダ 2 2 0 

ジュデイダ 
シャウアト 12 12 0 
ジュデイダ 9 4 5 
ジュデイダ・ハシェド 5 5 0 

テブルバ 
テブルバ・バンリュー 18 17 3 
テブルバ・メディナ 5 5 0 

エル・バタン エル・バタン 21 21 2 
合計    

合計 

ウティク 

テブルバ・メディナ 

テブルバ・バンリュー 

シディ・オトメヌ 

ポン・ド・ビゼルト 

モンジ・スリム 

カラート・アンダルース・ウエスト 

カラート・アンダルース・エスト 

ジュダイダ・ハシェド 

ジュデイダ 

エサイダ 

エル・マブトゥ 

ショルフェシュ 

シャウアト 

ブジュワ 

バタン 

バシュ・ハムバ 

アイン・レラル 
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4）用地占有 

a) 居住地域 

川と住居間の距離は、ほぼすべてのセクターでは最短距離は10m から20m であったが、ジュデ

イダセクターでは2m であった。ワジから60m 未満のところに住居がある世帯数は、ジュデイダセ

クターでは合計25世帯中14世帯、ジュデイダ・ラシェドセクターでは合計23世帯中10世帯、シャ

ウアトでは合計15世帯中6世帯であった。その他のセクターについては、上記割合はさらに低い。

下表にワジから150m 未満に位置する住居分布をセクターごとに示した。 

 

表 8-12 ワジから 150m 未満に位置する住居のセクターごとの分布（世帯数） 

地区 セクター 
ワジから 150m 未満に住居のある世帯 

（距離分類ごと） 
回答世帯

合計数 < 10 10-19 20-59 60-149 

ウティク 

アイン・レラル - - - - 3 
バシュ・ハムバ - 1 2 1 21 
エル・マブトゥ - - - - 18 
シディ・オトメヌ - - - - 12 
ウティク - - - - 5 

シディ・タベット 
ブジュワ - - 1 4 20 
ショルフェシュ - 3 - 4 22 
モンジ・スリム - - 1 3 8 

カラート・ 
アンダルース 

カラート・アンダルー

ス・エスト 
- - 2 - 8 

カラート・アンダルー

ス・ウエスト 
- 1 4 4 27 

ポン・ド・ビゼルト - - 1 2 11 
ウェド・エリル エサイダ - - - - 4 

ジュデイダ 
シャウアト - - 6 6 15 
ジュデイダ 2 1 11 5 25 
ジュデイダ・ハシェド - - 8 9 23 

テブルバ 
テブルバ・バンリュー - - 1 2 18 
テブルバ・メディナ  - - 1 - 14 

エル・バタン エル・バタン - - 4 6 33 
合計 2 6 42 46 287 

(-)：該当世帯なし 

 

b) 放牧地域 

牧畜に関する質問に回答した世帯のうち、約75%は放牧地域をメジェルダ川近郊と回答し、残

り25%はエル・マブトゥ湿地や他の場所であると回答した。 

メジェルダ川は、エル・マブトゥ、シディ・オトメヌ、アイン・レラルの3セクター以外のすべ

てのセクター世帯にとって家畜の主な放牧地域となっている。エル・マブトゥ湿地は、エル・マ

ブトゥとシディ・オトメヌの両セクターの調査世帯にとって主な放牧地域であり、アイン・レラ

ルとウティクの世帯にとっては二次的な放牧地域である。 

 

c) エル・マブトゥ湿地国有地放牧地域 
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エル・マブトゥ湿地国有地放牧地域の面積は3365ha である。放牧地域の管理は、2004年3月4日

の権限譲渡により公式に牧畜局から林業・牧畜局（DGF）へ移管された。しかし、実際には DGF

は、放牧地域の管理を2008年以降に開始している。その後、2009～2010年にかけて DGF は牧畜管

理事業を実施したが、2010～2011年にかけてジャスミン革命に関連して現地が不安定な状況とな

ったため実施されなかった。現在、畜産・放畜局（OEP）が本件を主管している。 

下図にエル・マブトゥ湿地国有地放牧地域確定図を示す。放牧地域南端部と北東部の不法占有問

題を解決している最中であり、 放牧地域の確定は最終段階にある。 

2009～2010年にかけては、羊飼い54人が羊の群れの移動牧畜のために放牧地域を使用し、近隣

に定住する羊飼い152人も放牧地域を使用した（下図写真）。該当する羊の頭数は、移動牧畜に関

しては15,880頭であり、定住民の羊の群れに関しては約10,000頭であった。放牧時期は、2～4月で

ある。放牧地域以外の国有地については森林局が管理する森林管区1となっている。エル・マブト

ゥの森林管区における移動牧畜の羊飼いの主な出身地は、シディブジッド県とケルアン県である。

森林管区により徴収される放牧権料は、ひと月家畜1頭当たり0.2TND と定められている。しかし

ながら、放牧権料は放牧地域使用者により支払われたことはなかった。 

エル・マブトゥ湿地では伝統的に移動牧畜が行なわれてきた。1980年代、同湿地での飼料生産

と放牧は問題なく行われており、エル・マブトゥ湿地は、チュニジアにおいて主要な移動放牧地

域となっていた。また、1月か2月に発生する洪水による水の停滞は年間1ヶ月を超えなかった。そ

の理由の１つとして、排水システムがよく管理されていたことがあげられる。 

しかしながら、飼料生産は年々減少している。その第一の原因は、農業協同組合運営の悪化で

あり、このことが永続的な過密放牧を引き起こし、主要な飼い葉植物であるウシノケグサの減少

を誘発したと考えられている。また、畜産・牧畜局（OEP）によると悪化の他の原因は、チュニ

ス−ビゼルト高速道路の建設とされている。高速道路盛土建設によって洪水の排水が妨げられ、雨

季に水が湿地に長期間停滞するようになったことと考えられている。また土壌への塩類集積も飼

料の生長に悪影響を与えている。 

畜産・牧畜局（OEP）によると、エル・マブトゥ湿地における現在の放牧地としての環境は非

常に悪化しているため、放牧地域として見なすことはできないとのことである。森林管区も同様

の見方をしており、現段階ではここでの飼料生産を楽観視することはできないと考えている。 

 

 

                                                   
1各県の農業開発事務局の森林管理組織 
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図 8-8 DGF から国有財産省へ提案されたエル・マブトゥ湿地国有地放牧地域見取り図・確定図（作成最終段階） 

出典：ビゼルト森林管区 
 



チュニジア国メジェルダ川に係る気候変動影響を考慮した統合流域管理・洪水対策検討調査 

八千代エンジニヤリング(株) 

 

ファイナル・レポート 

8-23 

 

図 8-9 エル・マブトゥ湿地国有地における放牧の状況（2010 年 11 月） 

 

(3) 洪水被害 

メジェルダ川と住居の位置関係に関する質問に回答した292世帯のうち、206世帯、すなわち約

70%は洪水が発生する可能性のある地域に居住している。質問を受けた人の約66%が1973年の洪水

を経験し、98%が2003年、2004年、2009年の洪水を経験している。 

回答者の大多数（約86%）はすべての洪水の中で2003年の洪水の被害が最も大きかったと回答

している。住民が洪水時の状況とその被害について表現する際の基準となるのは、2003年の洪水

である。 2003年洪水に関する回答は次の通りである。 

1) 2003年洪水による浸水家屋 

各地区での浸水家屋の割合は、ジュデイダ（89%）、エル・バタン（88%）、テブルバ（76%）、

ウェド・エリル（75%）であった。 

2) 2003年洪水による湛水深および浸水時間 

洪水ピーク時の湛水深は、テブルバ・バンリュー、ウティク、ジュデイダ、エル・バタン、

シャウアトの各セクターで最も高く、セクターごとの平均洪水時間はウティク、ジュデイ

ダ、シャウアトで最も長かった。 

 

表 8-13 2003 年洪水での浸水と継続時間 

セクター名 洪水ピーク時の浸水深 洪水継続時間 浸水家屋 
テブルバ・メディナ   76％ 
テブルバ・バンリュー 142cm  76％ 
ウティク 130 cm 48hr  
ジュデイダ 105 cm 43 hr 89％ 
エル・バタン 97 cm  88％ 
シャウアト 92 cm 34 hr  
ウェド・エリル   75％ 
 

下表によれば、バシュ・ハムバ、エル・マブトゥ、ブジュワ、ショルフェシュ、カラート・ア

ンダルース・ウエスト、ジュデイダ、ジュデイダ・ハシェド、デブルバおよびエル・バタンの各

セクターで洪水発生区域が多かったことがわかる。 
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調査世帯の洪水による損害額は、平均して10,000TND/世帯を超えると概算される。バシュ・ハ

ムバ、エル・バタン、シャウアト、ショルフェシュ、エル・マブトゥ、カラート・アンダルース・

ウエスト、ウティクの7セクターでは、その被害額は平均額以上である。調査世帯のうち、96世帯

すなわち3分の1以上は、当局により補償を受けた。補償額の全体の79%は手当金の形態であり、

31%は現物補償であった。 

 

表 8-14 セクターごとの洪水発生区域・整備区域の住居分布（世帯数） 

地区 セクター 洪水発生 
区域 

整備区域 合計 
世帯数 公共水域 後背地 

ウティク 

アイン・レラル 0 0 0 4 
バシュ・ハムバ 16 0 0 21 
エル・マブトゥ 19 0 4 23 
シディ・オトメヌ 0 0 0 13 
ウティク 5 0 0 6 

シディ・ 
タベット 

ブジュワ 16 1 1 20 
ショルフェシュ 22 0 0 22 
モンジ・スリム 4 1 1 8 

カラート・ 
アンダルース 

カラート・アンダルース・エスト 8 0 0 8 
カラート・アンダルース・ウエスト 24 2 0 26 
ポン・ド・ビゼルト 2 1 0 11 

ウェド・エリル エサイダ 4 0 0 4 

ジュデイダ 
シャウアト 5 0 9 14 
ジュデイダ 12 1 11 24 
ジュデイダ・ハシェド 16 0 7 23 

テブルバ 
テブルバ・バンリュー 17 0 0 19 
テブルバ・メディナ 13 0 1 14 

エル・バタン エル・バタン 23 1 2 32 
合計 206 7 36 292 

 

表 8-15 2003 年の洪水による損害概算額と補償を受けた世帯数 

地区 セクター 
損害概算額（TND/世帯） 補償を受けた 

世帯数 最小  最大 平均 

ウティク 

アイン・レラル 500 1,500 1,000 0 
バシュ・ハムバ 400 150,000 25,386 2 
エル・マブトゥ 800 210,000 17,000 11 
シディ・オトメヌ 1,200 12,500 3746 0 
ウティク 2,000 60,000 14,500 3 

シディ・ 
タベット 

ブジュワ 1,000 80,000 8,700 1 
ショルフェシュ 500 80,000 11,068 0 
モンジ・スリム 500 500 83 0 

カラート・アンダ

ルース 

カラート・アンダルー

ス・エスト 4,000 10,000 7,214 1 
カラート・アンダルー

ス・ウエスト 1,000 60,000 10,844 1 
ポン・ド・ビゼルト 2,000 20,000 4,250 0 

ウェド・エリル エサイダ 1,000 10,000 3,667 1 
ジュデイダ シャウアト 200 100,000 13,938 7 
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地区 セクター 
損害概算額（TND/世帯） 補償を受けた 

世帯数 最小  最大 平均 
ジュデイダ 2､000 40,000 7､563 13 
ジュデイダ・ハシェド 1,500 22,000 5,652 19 

テブルバ 
テブルバ・バンリュー 800 20,000 8,000 14 
テブルバ・メディナ 1,000 35,000 4,536 6 

エル・バタン エル・バタン 1,000 150,000 12,015 17 
最小損害概算額 200   

補償を受けた世

帯数：合計96 最大損害概算額  210,000  
平均損害概算額   10,014 

 

 

図 8-10 2003 年の洪水被害に対する地区ごとの世帯補償手当種別分類 

 

8.2.3 自然環境の現況 

(1) メジェルダ川最下流域での湿地 

1） 概要 

D2ゾーンの湿地は概ね、エル・マブトゥ湿地とガラエト・カラート・エル・アンダルースを含

むガール・エル・メル・ラグーン～メジェルダ川三角州の2つに大別される。 
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図 8-11 メジェルダ川周辺の湿地位置 
出典：APAL（海岸保全・整備庁）―沿岸地域観測所 

 

2）ガール・エル・メル・ラグーン及びメジェルダ川三角州 

ガール・エル・メル・ラグーン及びメジェルダ川三角州には以下の特性がある。 

① 同地域の一部は、ラムサール条約の湿地リストに登録されている。 

② 同地域は国家環境要注意地域管理計画（環境省）の環境要注意地区のリストに記載されて

いる。 

③ カラート・アンダルース湿地（アリアナ県）、及びガール・エル・メル湖～エル・マブト

ゥ湿地の流域は、2010～2011 年度の狩猟鳥獣保護区として登録された。 

ガール・エル・メル・ラグーン及びメジェルダ川三角州のラムサール条約登録範囲を下図に示した。

メジェルダ川下流域での登録範囲は、本プロジェクトの実施対象エリアの最も東側のデルタ橋よ

りも約 3.2km 海側である。 

ガール・エル・メル・ラグーン及びメジェルダ川三角州地区の面積は10,373 ha であり、その内

Lagoon 

Wet Land 
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訳は7,057 ha がビゼルト県、3,316 ha がアリアナ県にある。下記基準がラムサール条約による湿地

の指定の要因である。 

① 地中海南部の三角州及び湿地の典型例となっている。（基準 1） 

② ライフサイクルの決定的な段階にある多数の魚類となっている。（45 種生息しており、そ

のうち 13 種はラグーンに定住）、及び野鳥類の生息地（基準 4） 

③ 営巣の季節には個体群の 1%の大台を大幅に超える多数のネズミツバメチドリとなってい

る。（基準 6） 

④ 冬期には回遊魚の餌の供給源となっている。（基準 8） 

ラムサール条約に登録された湿地の南部は、氾濫原と塩湖の地域で構成されており、その植生

は、アッケシソウ、及びアカザ（アルトロクネヌム）の類の植物種で構成される塩生植物である。

同地域は、冬期には湿地となる。この塩生植物原は、ネズミツバメチドリの営巣地となっている。

ただし、同地区は重要な野鳥保護区（ZICO）には含まれない。 

ラムサール条約に定められた地区はまた国家環境要注意地域管理計画の環境要注意地区として

も指定されている。 
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出典：DGF 

図 8-12 ガール・エル・メル・ラグーン及びメジェルダ川三角州のラムサール条約登録範囲 

 

地
中
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（出典：DGF 資料に一部加筆） 

図 8-13 メジェルダ川下流域のラムサール条約登録範囲 
 

 
図 8-14 本事業実施範囲およびエル・マブトゥ湿地 

およびメジェルダ川下流域のラムサール条約登録範囲 

 

3) エル・マブトゥ湿地 
エル・マブトゥ湿地は、チュニジアの重要な野鳥保護区（ZICO）46ヵ所のリスト（コード番号 TN005）

に含まれている。同湿地は、ネズミツバメチドリ（Glareola pratincola）及びハシビロガモ（Anas clypeata）

が、特定の群生地に定期的に群居する脆弱な野鳥種に適用される基準 A4i に相当することから、「重

要な野鳥保護区」に該当する。基準 A4i とは、対象水鳥個体群の少なくとも1%が同じ時期にコロニー

を形成している場合、あるいは1シーズン全体を通して個体群の少なくとも5%が生息している場合に適

用される。他の野鳥種は、雨の多い冬にエル・マブトゥ湿地で越冬する。同湿地の野鳥個体群は一見

メジェルダ川下流域

のラムサール条約

登録範囲
メジェルダ川

デルタ橋

h

凡例

ラムサール条約登録範囲

湿地

（DGF資料に加筆）

4km 0 2 

エル・マブトゥ湿地 

ラルーシアダム 

デルタ橋 

メジェルダ川沿い事業実施範囲 
この間で河川の掘削・拡幅が行われる。 

10km 0 
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したところ、より北に位置するイシュケル湖の個体群と同じである。また、2010～2011年シーズン中

の狩猟に関する省令によって、エル・マブトゥ湿地は狩猟鳥獣保護区のリストに入った。 

 
 

 
出典：ビゼルト森林管区 

図 8-15 エル・マブトゥ湿地の境界図 

 

 

  

図 8-16 エル・マブトゥ湿地北側の全景写真（左は 2011 年 5 月、右は 2010 年 11 月撮影） 

 

(2) 生物 

1）野鳥 

ワシントン条約、IBA、IUCN のレッドリスト、狩猟に関する省令、及び絶滅の危機にある稀少
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野生動植物リストを定める省令に基づき、生物学的な重要性を考慮した、対象地域の湿地、特に

メジェルダ川三角州とエル・マブトゥ湿地の野鳥種を下表に整理した。表中に示す18種のうち、

11種は AAO（NGO 団体「野鳥の友」）、残りの7種はビゼルト森林管区より示された。 

 

表 8-16 評価対象地域に生息する野鳥種及びその生物学的な重要性の特徴づけ 

学名 俗名 

（1）
CITES 

(ワシント

ン条約) 

(2) 
IBA 

(重要野

鳥生息

地) 

(3) 
IUCN 

チュニジア 

(4) 
狩猟に関

する省令 

(5) 
希少野生動

植物を定め

る省令 
Glareola pratincola ネズミツバメチドリ ○ ● ○ ● ● 
Himantopus himantopus セイタカシギ ○ ○ ○ ● ○ 
Pluvialis apricaria ヨーロッパムナグロ ○ ○ ○ ● ○ 
Vanellus vanellus  ツメゲリ ○ ○ ○ ○ ○ 
Anas clypeata ハシビロガモ ○ ● ○ ○ ○ 
Anas Penelope ヒドリガモ ○ ○ ○ ○ ○ 
Anas crecca コガモ ○ ○ ○ ○ ○ 
Ardea cinerea アオサギ ○ ○ ○ ● ○ 
Grus grus クロヅル ● ○ ○ ● ● 
Circus aeruginosus チョウヒ ○ ○ ○ ● ○ 
Fulica atra オオバン ○ ○ ○ ○ ○ 
Pluvialis squatarola ダイセン ○ ○ ○ ● ○ 
Ciconia ciconia 白鳥 ○ ○ ○ ● ● 
Bubulcus ibis アマサギ ○ ○ ○ ● ○ 
Ardea alba ダイサギ ○ ○ ○ ● ○ 
Egretta garzetta コサギ ○ ○ ○ ● ● 
Burhinus oedicnemus イシチドリ ○ ○ ○ ● ○ 
Calidris alpina ハマシギ ○ ○ ○ ● ● 
●言及されている野鳥種／○言及されていない野鳥種 
(1)CITES（ワシントン条約）の付属文書 II 
(2)IBA（重要野鳥生息地）の基準 A4i による、L.D.C. Fishpool and M.I.Evans eds.「アフリカ及び関連諸島におけ

る重要な野鳥生息地：優先保護地区」の953頁～973頁に掲載されているムラッド・アマリとヒシェム・アザ

フザフの著述、2001年チュニジア。ニューバリー＆ケンブリッジ、英国：ピーシーズ出版＆バードライフ・

インターナショナル―野鳥保護シリーズ No.11 
(3)IUCN レッドリスト、絶滅危惧種の基準 
(4)2010～2011年シーズン中の狩猟組織に関する2010年8月14日の条例 
(5)絶滅の危機にある稀少動植物リストを定める省令（準備中） 
 

 
2）魚類 

ワシントン条約、バルセロナ条約、IUCN、及び絶滅の危機にある希少野生動植物を定める省令

に基づき、生物学的重要性を有する在来種を下表に示す。 

メジェルダ川の魚類種に関するデータは、三角州にある下流部分のみを対象としたかなり古い

生物学的なデータのみが存在する。主要な情報は、INAT（チュニジア国立農業研究所）、INSTM

（チュニジア国立海洋科学技術研究所）、及び DGPA（漁業養殖総局）からのヒアリングによっ

た。 

メジェルダ川で最も絶滅危惧の高い魚類種はヨーロッパウナギ（Anguilla anguilla）である。メ

ジェルダ川は、ヨーロッパウナギのライフサイクルにおいて重要な生息地となっている。同ウナ
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ギは、ワシントン条約の付属書Ⅱにリストアップされている絶滅の危機にある魚類種である。ま

た IUCN の分類で最も絶滅危惧の高い魚類種（カテゴリーCR）とされている。DGPA は、2010年

に欧州へのウナギ輸出を再び推進することを目標として、2010年11月に内部資料としてチュニジ

アウナギ管理計画を策定した。欧州委員会は2011年以降のチュニジアからの輸入を許可していな

い。海から川を遡上するシラスウナギの回遊は、主として10～1月に行われる。 

アファニエス・ファシエタス（地中海キリフィッシュ（Aphanius fasciatus））は商品としての価

値はないが、バルセロナ条約における地中海の特別保護区、及び生物学的多様性に関する議定書

（付属文書 II）を通して保護対象となっている。メジェルダ川の生物多様性にとって重要な魚類

種である。 

コイ科プセウドフォキシヌス属及びバーベルは各々、マグレブ地方北東部、或いは北アフリカ

北部の固有種である。コイ科プセウドフォキシヌス属（Pseudophoxinus callensis）は、メジェルダ

川上流の小規模支流域に生息している固有種であるように考えられている。 

この他商品としての価値があることから、外来種としてメジェルダ川に導入された魚類種は、

コイ、ロウチ、アカヒレフナモドキ、ホソスズキ及びナマズである。これらの魚類種は、上流に

位置する貯水池に最も豊富に生息する。カダヤシ（Gambusia affinis holbrookii）は、ボウフラ撲滅

のために導入された魚類種であり、チュニジアの河川に順化した。 

なお、本事業においてメジェルダ川の掘削・拡幅工事は高水敷のみで実施する計画であり、低

水路（河床）についての工事は実施しない。そのため、ヨーロッパウナギを含む魚類に対する影

響の程度は低いと考えられる。 

 

表 8-17 メジェルダ川に生息する在来魚種とその生物学的な重要性の特徴付け 

学名 俗名 
（1） 

ワシント

ン条約 

(2) 
バルセロ

ナ条約 

(3) 
IUCN 

(4) 
希少野生動植物

を定める省令 
Anguilla anguilla ヨーロッパウナギ ● ○ ● ○ 
Aphanius fasciatus 地中海キリフィッシュ ○ ● ○ ○ 
Barbus barbus callensis バーベル ○ ○ ○ ○ 
Pseudophoxinus callensis Phoxinelle De la Calle 

（コイ科プセウドフォキシ

ヌス属） 

○ ○ ○ ○ 

Pseudophoxinus chaignoni Phoxinelle de Chaignon 
（コイ科プセウドフォキシ

ヌス属） 

○ ○ ○ ○ 

●言及されている魚類種／○言及されていない魚類種 
(1)CITES（ワシントン条約）の付属文書 II 
(2)バルセロナ条約／議定書 
(3)IUCN レッドリスト、絶滅危惧種の基準 
(4)絶滅の危機にある稀少野生動植物リストを定める省令 

 

3）哺乳類 
確認されている唯一の一般哺乳類は、イノシシであるが、特別な保護措置の対象とはなってい

ない。メジェルダ川は狩猟団体にとって関心の高い狩猟地ではないが、イノシシが農作物に及ぼ

す損害のリスクを減らすため、時として行政当局による狩り出しが組織される。 
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メジェルダ川下流域における最新の科学的なカワウソ観察は、1983年まで遡る（マクドナルドと

マッソンによる調査地区）。DGF（森林総局）によれば、この動物種は現在では同地域に生息し

ていない。チュニジア湿地事前詳細調査（森林総局のためにロンドン大学が1996年に実施）によ

れば、メジェルダ川の水辺に生育する植物は、ヨーロッパカワウソ（Lutra lutra linnaeus）の避難・

退避場の役目を果たしていた。当時、水辺の植物は主としてキョウチクトウ（Nerium oleander）、

柳（Salix sp.）、ガマ（Thypha sp.）及び葦（Phragmites communis）で構成されていた。 
 

4）その他の動物種 

両生類、軟体動物及び無脊椎動物は調査対象にならなかった。ただし、INSTM（チュニジア土

海洋科学技術研究所）によれば、ドブガイについては EIA において調査の対象にする必要がある

と思われる。 

 

5）植物種 

メジェルダ川の高水敷には、河岸固定のための植樹の結果として導入されたと思われるチュニ

ジア中央部の自然種、タマリクス（Tamarix articulata（ギョリュウ））が密生している（下図参照）。

タマリクスは、高さ2～10m のかん木～中高木である。メジェルダ川では、豊富に分枝して生長し、

中高木となる。タマリクスは種子、或いは根、枝からの萌芽によって素早く繁殖する。 

森林法第3条によれば、林とは、「1種、或いは数種の樹木、または低木、もしくは均一状態、

または雑多な状態の茂みで構成される自然、或いは人工の植物群系である。」と定義されている。

したがってこの法律上の定義によればメジェルダ川の植生は林となる。この林は国有林ではなく、

公有水域の管轄に属する。ただし、タマリクス林の伐採、或いは開墾から得た産物は林産物であ

り、その輸送、利用は森林法に準拠し、DGF の権限に属する。 

 

  
図 8-17 メジェルダ川高水敷のタマリクス（ギョリュウ） 

 

(4) 土壌汚染と不法廃棄物 

1）掘削残土 
ONAS（チュニジア下水道公社）、及び ANGED（国家廃棄物管理庁）においては、メジェルダ

川下流区間の堆積物が、工業廃棄物のような危険物質によって汚染された可能性に関する情報は

なく、河川沿いに特定汚染地域が存在するとは認識していない。掘削対象となる土砂自体は、基
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本的に現在川沿いの農地・果樹園・放牧地に利用されているされている土と同じ性状を有するも

のと考えられる。そのため有害物質を含んで汚染されている可能性は低いと想定される。 

INSTM（チュニジア海洋科学技術研究所）は、メジェルダ川流域の旧金属鉱床による海洋堆積

物汚染の研究に取り組んでおり、メジェルダ川の懸濁物質、及びメジェルダ川により河岸沿いに

運ばれた堆積物の重金属の存在に焦点を合わせた研究調査を行っている。調査対象となった汚染

物質は、鉛、亜鉛、ヒ素及びカドミウムである。調査結果によれば、鉛及び亜鉛の濃度は三角州

周辺の沿岸地域では地中海周辺の類似地区よりも高い数値を示している。本事業では、カラート・

アンダルース橋よりも下流では稼働改修は行われないので、これらの金属濃度が高い土壌が工事

区間に存在する可能性は低い。 

 

2）不法廃棄物投棄場 

不法廃棄物投棄については以下のような状況である。 

ｱ) 河川及び水路への工業廃棄物及び都市ごみの不法投棄等 

ANGED（国家廃棄物管理庁）は、メジェルダ川沿いに過去、或いは現在の不法ごみ投棄場は存

在しないという立場を取っている。しかし、本事業地域に位置する河川及び水路は、工業廃棄物

或いは都市のごみの不法投棄場が存在する可能性がある。そのため、河道断面拡幅工事及び築堤

工事にあたっては、不法ごみ投棄場が見いだされた場合には適切な処理を行う必要がある。 

 

ｲ) エル・マブトゥ湿地への動物の皮の投棄 

エル・マブトゥ湿地に動物の皮の不法投棄場が存在する。その廃棄物は AGED からの聴取によ

れば、ウティカの工業地区から持ち込まれているようである。同廃棄物は危険廃棄物リストを定

める2000年10月10日発令の政令2000-2339号のリストにあるカテゴリー0602に該当し、工事に際し

ては、必要に応じて危険物廃棄物として処分する必要がある。2011年に撮影されたごみ投棄場の

写真とその位置を下図に示す。 

工事前に廃棄物投棄状況を再確認し、工事区間にかかることが判明した場合には、危険物廃棄

物として処分場に持込み処理を行う必要がある。 

 

図 8-18 当該プロジェクト用地におけるエル・マブトゥ湿地内の不法工業廃棄物投棄場 

 

  

エル・マブトゥ湿地 

不法投棄場位置 
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ｳ) その他 

これら以外には道路近辺、及び河川や水路沿いに無許可に生活ごみが投棄されている。しかし、

これらのごみ投棄の規模は小さい。 
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8.3 プロジェクトによる環境への影響の検討 

8.3.1 代替案の検討 

(1) ゼロオプション 

本事業に関する代替案として本事業を実施しないケース（ゼロオプション）についての検討を

行う。本事業が実施されなかった場合、これまでどおり、地域は頻繁に洪水の被害を受けること

となる。洪水の発生に伴って、家屋、農地等の住民の財産への被害が継続し、生活排水などが洪

水に伴って地域に滞留し、不衛生な状況を発生させることが考えられる。また、メジェルダ川下

流域の都市化傾向に伴い、10年に1度の頻度で生じる規模の洪水により住民、財産に及ぼす損害は

増大する。 

前項で検討した事業実施による負の影響は、主に工事実施時の環境管理計画において緩和措置

を講じることができる。そのため、本事業実施により得られる恩恵は、悪影響を上回ると考えら

れる。 

 

(2) 代替案の検討 

本事業での河道計画の選定に当たっては、下表に示す河道断面の比較3案について検討を行った。 

いずれの案も自然環境面への影響は最小限であるが、住民移転・用地取得が発生する。最終的に

は、歴史的建造物への影響の面から、②案（掘削＋拡幅）が最適案として選定された。 

表 8-18 代替案の検討 
 河道計画の比較 

代替案の種類 ① 築堤案 ② 掘削案(掘削＋拡幅) ③掘削＋築堤案 

模式図 

 

 

 

代替案の概要 

現況断面＋築堤として余裕高
1.0m を考慮し、築堤の形状は法
勾配 1 :2、天端幅 4.0m とした。 
掘削は行わないことを基本とす
る。 

可能な限り掘り込み河道と
し、余裕高は 1.0m、法勾配
1 :2、現河床から 2.0～5.0m
上を掘削の下限とした。（低
水路にかからない） 

掘削案を基本とし、掘削量の
削減を図るため余裕高分
(1.0m)の築堤を行う。 

堤防高さと H.W.L 
②掘削案と比べてH.W.Lが平均
2.4m 高くなり、それに伴い堤防
高が高くなる。 

H.W.L は周辺地盤程度であ
り、余裕高程度の築堤が必要
となる。 

河道の掘削の効果により、堤
防高さとH.W.Lを①に比べ低
くすることができる。 

土地利用状況 住宅地・農地 住宅地・農地 住宅地・農地 

 
環 
境 
社 
会 
配 
慮 

自然環境面への 
影響 

最小限の影響が発生する可能性
がある。 

最小限の影響が発生する可
能性がある。 
掘削・拡幅は高水敷を対象と
し、低水路では実施しない。 

最小限の影響が発生する可能
性がある。 
拡幅・掘削は高水敷を対象と
し、低水路では実施しない。 

必要な用地範囲 
(用地取得範囲) 

大 大 小 

歴史構造物に 
対する影響 

ジュデイダ旧橋の撤去もしくは
移設が必要 

影響なし ジュデイダ旧橋の撤去もしく
は移設が必要 

住民移転・ 
用地取得 

影響：大 
市街地河川沿いの堤防建設によ
る住民移転が発生する。 

影響：大 
河川沿いの掘削・拡幅による
住民移転・用地取得が必要と
なる。 

影響：小 
掘削することにより、築堤の
高さは①に比べ低くできる
が、掘削、築堤に伴う用地取
得・住民移転が必要となる。 

その他の社会面
への影響 

顕著な影響は考えられない。 同左 同左 

推奨される最適案と
その根拠 

本案は推奨されない。 
住民移転、用地取得への影響が
大きく、かつ歴史的建造物への
影響がある。 

本案が最適案として推奨さ
れる。 

歴史建造物への影響がない。 

本案は推奨されない。 
住民移転、用地取得への影響
は小であるが、歴史的建造物
への影響が大きい。 

101m

H.W.L 12.97m 102m
H.W.L 11.11m

H.W.L 11.90m

92m
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8.3.2 スコーピングおよび環境社会配慮の TOR 

(1) スコーピング結果 

スコーピングによって環境社会配慮に関して勘案すべき問題を明確にし、EIA 調査にあたって

考慮すべき項目および実施すべき調査方法などを明確にする。 

以下の表には、自然環境および社会環境への影響についてのスコーピング結果を示している。

スコーピングは、JICA ガイドラインを準拠に行なった。 
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表 8-19 環境社会配慮スコーピング結果 

影響項目 影響評価 
予想される影響・評価 

工事前・工事中 供用時 
物理的環境と汚染 

大気汚染／粉塵 B- D 

工事前・工事中 
工事に伴い発生するトラック交通と重機使用が原因で大気汚染、及び粉塵が生じる可能性がある。
交通ルートを適切に選択し、重機の整備を徹底し、粉塵防止には散水しながら掘削工事を行う、等
の対策を行うことによりこれらを防止することができる。 
供用時 
周辺大気に悪影響を及ぼす可能性はない。 

水質汚濁 B- D 

工事前・工事中  
重機等のエンジンオイル漏れ等が水質汚染源となる可能性があるが、この影響は極めて小さい。土
砂掘削は高水敷に限定され、かつ水中掘削は行わないので、濁度の悪化は予想されない。 
供用時 
水質に悪影響を及ぼす可能性はない。 

土壌汚染 B- D 

工事前・工事中  
重機やダンプトラックからのエンジンオイル漏れが土壌汚染の原因となる可能性があるが、この影
響は小さいと考えられる。工事用車両の点検整備を徹底することによってこのリスクを避けること
は可能である。 
高水敷の掘削工事時に偶発的に汚染堆積物を掘削する可能性がある。その場合にはこれら堆積物を
適切に処理する。 
メジェルダ川沿いの掘削・拡幅は、現在川沿いに堆積し農地または住宅地として利用されている土
砂を対象としており、有害物質が含まれている可能性は低い。したがって掘削の対象となる地盤に
おける土壌汚染の可能性は低い。有害物質を含まないため築堤材料として利用することが可能であ
る。 
供用時 
土壌に悪影響を及ぼす可能性はない。 

廃棄物 B- D 

工事前・工事中  
本工事の実施により発生する廃棄物として、大量掘削土及びタマリスク林の伐採及び開墾によって
発生する大量の植物ごみが挙げられる。これらについては、環境影響の観点から適切な処理を行う
必要がある。また、エル・マブトゥ湿地に近接する地点の動物の皮の無許可投棄場の廃棄物による
メジェルダ川への影響が挙げられる。工事前に投棄場の範囲（廃棄物の投棄範囲）を明確にし、掘
削範囲がかかる場合には適切に危険物廃棄物として処分場に持込み処理を行い、当廃棄物による遊
水地及びメジェルダ川への影響を防止する必要がある。 
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影響項目 影響評価 
予想される影響・評価 

工事前・工事中 供用時 
「土壌汚染」で記述したように、河床沿いの掘削土が有害物質を含んでいる可能性が低いことから、
掘削土は築堤材料等として、再利用することが可能であると考えられ、これにより土砂の廃棄量を
減少することがで可能である。 

供用時 
廃棄物が生じる可能性はない。 

騒音 B- D 

工事前・工事中  
河川の掘 
削工事、及び河川構造物建設工事に伴って騒音が発生する。低騒音型の重機の使用・作業時間の限
定、等による騒音の影響を最小限に抑えることが可能である。 
供用時 
騒音が生じる可能性はない。 

悪臭 B D 

工事前・工事中  
メジェルダ川沿いの拡幅区間は高水敷を対象としており、悪臭の要因となるような物質が埋没して
いるとは予想されない。また、河川区間には大量のごみ等の廃棄物が堆積している箇所は確認され
ていない。しかしながら、工事にあたって悪臭を発生するような廃棄物が偶発的に見つかった場合
には、細心の注意を払って回収し、適切に処分場へ持込み処理する必要がある。 
供用時 
本事業の影響はない。 

地盤沈下 D D 

工事前・工事中  
地盤沈下の要因はない。 
供用時 
地盤沈下の要因はない。 

自然環境リスク 

自然保護区 B- D 

工事前・工事中  
メジェルダ川の最下流部及び沿岸部付近は、ラムサール条約に登録されている。しかしながらラム
サール条約地区内では工事は実施しない。エル・マブドゥ湿地は、ZICO による保護区とされている
が、同湿地における工事は水路沿いにのみ実施されるので、工事による鳥類への影響は限定的にな
ると考えられる。 
供用時 
メジェルダ川最下流部にあるラムサール条約登録湿地では、４章に示す氾濫解析の結果、事業実施
前後で氾濫範囲に顕著な差は認められなかった。従って、供用時における影響は最小限にとどまる
ものと考えられる。エル・マブトゥ湿地については、一旦工事が終了すれば供用時における影響は
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影響項目 影響評価 
予想される影響・評価 

工事前・工事中 供用時 
ないと考えられる。 

自然生息地 B- D 

工事前・工事中  
メジェルダ川の最下流部及び沿岸部付近は、ラムサール条約に登録されている。しかしながらラム
サール条約地区内では工事は実施しない。河道では低水路は掘削せず、掘削・拡幅を実施するのは
高水敷のみであり、一定量の樹木を残す計画としていることから鳥類・魚類に対する影響は最小限
にとどめることが可能である。エル・マブドゥ湿地は、ZICO による保護区とされているが、同湿地
での工事範囲が限定的であり、冠水頻度も従来と変わらないので、自然生息環境への大きな影響は
考えられない。以上より、本件の実施による自然生息地の直接的影響はほとんどないものと考えら
れる。 
供用時 
上記の理由により、メジェルダ川およびエル・マブトゥ湿地への影響はない。また、本事業の実施
によるラムサール条約登録湿地での氾濫範囲は、事業実施前後で顕著な違いはなく、供用時におけ
る影響はほとんどないものと考えられる。 

生物多様性 B- D 

工事前・工事中  
本事業ではメジェルダ川の高水敷のみでの掘削・拡幅を実施するため、魚類等が生息する低水路（河
床部）は現況のまま変化がないことから、魚類への影響、低水路を餌場とする鳥類に重大な影響は
与えないと考えられる。また、河川沿いに一定量の樹木を残し鳥類の生息場を確保することが可能
である。以上より鳥類・魚類に対する影響は最小限にとどめることが可能であり、生物多様性への
影響は小さいものと考えられる。 
供用時 
本事業の実施によるラムサール条約登録湿地での氾濫範囲は、事業実施前後で顕著な違いはなく、
本事業の実施による影響はほとんどないものと考えられる。 
本事業の実施により自然生息地への影響はほとんどないものと考えられる。 

地盤の安定性と 
侵食リスク B- D 

工事前・工事中 
河川内での工事は河岸を不安定にする可能性がある。 
供用時 
安定性を考慮した法面勾配を計画しており、安定性と侵食リスクは減少する。  

地形及び地質 B- D 

工事前・工事中  
高水敷掘削は河岸を不安定にして河道地形の変化を引き起こす可能性がある。掘削中の法面勾配を
十分緩くすることによって地形変化の影響を避けることができる。 
供用時 
影響を及ぼす可能性はない。 
 



チュニジア国メジェルダ川に係る気候変動影響を考慮した統合流域管理・洪水対策検討調査 

八千代エンジニヤリング(株) 

 

ファイナル・レポート 

8-41 

影響項目 影響評価 
予想される影響・評価 

工事前・工事中 供用時 

水象 D A+ 

工事前・工事中  
本事業は、メジェルダ川沿いの高水敷での掘削・拡幅工事が主体であり、河床部である低水路には
工事が及ばないことから、その影響は小さい。 
供用時 
本事業の実施により、雨期の洪水の回数が減少し河川沿い住民へのプラスの効果が期待できる。本
事業では、掘削・拡幅区間の護岸は特に行わない。そのため、河道内での土砂の浸食・運搬・堆積
は事業実施前と同様に行われることから、土砂運搬への影響はない。洪水氾濫による周辺農地への
土砂運搬・堆積については頻度は減少するものの、計画規模を超える洪水氾濫の発生により周辺農
地への土砂供給は途絶えることなく継続する。 

洪水リスク D A+ 

工事前・工事中  
洪水リスクに影響を及ぼすことはない。 
供用時 
洪水調節のための構造物は、10 年に 1 度の頻度で発生する降雨に基づき設計する。これらの構造物
によって、冠水しやすい地域にある住居、建物、インフラ及び耕作地の保護が可能になる。橋の改
修によって、増水期におけるアクセスを確保できる。 

社会環境 

非自発的 
住民移転 B- D 

工事前・工事中  
現在、メジェルダ川の拡幅により移転が必要な家屋は１軒と考えられる。最終的な計画に基づく移
転家屋等の確認を本調査内で実施する予定であるが、大規模な移転は伴わない。 
供用時 
影響を及ぼすことはない。 

住居以外の構造
物の意志に反し
た喪失あるいは
破壊 

B- D 

工事前・工事中  
上述のように、本事業用地に位置する住居以外の構造物の数、及び種類については今後、本調査内
で実施する予定であるが、大規模な喪失あるいは破壊は発生しない。 
補償対象の、用地・固定施設・植栽地等、所有者／占有者の生計維持に関わる全ての構造物に対し、
国有財産省が定める補償金額が支払われる。元の住居の価値が低いために補償金が少額の場合、県
は代替地への移転支援のための補助金を提供するが、提供された代替地での建設工事責任者は移転
者自身となる。土地に基づき生計を立てている住民については、金銭のみの補償よりも土地ベース
の補償を優先させる。補償金額は用地所有法及び JICA 環境社会配慮ガイドライン(2010 年 4 月公布)
に準拠し、場合により対象者の生計手段の喪失を考慮に入れた金額とする。 
 
供用時 
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影響項目 影響評価 
予想される影響・評価 

工事前・工事中 供用時 
影響はない。 

農地、未収穫農
作物及び小低木
植え込み地の喪
失 

B- D 

工事前・工事中  
河岸から 3m 以内が公共水域となる。また都市部では川岸から左右岸 25m、農村部では左右岸 100m
以内が地役権設定地となる。河道拡幅はこの範囲内で計画されるため基本的には国有地あるいは地
役権設定地内での実施が基本となる。ただし、農地の喪失は発生する。 
供用時 
影響はない。 

生活手段、 
貧困、脆弱性 D A+ 

工事前・工事中  
耕作地、及び未収穫農作物の喪失は、世帯貧困化の 1 要因となりうる。貧困化の規模は世帯の生活
環境次第であり、その生活環境については現地でデータ収集調査を行う。入手済みデータでは、本
事業に対する地域コミュニティの脆弱性、及び貧困を生じさせる可能性のある要因を十分には分析
することはできない。 
供用時 
洪水により生じる損害リスクに対して最も脆弱な世帯の負担軽減が実現される。本事業が最貧世帯
に及ぼす影響は必然的に肯定的なものとなる。 

少数民族 D D 

工事前・工事中  
本事業が少数民族に及ぼす影響については、まず本事業地域における少数民族の存在を明らかにす
る必要がある。エル・マブトゥ湿地は国有放牧地となってあり、少数民族が遊牧民となっている可
能性がある。その場合、洪水発生期間は限定的であり、数僕に対する影響は小さい。 
供用時 
エル・マブトゥ湿地における少数民族の存在とその特徴次第である。 

地域経済／雇用 B+ B+ 

工事前・工事中  
本事業の実施によって、工事期間中、労働力となる無職の住民に日雇ベースの雇用機会を提供でき
る。 
供用時 
河川と放水路の堆積土砂の除去あるいはタマリクスの伐採などの維持管理作業は、地域住民にとっ
て雇用をもたらす機会となる。 

用地及び地域資
源の利用 B- D 

工事前・工事中  
地域資源としてはメジェルダ川の水資源のみが挙げられる。水資源についての影響は下の「水資源」
に記述している。 
用地利用は、橋梁のかさ上げに伴い、取付け道路の盛土かさ上げが生じてそのための用地が必要と
なるが、量的には小さく影響は最小限にとどまるものと考えられる。 
供用時 
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影響項目 影響評価 
予想される影響・評価 

工事前・工事中 供用時 
エル・マブトゥ遊水地は、それが稼働するような洪水頻度は小さく、かつ、遊水地が湛水する期間
も数日～十数日であることから遊水地内での用地利用に対する影響は小さい。 

水資源 B- D 

工事前・工事中  
メジェルダ川は周辺住民による個別灌漑のための主要な水資源となっている。これらの施設は小規
模なポンプによりメジェルダ川から揚水を行なっている。工事によりこれらの灌漑水の個別揚水活
動が影響を受けることが考えられるが、影響を受ける施設について工事該当期間適切な対応（ポン
プや給水ホースの一時的な移転）により影響を最小限にとどめることが可能である。 
供用時 
水資源に影響を及ぼすことはない。 

公共インフラ 
及び社会事業 B- D 

工事前・工事中  
建設工事は、適正な工事管理を実施しなければ、周辺交通に大きな影響を及ぼす可能性もある。 
掘削残土処理、或いは処理地への運搬は道路交通の混乱を引き起こし、事故の原因となる可能性が
ある。橋の改修工事も交通渋滞を誘発する可能性があるが、適切な管理計画によりその影響を最小
限に抑えることができる。 
供用時 
影響を及ぼす要因はない。 

地域コミュニテ
ィの組織 B+ B+ 

工事前・工事中  
本事業実施ないしは供用後の地域による河道や水路の新たな維持管理活動を実施するためには、既
存の制度や組織についての調整が必要なものと考えられる。また、これが契機となり、新たに地域
コミュニティが活性化することが期待できる。 
供用時 
河道、及び諸水路の維持管理活動に際しては、地域レベルの制度や組織上の調整が必要になる可能
性がある。 

利益の分配、 
社会的な公平性 C A+ 

工事前・工事中  
工事中における地域の雇用、商業活動が期待される。 
供用時 
洪水調節の恩恵は公平に分配され、本事業に悪影響はない。 

地域的な 
利害対立 C D 

工事前・工事中  
工事労働力の雇用、あるいは工事用道路の建設と交通量の増加等について、地域的な利害対立が生
じる可能性がある。 
供用時 
洪水被害軽減の恩恵を公平に受ける。 

歴史・ D D 工事前・工事中  
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影響項目 影響評価 
予想される影響・評価 

工事前・工事中 供用時 
文化遺産 本事業地域で知られている文化遺産はエル・バタンの堰橋とジュデイダの石橋である。これらは 2012

年 1 月 15 日に文化遺産としての保護指定を受けた。 
これら文化遺産に配慮した河道計画（影響を及ぼさないように H.W.L・河道断面を設定）と工事計
画を採用している。従って、影響はない。 
供用時 
文化遺産に配慮した河道計画（影響を及ぼさないように H.W.L・河道断面を設定）と工事計画を採
用しているので影響が生じる可能性はない。 

景観 C D 

工事前・工事中  
河岸の地形が変化し、また、高水敷の植物被覆が完全に除去されるため、メジェルダ川の高水敷掘
削工事、及び河川構造物建設工事は景観に直接的な影響を及ぼす。しかし、地域コミュニティ、或
いは当局が認識しているメジェルダ川の景観価値は明らかになっていない。本事業は景観変化の要
因となる可能性がある。本事業に関する住民の認識を分析することによって、同計画の影響を評価
することができる。 
供用時 
竣工後、景観に対する影響が生じる可能性はない。 

ジェンダー及び 
子どもの権利 C B+ 

工事前・工事中  
本事業が男女平等、或いは子どもの権利の尊重に及ぼす影響は、ステークホルダー協議を通じて明
確にする必要がある。 
供用時 
洪水被害が軽減されることから、災害弱者である女性や子どもの安全度が増加する。 

エイズ、性病 
及び衛生 D D 

工事前・工事中  
本事業における工事施工環境が、エイズの著しい悪化、或いは性病の再蔓延の原因となる可能性は
ない。本事業は、衛生或いは住民の保健にも影響を及ぼすことはない。 
供用時 
影響が生じる可能性はない。 

労働保健衛生／
職場での安全 D D 

工事前・工事中  
労働環境、及び現場安全管理に関する現行法規を適用するが、本事業は労働者の健康、或いは安全
管理に関して特別なリスクをもたらすものではない。 
供用時 
影響が生じる可能性はない。 

影響の等級付け： 
A+/- ： プロジェクトは大きな好／悪影響を及ぼす可能性がある。 B+/- ： プロジェクトは小さな好／悪影響を及ぼす可能性がある。 C+/- ： プロジェクトの好／悪影響の範囲は

不明である（補足的な調査が必要であり、調査の進捗に応じて、より適切な影響評価を行うことができる） D :    プロジェクトが環境に好／悪影響を及ぼす可能性はない。  
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 (2) 環境配慮調査の TOR（実施項目） 

JICA ガイドラインに基づく、環境社会配慮調査の実施項目を（TOR）を下表に示す。 

 

表 8-20 環境社会配慮調査実施事項（TOR） 

環境項目 調査理由及び達成すべき目標 調査手法 

物理的環境と汚染 

大気汚染 
／粉塵 

・焼却を避けるための適切な植物ご
み処分方法 

・粉塵飛散予防方法 

・関係諸機関である ANGED（国家廃棄物管理
庁）、INRGREF（国立水・森林・農業工学研
究所）、DGF（森林総局）、森林管区（CRDA―
地方農業開発局）との協議 

・類似事例の評価 

水質汚濁 
・河川中の懸濁物質予防措置 
・偶発的なエンジンオイル浸出予防
措置 

・河川の拡幅・掘削の技術的な手法 
 

土壌汚染 

・偶発的なエンジンオイル浸出予防
措置 

・メジェルダ川沿いの旧危険廃棄物
集積場の特定 

・偶発的に掘削した廃棄物の適切な
処理方法 

・関係諸機関である ANGED（国家廃棄物管理
庁）、ONAS（チュニジア水道公社）との協
議 

・類似事例の評価 
・計画されている工事及び予定されている技
術的手法の確認 

・現地での観察 
・Google Earth 画像の分析 

廃棄物 

・植物ごみ、掘削土及び建設ごみの
適切な処理方法の特定 

 

・関係諸機関である ANGED（国家廃棄物管理
庁）、INRGREF（国立水・森林・農業工学研
究所）、DGF（森林総局）、森林管区（CRDA
区地方農業開発局）、採石場・爆薬局、国有
財産省、AFH（用地・住宅局）、AFI（工業
用地局）及び STEG（チュニジア電力・ガス
会社）や SEPTS（チュニジア南部調査・開
発社）などのその他の機関との協議 

騒音 
・現行の法的規準の適用 
・騒音の影響を受ける地域での騒音
公害の予防 

・規制のチェック 

自然環境リスク 

自然保護区 

・既存のラムサール条約登録湿地、
すなわちガール・エル・メル・ラ
グーンとメジェルダ川三角州の
地理的境界確定 

・エル・マブトゥ盆地の上記条約登
録可能性分析資料の進捗状況に
関する報告書 

・関係諸機関である DGF（森林総局）、WWF
（世界自然保護基金）、APAL（海岸保全整
備庁）との協議 

・ラムサール条約登録地域に関する入手可能
な地図等資料の収集 

自然生息地 

・本プロジェクト地域の自然生息地
及び湿地の特定 

・環境変化に敏感な自然生息地の保
護方法 

 

・メジェルダ川、本プロジェクト地域の湿地
に関して入手可能なデータの収集 

・関係諸機関、すなわち DGF（森林総局）、森
林管区（CRDA―地方農業開発局）、WWF
（世界自然保護基金）、APAL（海岸保全整
備庁）との討議。 

・現地での観察 

生物多様性 

・調査対象地域に生息する生物種の
特定 

・特定した生物種の生物学的な重要
性及び本プロジェクトの影響に

・本プロジェクト地域に生息する生物種に関
して入手可能なデータの収集 

・生息する生物種の生物学的重要性に関する
基準の確立 
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環境項目 調査理由及び達成すべき目標 調査手法 

対する感度の分析 
・貴重な生物種の保護措置 

・関係諸機関である DGF（森林総局）、DGPA
（漁業養殖総局）、INSTM（チュニジア立海
洋科学技術研究所）、INAT（チュニジア立農
業研究所）、WWF（世界自然保護基金）、AAO
（「野鳥の友」会）、地方狩猟者団体（マヌ
ーバ）との協議、情報収集 

地盤の安定性 
と侵食リスク 

・河岸侵食リスク予防措置 ・関係諸機関である DGF（森林総局）、森林管
区及び CES（水・土壌保全局）（CRDA―地
方農業開発局）との討議 

・計画されている工事及び予定されている技
術的手法の確認 

地形及び地質 ・河川の拡幅・掘削、橋梁新設・建
設のための設計の確認 

・事業実施者による確認 

水象 ・同上、施工方法の確認 ・事業実施者による確認 
社会環境 

住民の非自発的 
住民移転 

・河川の拡幅・掘削、橋梁新設・建
設のための設計の確認 

・本プロジェクトにより影響を受け
る住居等家屋数の明確化 

・用地取得・補償手続の確認 
・用地及び財の移転に関する付随措
置 

・チュニジアにおける慣行と義務及
び JICA ガイドラインを同時に勘
案し、代替地への移転及び補償に
関する事前の枠組み（簡易移転計
画の作成） 

・事業実施者による確認 
・関係諸機関である用地取得課及び収用・補
償機関（DGBGTH すダム・大規模水利工事
局）、OTC（測量・用地台帳局）、BIRH―水
資源詳細調査局（DGRE―水資源総局）よる
河川の拡幅・掘削、橋梁新設・建設により
影響を受ける用地・所有状況の明確化 

・JICA 実施の社会アンケート調査の補足調査
の実施 

・現地での観察 
・場合によっては存在する差異を特定するた
め、代替地への移転及び補償に関するチュ
ニジアの手順と JICA ガイドラインの手順
の比較 

住居以外の構造物
の意志に反した喪
失あるいは破壊 

同上 同上 

農地、未収穫農作
物及び小低木植え
込み地の喪失 

・河川の拡幅・掘削、橋梁新設・建
設のための設計の確認 

・エル・マブトゥ盆地内の国有地の
境界確定 

 

・事業実施者による確認 
・関係諸機関である DGF（森林総局）と森林
管区（特にエル・マブトゥ放牧地に関して
ビゼルトの管区）、OTC（測量・用地台帳局）、
BIRH―水資源詳細調査局（DGRE―水資源
総局）との協議 

・用地区分、境界に関する地図等資料の収集 

生活手段、貧困、
脆弱性 

・周辺世帯の社会経済的特性の評価 
・脆弱な住民への影響リスク予防措
置 

・JICA 実施の社会アンケート調査の補足調査
の実施 

 

少数民族 

・エル・マブトゥ盆地内の遊牧民の
特徴付け（人数、出身地、移牧路
の周期、世帯の収入維持にとって
移牧路が持つ重要性）。 

・影響リスク評価 
・影響緩和措置 

・JICA 実施の社会アンケート調査の補足調査
の実施 

・関係諸機関であるマトゥール OEP（牧畜・
放牧局）、DGF（森林総局）と関係森林管区
（ビゼルト及びラス・ジェベル）、CTV―普
及機関（CRDA―地方農業開発事務局）との
協議 

地域経済／雇用 ・工事のための労働力ニーズの確認 ・事業実施者による確認・検討 

用地及び地域資源
の利用 

・地域資源利用状況及び本プロジェ
クトがもたらす影響リスクの評
価 

・JICA 実施の社会アンケート調査の補足調査
の実施 
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環境項目 調査理由及び達成すべき目標 調査手法 

水資源 

・周辺住民の給水状況及び本プロジ
ェクトがもたらす影響リスクの
評価 

・緩和措置 

・メジェルダ川から灌漑取水を行なっている
農業従事者への確認 

 

公共インフラ及び
社会事業 

・本プロジェクトの影響に敏感な共
同体組織の特定 

・諸機関へのアクセス状況の評価。 
・アクセスの継続性を保証し、交通
渋滞への影響を緩和するための
措置 

・JICA 実施の社会アンケート調査の補足 
・調査の実施現地での観察 

利益の分配、社会
的な公平性 

・周辺世帯の社会経済的特性の評価 
・本プロジェクトがもたらす恩恵の
不公平な分配リスクの予防措置 

・JICA 実施の社会アンケート調査の補足 

地域的な利害対立 
・周辺世帯の社会経済的特性の評価 
・本プロジェクトがもたらす恩恵の
不公平な分配リスクの予防措置 

・JICA 実施の社会アンケート調査の補足 

歴史・文化遺産 

・本プロジェクト地域における国家
レベル及び地域レベルの歴史・文
化遺産要素の特定 

・歴史的建造物の保護状況及び工事
中に考古学的発見があった場合
に取るべき手順の確認 

・遺産地区の損傷予防措置 

・関係諸機関である INP（国立遺産院）、遺産
開発・文化促進局、国土整備局と技師およ
び市町村長責任者との協議 

・本プロジェクト地域内の重要な遺産地区に
関して入手可能なデータの収集 

・河道計画の検討内容の確認 

景観 

・周辺住民及び当局にとっての・メ
ジェルダ川の景観の重要性に関
する評価 

・メジェルダ川の景観価値保全措置 

・関係諸機関である INP（国立遺産院）、遺産
開発・文化促進局、国土整備局、技師と市
町村長責任者及び APAL（海岸保全整備庁）
との協議 

・重要な景観地に関して入手可能なデータ 

ジェンダー及び 
子どもの権利 

・本プロジェクトによる女性及び子
どもの生活環境への影響リスク、
並びに本プロジェクト実施の結
果として生じる可能性のある男
女格差に対する予防措置の評価 

・本プロジェクトに関する意見につ
いて、女性の見解も考慮に入れる 

・JICA 実施の社会アンケート調査の補足 
・ステークホルダー協議による住民からの意
見聴取 

 
 

8.3.3 影響の評価の結果 

環境社会配慮調査評価結果を下表に示す。本事業の物理的環境、自然環境、社会環境への影響

について「工事前」および「工事中」に分けて記述した。また、考えられる緩和措置についても

説明した。影響が比較的大きいと考えられる項目についてはその詳細を記述した。本事業の地理

的構成要素は本章冒頭の図を参照。 
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表 8-21 環境社会への影響の評価結果 

影響項目 評価理由 
本事業の地理的構成要素 
Me El DL Ch Pt 

物理的環境と汚染 

大気汚染 
／粉塵 

工事中  
住宅地に近接する地点での工事を行う場合、トラックや建
設機械から排出される大気汚染物質およびトラック走行時
の埃による周辺民家への影響が考えられる。 
工事実施時の施工業者による管理が必要である。 

B- B- D B- B- 

水質汚染 

工事中 
通常は発生しないが、重機等の偶発的なエンジンオイル漏
れ等が水質汚濁源となる可能性があるため、機器等の適正
な維持管理が必要となる。また、高水敷での掘削・拡幅工
事により濁度が悪化しないような工事管理が必要となる。 

B- B- B- D D 

土壌汚染 

工事中  
メジェルダ川沿いの掘削・拡幅は、現在川沿いに堆積し農
地または住宅地として利用されている土砂を対象としてお
り、有害物質が含まれている可能性は低い。 
本事業は土壌汚染の原因にはならないが、汚染された土壌
を偶発的に掘削し、別の場所へ運搬することにより影響を
及ぼす可能性がある。 
埋められている古いゴミ、または以前使用されていたメジ
ェルダ川沿いの小規模危険物処理場を掘削する可能性を除
外することはできない。 
掘削・拡幅工事にあたってこれらの汚染土壌が確認され

た場合には、処分場へ撤去し適切に処理する。また、汚染
土は築堤材料として使用しない。 

B- B- D B- B- 

廃棄物 

工事中 
大量の掘削残土が発生する。 
「土壌汚染」で記述したように、河床沿いの掘削土が有害
物質を含んでいる可能性が低いことから、掘削土は築堤材
料等として、再利用することが可能であると考えられ、仮
に余剰残土が出る場合には、土捨て場に搬入し、確実に処
理する。 
タマリクスの伐採と開墾によって、有効利用が難しい大量
の植物性廃棄物が生じる。これらの廃棄物については、適
切な処理を行い、その再利用についての検討、実施を行う。 
エル・マブトゥ湿地の築堤建設予定地点付近に確認され

ている動物皮の違法廃棄場について、この廃棄場が皮革産
業廃棄物に関するものである場合は、危険廃棄物規定（危
険廃棄物一覧を定める 2000 年 10 月 10 日付政令 2000−2339
の一覧、分類 0602）に沿って処理する必要が生じる。工事
実施前に工事範囲と廃棄物投棄範囲の確認を行い、仮に工
事範囲にかかる場合には、処分場へ搬入し、適切に処理す
る。これらの処置により環境への影響を最小限にとどめる
ことは可能である。 

B- B- D B- B- 

騒音 

工事中  
住宅地に近接する地点での工事を行う場合、トラックや建
設機械からの騒音による周辺民家への影響が考えられる。 
工事用トラックの移動ルートの検討、施工時に騒音の定期
的なモニタリングを行い、設定した環境基準を満足してい
ることを確認する必要がある。 

B- B- D B- B- 

地形、地質 
工事中 
河川構造物、特に河道拡幅・掘削は地形の改変を伴う。斜面
勾配、景観ついて設計面で配慮する必要がある。  

B- B- D B- B- 
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影響項目 評価理由 
本事業の地理的構成要素 
Me El DL Ch Pt 

水象 

工事中  
本事業は、メジェルダ川沿いの高水敷での掘削・拡幅工事が
主体であり、河床部である低水路には工事が及ばないことか
らその影響は小さいものと判断される。 

B- B- D B- B- 

供用後 
本事業の実施により、雨期に洪水が減少することから周辺
住民に対しては洪水による影響が小さくなるという正の影
響がでる。 
氾濫による周辺農地への土砂の運搬・堆積の頻度は減少す
るものの、計画規模を超える洪水氾濫は発生するため、周
辺農地への土砂供給が途絶えることはない。 
 なお、本事業では、掘削・拡幅区間の護岸は特に行わな
い。そのため、河道内での土砂の浸食・運搬・堆積は事業
実施前と同様に行われることから、河川による土砂運搬へ
の影響はない。 

B- B- D B- B- 

土壌の安定
性と侵食の
リスク 

工事中  
建設工事期間中、一時的に斜面土壌の侵食リスクが増大す
ることが想定される。 
適切な法面勾配による表層侵食の防止などの配慮が必要で
ある。また、施工時シルトトラップなどにより、侵食され
た土砂の流出を低減する等の措置が必要である。 
施工業者による管理が必要である。 

B- B- D B- B- 

供用後  
設計面で適切な法面勾配、植生による表層侵食の防止など
の配慮が必要である。 
定期的なモニタリングと維持管理が必要である。 

B- B- D B- B- 

自然環境とリスク 

自然生息環
境、生物学
的に重要な

区域 

工事中  
本事業は、高水敷の掘削・拡幅工事が主体であり、低水路に

工事が及ばないことおよび一定量の樹木を残すことから、水

生生物の生息域、鳥類の生息域に大きな影響は与えないもの

と考えられる。ラムサール条約登録湿地への影響について

は、デルタ橋から下流側のメジェルダ川河口部では河道改修

工事は行わないために直接的な影響はない。また、事業実施

前後のラムサール条約登録湿地付近の氾濫範囲について氾

濫解析の結果、実施前後で顕著な差がないことが判明してい

る。上流域での掘削・拡幅工事では水中掘削は行わので濁水

は発生しない。したがって条約登録地点湿地への影響もほと

んどないものと考えられる。 

エル・マブトゥ湿地は、工事範囲が限定的であり、冠水頻度

も従来と変わらないため、自然生息環境への大きな影響は考

えられない。 

以上より、本事業による自然生息環境、生物学的に重要な区

域への影響は最小限であると考えられる。 

B- B- B- D D 
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影響項目 評価理由 
本事業の地理的構成要素 
Me El DL Ch Pt 

保護種生物
多様性 

工事中  
メジェルダ川には生息する 2 種（ヨーロッパウナギと地中海
キリフィッシュ（Aphanius fasciatus））の貴重種への影響およ
びヨーロッパウナギへの影響については、本事業による掘
削・拡幅が高水敷に限られ、ヨーロッパウナギ等の魚類の生
息域である低水路（河床部）での工事は実施しないことから、
影響は小さいものと判断される。また、低水路における鳥類
の餌場への影響も最小限であると考えられる。 
木陰に生息する鳥類への影響は、鳥類の生息場となる川沿い
の樹木を一定量確保することによりその影響が最小限であ
ると考えられる。 

B- D D D D 

供用時 
工事終了後に河岸の植物被覆を永続的に維持することで、メ
ジェルダ川沿いの動植物相の生物多様性、特に鳥相の発展に
寄与することができる。供用後の維持管理の継続は、自然環
境の維持の上でも重要である。 
ラムサール条約登録湿地への影響については、事業実施前後

のラムサール条約登録湿地付近の氾濫範囲について氾濫解

析の結果、実施前後で顕著な差がなく、湿地における生物多

様性への影響はないものと考えられる。  

B+ D D D D 

洪水の 
おそれ 

工事前 
洪水抑制を目的とする構造物の設計は、10 年に 1 度の降雨
による洪水リスクに基づく。この構造物により洪水発生想定
区域にある住居、構造物、インフラ、及び作物を守ることが
できる。本事業による恩恵は、洪水の被害が大きかったテブ
ルバ、エル・バタン、ジュデイダ、ウェド・エリルの各セク
ター、及び世帯の大半が洪水による生計の損失が大きかった
と回答したカラート・アンダルース地区、エル・バタン地区、
ウティク地区にとって特に重要になる。橋梁の改修により、
洪水の際にも通行は可能となる。 

A+ A+ D A+ A+ 

供用時 
木本種の増殖や沈泥を避けるために、河床の維持管理を行う
ことは、河川整備事業の効果を長期的に維持するために不可
欠である。河岸緑化のためには、植物被覆の追跡・維持管理
方法を策定しなければならない。維持管理作業に適切な木本
種を選択・植樹する必要がある。 

B+ D D D D 

社会環境 

住民の非自
発的住民移

転 

工事前 
現在、本事業によるメジェルダ川の拡幅により移転が必要な
家屋は１軒と考えられる。最終的な計画に基づく移転家屋等
の確認を本調査内で実施する予定であるが、大規模な移転は
伴わない。 
補償対象の、用地・固定、施設所有者／占有者の生計維持に
関わる全ての構造物に対し、国有財産省が定める補償金額が
支払われる。元の住居の価値が低いために補償金が少額の場
合、県は代替地への移転支援のための補助金を提供するが、
提供された代替地での建設工事責任者は移転者自身となる。 
補償金額は土地所有法及び JICA 環境社会配慮ガイドライン
（2010 年 4 月公布）に準拠し、場合により対象者の生計手
段の喪失を考慮に入れた金額とする。 

B- D D D D 
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影響項目 評価理由 
本事業の地理的構成要素 
Me El DL Ch Pt 

住居以外の
構造物の破
壊または非
自発的住民

移転 

工事前 
本事業用地に民間の施設が複数存在する。倉庫や道具置き
場、家畜小屋、廃屋、河川からの揚水機材の保管施設、ポン
プ作動用電気設備の保護施設などである。 
上述のように、本事業用地に位置する住居以外の構造物の
数、及び種類については今後、本調査内で実施する予定であ
るが、大規模な喪失あるいは破壊は発生しない。 
補償対象の、用地・固定施設・植栽地等、所有者／占有者の
生計維持に関わる全ての構造物に対し、国有財産省が定める
補償金額が支払われる。補償金が少額の場合、県は代替地へ
の移転支援のための補助金を提供するが、提供された代替地
での建設工事責任者は移転者自身となる。土地に基づき生計
を立てている住民については、金銭のみの補償よりも土地ベ
ースの補償を優先させる。補償金額は土地所有法及び JICA
環境社会配慮ガイドライン（2010 年 4 月公布）に準拠し、
場合により対象者の生計手段の喪失を考慮に入れた金額と
する。 

B- D D D D 

栽培中の作
物と植樹林 

工事前 
本事業用地における用地取得は、栽培中の作物、果樹、森林
樹木の損失を招く。しかし、関連する世帯数や予想される収
入損失から見ると影響は重大ではない。一方、ジュデイダと
エル・バタンの都市部では現金収入の減少が生活に及ぼす影
響は農村部に比べて大きいと思われる。所有者や占有者は用
地取得・用地財産補償手続きにより、補償を受ける。  

B- B- D B- B- 

用地利用 

工事前 
特に影響を与えることはない。  D D D D D 

工事中  
橋梁の改修は、これらの構造物が既に存在しているため、用
地利用状況に影響を与えることはない。  
しかしながら、橋梁のかさ上げの場合、取り付け道路の盛土
も必要となり、現在の道路幅より広い道路用地が必要とな
る。それに伴って新たな用地取得、用地利用の変更が必要と
なる。ただし、盛土区間の用地面積は橋梁１地点について＊
＊m2 程度であることから、用地利用に重大な影響は与えな
い。 
用地利用の変更にあたっては、補償対象の、用地・固定施設・
植栽地等、所有者／占有者の生計維持に関わる全ての構造物
に対し、国有財産省が定める補償金額が支払われる。土地に
基づき生計を立てている住民については、金銭のみの補償よ
りも土地ベースの補償を優先させる。補償金額は土地所有法
及び JICA 環境社会配慮ガイドライン(2010 年 4 月公布)に準
拠し、場合により対象者の生計手段の喪失を考慮に入れた金
額とする。 

B- B- D D B- 

供用時 
エル・マブトゥ遊水地は、それが稼働するような洪水頻度は
小さく、かつ、遊水地が湛水する期間も数日～十数日である
ことから遊水地内での用地利用に対する影響は小さい。 

B- B- B- B- B- 
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影響項目 評価理由 
本事業の地理的構成要素 
Me El DL Ch Pt 

水資源 

工事中  
メジェルダ川はカラート・アンダルース、シディ・タベト、
テブルバ、エル・バタンの各地区における個別灌漑の主要水
源となっている。個別灌漑への影響、評価については下の「現
地資源」に記述している。 
メジェルダ川工事区間の住民は、公共ないしは民間の供給

網により飲料水の供給を受けていることから、工事に伴う水
資源への影響はない。 
工事における水中掘削あるいはせき止めはないので、水質

の変化は予見されず、灌漑、飲料共に影響は受けない。 

B- D D D D 

供用時 
沿岸住民は公共または民間の供給網により飲料水の供給を
受けている。本事業はこれらの水供給状況に影響を及ぼさな
い。  

D D D D D 

現地資源/
地域資源 

工事中 
メジェルダ川沿いのコミュニティ住民は木材収集、漁業、狩
猟をほとんど行わない。メジェルダ川の水だけが現地の天然
資源/地域資源として価値を有している。 
現地資源としては、このメジェルダ川の河川水が灌漑に利用
されている。これらの水利用にあたっては、メジェルダ川の
河川敷に直に小型のポンプを設置したり、小さなポンプ小屋
内に小型ポンプを設置した小規模な施設による利用に限ら
れる。これらの施設に工事区間がかかる場合には、施設所有
者と協議し、ポンプおよび取水ホース等を一時的に移動し、
灌漑取水に支障が起きないように配慮する必要がある。 
また、本事業の実施は止水構造物を含まず、河川沿いの掘

削も高水敷のみであり、低水路（河床部）は工事前後で変化
がないことから、現地資源の利用に大きな影響はない。 

B- D D D D 

供用時 
エル・マブトゥ遊水地は、それが稼働するような洪水頻度は
小さく、かつ、遊水地が湛水する期間も数日～十数日である
ことから遊水地内での活動に対する影響は小さい。 

D D D D D 

現地経済／
雇用・生計 

工事中  
プロジェクト実施により、工事期間中、現地住民に日雇いレ
ベルでの労働の機会を提供することができる。地元労働力の
雇用が優遇されるべきである。  

B+ B+ D B+ B+ 

供用時 
河岸の維持管理として植物被覆の伐採作業について、現地住
民に雇用の機会を作り出す。  

B+ B+ D B+ B+ 

貧困、 
脆弱性 

供用時 
収入水準に関する調査結果によると、ジュデイダ地区、シデ
ィ・タベト地区、エル・バタン地区に貧困住民や立場の弱い
住民の割合が多い。不動産に対する影響が農業生計に及ぼす
影響はこれらの世帯にとって重大となる。補償手続きによ
り、この影響を抑えることができる。 
一方、本事業は最も影響を受けやすい世帯の洪水による被害
を軽減する。世帯の大半が、洪水により住居や財産に受けた
被害が非常に重大であったジュデイダ、エル・バタンセクタ
ーの世帯にはこの効果は大きく影響する。全体的に、本事業
は最も貧しい世帯に好影響を及ぼす。  

B+ D D D D 
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影響項目 評価理由 
本事業の地理的構成要素 
Me El DL Ch Pt 

地域的な利
害対立 

工事前 
地元の利害衝突は用地に関する苦情に関するものであると

思われる。用地計画上では調査世帯の約半数が、用地権利書

を有さない所有者であるか、占有者である。そのため、用地

取得手続き中に補償額の多寡等について人々の間で対立が

生じると予測される。  

B- B- D B- C 

利益配分、
公平性 

工事前 
社会経済的公正の原則には悪影響を及ぼさない。本事業の土
地収用における財産の公平な補償システムによって、不公平
な悪影響は緩和される。 

D D D D D 

少数民族 

工事前 
季節移動する人々によるエル・マブトゥの自由通過権の利用
条件に関しては、EIA でこれら人々の特性（季節移動する家
畜頭数、出身地、通過の周期、家族収入を維持するための通
過の重要性）を考慮する必要がある。 

D D D D D 

ジェンダー
と子供の権

利 

工事中・供用時 
灌漑用水の取水や農作業は主に男性の仕事である。本事業が
性の平等や子供たちの権利について悪い結果をもたらすこ
とはないと考えられる。 

D D D D D 

学校、医療
サービス、
その他の社
会福祉サー
ビスへのア
クセス 

工事前 
工事中 
河道拡幅・掘削工事、橋梁改修は、その工事期間中に道路交
通に影響を及ぼす可能性がある。 B- D D D D 

交通渋滞、
交通事故 

工事中  
河道拡幅・掘削工事、橋梁改修は、その工事期間中に道路交
通に影響を及ぼす可能性がある。それに伴い学校、保健機関
及び他の社会事業へのアクセスに影響が生じる。 
掘削残土の運搬により、交通の混乱が生じるおそれがある。
横断区域が幹線道路や居住区域である場合は、影響が非常に
重大となる可能性がある。影響調査ではこれらの可能性を明
確にする。  

B- B- D B- B- 

歴史・文化
遺産 

工事前・工事中 
歴史的保護建造物であるエル・バタン堰橋、ジュデイダ旧橋
については、これらに影響が及ばないような河道計画が策定
されていることから影響はない。 

D D D D D 

景観 

工事中 
河岸のタマリクス伐採による緑地帯の損失によりメジェル
ダ側沿いの景観が変化する。しかしながら、この影響は管理
用道路沿いの緑化などによって低減させることができる。 

B- D D D D 

出典： JICA 調査団, 2011年 
本事業コンポーネント： 
Me : メジェルダ川（ラルーシアダム～デルタ橋の間のメジェルダ川沿いで、本事業により河川沿いに掘削・拡幅

が行われる範囲を示す。下図参照） 
El : エル・マブトゥ湿地 
DL：デルタ橋～メジェルダ川三角州区間 
Ch : 導水路・放水路 
Pt: 橋 
影響の分類： 
A+/- : 重要な好影響や悪影響 
B+/- : 重要でない好影響や悪影響 
C+/- : 未確認の影響の範囲（補足調査要）D :     影響無し 
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 (2)  影響が比較的大きいと考えられる項目 

1) メジェルダ川水生生息環境への影響 

河床の通水断面確保工事、及び築堤工事により自然景観が変化することから、低水路の水生生

息環境に悪影響を及ぼすと考えられるが、本事業では、以下の措置によりヨーロッパウナギ、こ

れを含めた水生生息環境への影響、低水路を餌場とする鳥類への影響は最小限にとどめることが

可能である考える。 

 高水敷の掘削および拡幅のみを実施し低水路での工事を行わない。 

 濁水を発生させるような河川水路（低水路）の掘削をしない。 

 

2) 湿地への影響 

エル・マブトゥ湿地の遊水地としての利用は、鳥類の群生に必要な物理的・生物学的環境を悪

化させる要因にはならないと考えられる。エル・マブトゥ湿地の洪水期間は短いため、結果的に

はその影響は従来と変わらないことが予想される。  
一方、ラムサール条約によって指定された湿地下流部分ではメジェルダ川沿いの掘削・拡幅工事は実

施されないため、直接的な影響は発生しない。ラムサール条約湿地における氾濫解析の結果による氾

濫範囲を現河道については図4-32～4-36、計画河道については図4-37～4-41においてそれぞれ1/5、1/10、

1/20、1/50、1/100について示している。これらの図において現況河道と計画河道に対する確率年発生洪

水による氾濫範囲を比較すると顕著な差が認められない。また、事業実施前および事業実施後で洪水

頻度は変わらない。メジェルダ川湿地登録範囲の上流域での掘削・拡幅工事では水中工事は行わない

ので濁水は発生せず、湿地への影響もほとんどないものと判断される。これらのことから、事業実施

によるラムサール条約湿地と生物相への影響はほとんどないといえる。 

 

3) 高水敷と堤防の植物被覆への影響  

河道の拡幅工事と築堤工事により、密集したタマリクスの被覆が消失し、川の自然景観は変化

する。一方、農業省や沿岸住民は、高水敷の森林被覆を否定的に捉えている。前者は洪水時に植

El 

ラルーシアダム 

デルタ橋 

Me : メジェルダ川 
この間で本事業により河川で掘削・拡

幅が行われる。 

Dl 

Ch 
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生が水流を妨げるからであり、後者はタマリクスの林産物としての用途がないためである。また、

農民は、イノシシがタマリクスの中に姿を隠しながら沿岸の作物に及ぼす被害について苦情を述

べており、タマリクスの伐採はイノシシ被害の軽減に効果があるとされている。 

 

4) 陸生動物種への影響 
タマリクス根絶が陸生動物種に与える影響は、隠れ場として利用するイノシシにとって重大である

が、イノシシ群に直接重大な影響を与えることは考えられない。さらに、イノシシは保護種ではない。 

一方、鳥類の生息場となっている川沿いの樹木は、これを一定量確保することにより鳥類への影

響を最小限にとどめることが可能である。また、鳥類の餌場である低水路沿いでの工事も実施さ

れないことから、餌場への影響も最小限にとどまると考えられる。 

 

5) 掘削残土の発生による影響 

本事業によるメジェルダ川沿い高水敷ぞいの掘削・拡幅により大量の掘削残土が発生する。こ

れらの掘削残土は、築堤材料等として再利用できるものは優先的かつ有効に活用し、余剰残土に

ついては、土捨て場へ確実に運搬し処理する必要がある。 

工事中に河川の高水敷より掘削される土砂の概算量は約15,500,000m3であり、そのうち

1,000,000m3のみがメジェルダ川沿いの堤防建設に用いられる。ただし、表層30～50cm の掘削土は

盛土材に適用しないため残土2となる。残土14,500,000m3の最終処理と環境管理は重要な課題とな

る。 
メジェルダ川沿いの掘削・拡幅は、現在川沿いに堆積し農地または住宅地として利用されている土

砂を対象としており、有害物質が含まれている可能性は低い。したがってこれらの掘削の対象となる

地盤における土壌汚染の可能性は低い。有害物質を含まないため築堤材料として利用することが可能

である。 

残土処理により生じる影響として、再利用又は土捨場への運搬中に生じる交通の混乱可能性が

考えられる。横断区域が幹線道路や居住区域である場合は、影響がに重大となる恐れがある。掘

削残土の運搬が周辺住民に悪影響を与えることを予想し、環境管理計画としてルートの選定等、

具体的な措置を講じる必要がある。 

 

6) 植物性廃棄物の大量発生による影響 
河床工事中において、高水敷のタマリクス伐採作業により大量の植物性廃棄物が発生する。廃

棄物に関する1996年6月10日付法律第96-41第7条によると、「植物性廃棄物以外の廃棄物を野外で

焼却したり、燃料として使用したりすることは禁じられる。」とされている。植物性廃棄物はそ

の場で焼却することは最も日常的な除去方法であるが、煙による公害や温室効果ガスが発生する

こととなる。本事業が農村部で行われるため、公害としての影響は重大ではないが、資材再利用

を優先させるべきであり、このことにより温室効果ガスの排出を抑制することができる。 
 

                                                   
2法律第 96-41 の第 7 条によると、不活性廃棄物とは「採取場から採掘された、あるいは解体・建設・改修工事から発生する土

や自然岩からなる廃棄物で、主として鉱石の性質を持ち、危険物質や潜在的に有害なその他の要素により汚染されていないもの」

である。 

そのため、メジェルダ川の河床や堤防から採取された残土は、原則として不活性廃棄物として扱われなければならない。 
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7) 文化遺産への影響 
歴史的保護建造物であるエル・バタン堰橋、ジュデイダ旧橋については、これらに影響が及ばない

ような河道計画が策定されており、工事中においても影響が発生しない施工計画を策定していること

から影響はない。 

 

8.3.4 緩和策の検討 

(1) 緩和策の概要 

前出スコーピングおよび影響予測の結果に基づいて影響の緩和を目的とした環境管理計画の検

討結果を次表に示す。以下に主要項目に関する環境管理計画（影響緩和案）の概要を記述する。 

 

1) 水生生物種及び鳥類の保護措置 
メジェルダ川の水生生物種を保護するため、以下に述べる予防措置を講ずることが望ましい。 

① 木陰のある一帯を確保するために、並木を整備する。川の両岸のいずれか一方の岸辺にお

いて、一定の割合で、たとえば全長の 5％に相当する 3～5m 幅で km あたり 100m の区間を

保全対象とするなどの方法が考えられる。この措置により、河川の複数の区間において、

木陰によるの生物保護の物理的環境が確保される。 

② 掘削・拡幅工事は高水敷に限定されることより、うなぎ等の水性生物への影響は小さいも

のと予想される。 

③ DGBGTH は INSTM（チュニジア立海洋科学技術研究所）、INAT（チュニジア農業研究所）、

DGPA（農業省漁業養殖業総局）WWF3、および AAO(NGO 団体「野鳥の友」）4などの機

関・組織が必要に応じて影響調査へ貢献できるように調整する。 

 

2) タマリクス植生伐採による影響の緩和措置 
タマリクス伐採による影響の緩和措置として、高水敷と堤防の法面において侵食を抑制するた

めに代替植物による被覆を行う。このためには、植樹する適切な植物種を選定することが必要で

ある。また、一定量の樹木を確保し、鳥類などの生息場を確保する。 

 

3) 掘削残土の処理、有効利用の手順 

掘削残土の処理およびそれらの再利用には、次の条件が前提となる。 

① 残土は汚染されていない不活性廃棄物である。 

② 不活性廃棄物を処分するための特別廃棄場がある場合には、その廃棄場を使用することが

前提となるが、廃棄場がない場合には再利用を行うことが必要となる。1996年6月10日付法

律第96-41第29条には、廃棄物処理に当たっては再利用を検討しなければならないと定めら

れている。 

                                                   
3 World Wildlife Fumd 世界自然保護基金,。 

世界最大規模の自然環境団体である国際的 NGO。活動方針として「生物多様性を維持しつつエコロジカルフットプリオンと

を減らし、総じて地球一個分の暮らしを目標とする」を掲げている。 

4 Association ‘Les Amis Des Oiseaux’  

 鳥類保護を活動とするチュニジア国の環境 NGO。バードライフインターナショナル（前出注釈 5）のアフリカ 18 か国

のパートナーシップをもつ NGO の一つ。主に支援者の寄付金および国際機関や国際 NGOから調査等を委託されて活動を行

っている。 
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掘削された残土の処理・再利用の方法は次の選択肢から選ぶ必要がある。選択肢を優先順位の

高い順に示す。 

① 築堤材料として利用 

② 旧採石場への廃棄 

③ ジュベル・シャケール管理廃棄場の被覆資材として利用 

④ 他の土木事業への再利用 

⑤ 農地への散布 

 

本事業の掘削・拡幅対象はメジェルダ川沿いの現在農地、住宅地として利用されている区間を

対象としており、これらの土砂はメジェルダ川川岸の土砂が浸食、堆積したことにより形成され

たものであり、これらを掘削した土砂が有害物質を含んでいる可能性は低いものと考えられる。

しかしながら、適切に掘削残土の処理を行うために、今後チュニジア国が実施する EIA 調査等に

より掘削残土の対応について詳細に検討する必要がある。 

 

4) 植物性廃棄物の有効利用措置 

伐採されたタマリクスにより生じる植物性廃棄物の有効利用措置の可能性は以下のとおりであ

る。 

① 小枝の堆肥化 

② 木炭生産のための丸太の炭化 

③ 木材粒子生産のための木部粉砕  

4) その他の用途 

タマリクスからは質の良い堆肥は得られず、木炭は質が悪い。農村工学・水・森林国立研究所

（INRGREF）は、より熱発生量の多い、型で作られた木炭製品の可能性を提案したが、まだ実用

化されていない。その他の有効な用途は今のところ提案されていない。希望する業者にタマリク

スの丸太を無料で提供すれば、木炭として利用される可能性はある。 

一方、マスタープランに提案されている丸太と枝を、堤防護岸・根固め工に使用する方法は、

有効な利用方法であると考えられる。護岸・根固め工資材としての木材の利用にあたっての課題

として、以下の点があげられる。 

① 丸太には節がないものが望ましく、十分乾燥し、直径 10cm を上回らなければならない（森

林局の勧告）。また、地中に固定できるように、丸太の長さは約 1m 必要である。実際には、

メジェルダ川のタマリクス分枝状態により、節のないこの長さの丸太を入手することは難し

い。  

② チュニジアにはこの工法が実施された事例がないので、実証的な調査が必要である。 

 

5) 非管理廃棄場の掘削廃棄物管理 
河床工事中に発生すると考えられる非管理廃棄場の廃棄物は、認可された管理廃棄場に除去す

る必要がある。最も近隣にはジュベル・シャケール管理廃棄場（一般廃棄物）が存在する。危険

廃棄物に分類される産業廃棄物の場合（エル・マブトゥ湿地に近接する動物皮廃棄物など）は、

その運搬・除去は規定に従って実施されなければならない。工事中、新しい廃棄場の設置、また
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は古いごみ捨て場の掘削をする場合、建設業者の義務事項を競争入札書類と契約条項に明記する

ことが定められている。 

(2)緩和策に必要な費用 

緩和措置は通常の工事施工等及び行政活動として対応が可能であり、特別な予算を計上する必

要はない。緩和策として実施される環境モニタリングの個々の実施費用については、7.4 節、表

7-25 に示している。 

 

(3)本事業が環境に及ぼす悪影響の緩和案の要約 

本事業が環境に及ぼす悪影響の緩和案の根拠を示し、説明を加えた。これらを下表に示す。 
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表 8-22 環境管理計画 

分

類 
影響項目 

評価

結果 
提案される措置及び環境管理計画 関係機関 事業の段階 概要 

汚
染
対
策 

1 大気汚染／粉塵 B- 

輸送量を減らすために掘削土の地な
らしによる処分を優先 
土捨て場ないし再利用地点への輸送
時に積み荷の土及び廃棄物を密閉 
重機、トラック等の定期的・適切な点
検およびメンテナンスの実施 

実施に関しては工事会社 
管理に関しては ANPE（環境保護
庁） 
監視に関しては CRDA（地方農業
開発事務局）／DHER（水理地方
設備局） 

工事中 モニタリング（監視）の範
囲で行われるモニタリング
調査報告書の準備に関して
はコンサルタント担当 

2 水質汚濁 B- 

重機、トラック等の定期的・適切な点
検およびメンテナンスの実施 
エンジンオイルの収集と処理、ないし
は、オイルフェンス設置によるオイル
流出の防止 
シルトトラップ、掘削斜面の侵食保護
等による過度の土砂流入の防止措置 
コンクリート製構造物準備作業時に
自然濾過による汚水の事前処理 
水質汚濁を軽減するための施工方法
の検討 

実施に関しては工事会社。 
管理に関しては ANPE 
監視に関しては CRDA／DHER 

工事中 モニタリング（監視）の範
囲で行われるモニタリング
調査報告書の準備に関して
はコンサルタント担当 

3 土壌汚染 B- 

重機、トラック等の定期的・適切な点
検およびメンテナンスの実施 
エンジンオイルの収集と処理 
処理方法の決定に先立つ掘削土の分
析 
掘削工事時に偶発的に掘削した既存
廃棄物集積場の適切な処理・管理 

実施に関しては工事会社。 
調整及び決定に関しては
ANGED（国家廃棄物管理庁） 
管理に関しては ANPE 
監視に関しては CRDA／DHER 

工事中 モニタリング（監視）の範
囲で行われるモニタリング
調査報告書の準備に関して
はコンサルタント担当 

4 廃棄物 B- 

植物ごみ及び掘削と建設工事により
生じる不活性廃棄物の管理と適切な
処理と管理 
動物皮の不法投棄場の投棄範囲の確
認と必要に応じた適切な処理 

実施に関しては工事会社。 
調整及び決定に関しては
ANGED（国家廃棄物管理庁） 
管理に関しては ANPE 
監視に関しては CRDA／DHER 

工事中 モニタリング（監視）の範
囲で行われるモニタリング
調査報告書の準備に関して
はコンサルタント担当 

5 騒音 B- 
騒音の影響を受ける住宅地域の騒音
管理措置。管理基準および時間制限、
の設定とその遵守 

実施に関しては工事会社。 
管理に関しては ANPE 
監視に関しては CRDA／DHER 

工事中 モニタリング（監視）の範
囲で行われるモニタリング
調査報告書の準備に関して
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は、コンサルタント担当 

自
然
環
境 

6 自然生息地 B- 

乾季に渇水位より上での河川高水敷
掘削工事の施行 
低水敷沿いに樹木を植えた河岸ライ
ンの保全計画（河岸のいずれかの側
に、1km ごとに少なくとも 100m の区
間にわたり、すなわち全体で直線距離
にして 5％の区間にわたり日陰区域を
初期状態のまま残す） 
堰下部の河岸頂部及び高水敷斜面へ
の樹木あるいは草本植物の植栽 
河床の植生の世話 

実施に関しては工事会社。 
調整及び決定に関しては管理に
関しては ANPE 
監視に関しては CRDA／DHER
および森林管区 

工事中及び
供用時 

モニタリング（監視）の範
囲で行われるモニタリング
調査報告書の準備に関して
はコンサルタント担当 

7 生物多様性 B- 

河川高水敷掘削工事の施行 河川高水敷掘削の適切な施工に
関しては工事会社 
管理に関しては ANPE 
モニタリング（監視）に関しては
INAT（チュニジア立農業研究所）
及び INSTM（チュニジア立海洋
科学技術研究所）と連携し CRDA
／DHER 

工事前、工
事中及び供
用時 

ウナギの回遊経路や生息に
ついて EIA 調査により確認
する 
環境の変化に敏感な生物種
生息のモニタリング調査に
関しては INAT 及び INSTM
の助力を求める（着工前及
び竣工後） 
モニタリング（監視）の範
囲で行われるモニタリング
調査報告書の準備に関して
はコンサルタント担当 

8 地盤の安定性と侵
食リスク  B- 

堰下部の河岸頂部及び高水敷斜面へ
の樹木あるいは草本植物の植栽のよ
る斜面保護。 
河床の植生の管理 

実施に関しては工事会社 
管理に関しては ANPE 
モニタリング（監視）に関しては
CRDA／DHER と CRDA／CES
（水・土壌保全局）／森林管区 
 

工事中及び
供用時 

モニタリング（監視）の範
囲で行われるモニタリング
調査報告書の準備に関して
はコンサルタント担当 

社
会
環
境 

9 住民の非自発的住
民移転 B- 

JICA ガイドラインに準拠し、用地取
得・補償に関する法的手続の枠内での
補償・移転計画 

評価及び実施に関しては手続の
モニタリング調査責任機関であ
る DGBGTH（ダム・大規模水利
工事総局）の用地取得課と収用機
関及び地方委員会 
決定に関しては国有財産省 
移転支援手段のモニタリング（監

工事前及び
工事中 

住民移転計画の作成とそれ
に基づいた用地取得・補
償・移転の実施 
基本資料は用地取得に関す
る章に記述したモニタリン
グ調査カードである 
DGBGTH の用地取得課と収
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視）に関しては CRDA／DHER 
DGBGTH の責任下で行われる手
続前の準備に関しては意見公聴
会（ステークホルダー協議及び影
響調査の枠内での意見公聴会） 
ステークホルダー協議における
Omdas の代表性については、現
在再検討されている。意見聴取は
直接地域住民を対象とすること
が望ましい。 

用機関は、コンサルタント
の補佐を受けてモニタリン
グ調査を管理可能 

10 
住居以外の構造物
の意志に反した喪
失あるいは破壊 

C 
第 9 項目と同じ状況 第 9 項目と同じ状況 工事前及び

工事中 
第 9 項目と同じ状況 

11 
農地、未収穫農作
物及び小低木植え
込み地の喪失 

B- 
第 9 項目と同じ状況 第 9 項目と同じ状況 工事前及び

工事中 
第 9 項目と同じ状況 

12 生活手段、貧困、 
脆弱性 C 

生活手段に影響を及ぼす可能性があ
るのは用地取得条件であるため、第 9
項目と同じ状況 

第 9 項目と同じ状況 工事前及び
工事中 

第 9 項目と同じ状況 

13 少数民族 D 

洪水調節池の機能の最終的な技術設
計時に移牧民の要求を考慮 
洪水調節池の設計に移牧民の意見を
組み入れるために、意見公聴会（影響
調査の枠内での意見公聴会） 

影響調査の枠内では DGBGTH 
調整及びモニタリング（監視）に
関しては CRDA／DHER と森林
管区 
管理に関しては ANPE 

工事前及び
工事中 

影響調査の枠内での意見公
聴会は、エル・マブトゥに
移牧民がいる時期に合わせ
て実施 

14 水資源 B- 

影響を受けると考えられる灌漑揚水
施設の事前確認。 
工事中に対策の必要性が考えられる
場合には、工事に先立ちポンプ、用水
ホースなどを一時的に移設する。ま
た、場合によっては代替灌漑水の提供
も考慮する。 

実施に関しては工事会社。 
決定及びモニタリング（監視）に
関しては CRDA／DHER と
DGRE（水資源総局） 
管理に関しては CRDA/DGRE。 
 

工事中 環境影響評価調査によっ
て、認可を受けている揚水
件数を特定可能 

15 公共インフラ及び
社会事業 B- 

関係周辺住民の意見を組み入れるた
めの意見公聴会（ステークホルダー協
議、及び影響調査の枠内での意見公聴
会） 
 

実施に関しては工事会社。 
周辺住民及び警察との調整に関
しては DGBGTH と CRDA／
DHER  
決定及び管理に関しては設備省

工事前及び
工事中 
 

モニタリング（監視）の範
囲で行われるモニタリング
調査報告書の準備に関して
はコンサルタント担当 
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と内務省 
措置のモニタリング（監視）に関
しては CRDA/DHER 

16 地域的な利害対立 C 
地域的な利害対立を生じさせる可能
性があるのは用地取得条件であるた
め、第 9 項目と同じ状況 

第 9 項目と同じ状況 工事前及び
工事中 
 

第 9 項目と同じ状況 

17 利益の分配・社会
的な不公平 C     

18 歴史・文化遺産 D 

設計に当たって配慮 
施工時に損傷等が考えれれる地域で
の安全管理の徹底 
 

工事の適切な施工に関しては工
事会社。エル・バタン歴史的建造
物近くでの適正な工事施行に関
しては遺産院との連携 

工事中 
 

モニタリング（監視）の範
囲で行われるモニタリング
調査報告書の準備に関して
はコンサルタント担当 

19 景観 C 
設計での配慮を実施 実施に関しては工事会社 

調整及び決定に関しては DGF
（森林総局） 

工事前  
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8.4 環境管理およびモニタリング計画 

8.4.1 環境管理計画 

(1) 環境管理計画において考慮すべき項目 

環境モニタリング計画を含む環境管理計画は、チュニジアが事業実施承認のため実施する環境

影響評評価（EIA）報告書の中で検討される必要がある。 

EIA 報告書において検討すべき事項は以下の通りである。 

1) メジェルダ川河床掘削残土管理計画 

2) メジェルダ川水中生息環境保護計画 

3) メジェルダ川河岸植栽計画 

4) 代替地への住民移転・補償計画; 

5) 環境モニタリング計画 
 

1) メジェルダ川河床掘削残土管理計画において考慮すべき項目 

a) 掘削残土管理計画 

掘削残土管理計画では、本事業が同計画地域の物理環境、自然環境及び人的環境に及ぼす影響

を軽減し、容認可能なものとするために策定する目標、方法、活動及び責任を明らかにする。以

下の事項を目標とする。 

① できる限り掘削残土を再利用する。 

② 活用されない不活性廃棄物は、特別に整備されたサイト、原則として土捨て場で処分する。 

③ 交通の混乱及び交通事故のリスクを軽減するように、再利用地あるいは土捨て場への掘削

残土の輸送を管理する。 

掘削土を再利用する場合、資材と利用方法との適合は ANGED（国家廃棄物管理庁）および ANPE

（環境保護庁）、もしくは建設工事で埋立が行われる場合には、プロジェクト責任者との連携で

基準を設け、それに基づいて確認される必要がある。再利用される資材もしくは廃棄される資材

が無機廃棄物の分類に適合しない場合、ANGED と適切な廃棄方法を決定し、廃棄物のカテゴリ

ーと環境担当省が承認する業者による廃棄物運搬廃棄方法を定める必要がある。 

 

b) 再生利用地 

掘削残土管理計画では、再生利用あるいは処分の手順を提案する。事業地域内、あるいは同地

域の近くで掘削残土を受け入れる可能性のある関係者と協議を持ち、それによって再利用の可能

性を明らかにした。協議の要約を下表に示した。これらの工事のほとんどは2013年に終了するた

め、本事業で発生する残土処理の対象とはならない。したがって本事業開始後、残土再利用につ

いては、再度関係機関との協議を行う必要がある。 

 

c) 土捨て場 
残土処理（土捨て場）の方法として旧採石場の利用を検討する。旧採石場とは採石場開発を規

制する1989年2月22日の法律第89-20号以前に閉鎖された後、再開発されていない採石場が該当す

る。 

DGBGTH への聞き込みの結果、国有の旧採石場の中から本事業の残土処理場所の可能性がある
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旧採石場として以下の3か所が挙げられた。 

1) アリアナ・ナリ 

2) マヤナ（マヌーバ県） 

3) ジェベル・トゥルキ（アリアナ県） 

 

d) 環境省の再開発計画と協同した処分 

環境省は、「採石場の活用と再開発に関する環境調査／第1期―採石場が環境計画に及ぼす影響

の分析と評価」において、国内採石場100ヵ所の再開発調査を計画した。同調査は、マヌーバ県、

アリアナ県、大チュニス圏、及びビゼルト県を含む12県を対象としている。本事業地域ではマヌ

ーバ県の数カ所の採石場、特にマヤナとケリディアの採石場が優先候補地となり得る。 
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表 8-23 掘削土再利用の可能性がある土木工事計画の検討 

計画担当機関 協議日 
協議を持った 

人物の身分 
計画の名称と位置 面積(ha) 

必要な盛土

材料量 
予定工期 

再利用の 

可能性 

AFH／用地住宅局 2011/5/12 調査・計画局長 ザナ（ウティカ県）と高

速道路の間の地区 
400 - - 不明 

AFH アリアナ地方局 2011/6/9 地方局長 アグバ（マヌーバ県）の

チュニス庭園 
300 0 2012 年夏 無し 

STEG／チュニジア 
電力ガス公社 

2011/6/9 調整・生産部長、 
技術局長 

カラート・エル・アンダ

ルース 
88 1,320,000 2012 年末 無し 

AFI／工業用地局 2011/6/13 用地問題局長、 
現場次長、調査次長 

ウティカ工業地区 50 - 2011 年 6 月 無し 

ウティカ・エジデダ - - 2012～ 
2016 年 不明 

ジャーファル・ 
ラウエド 

53 53,000 2012 年 6 月 無し 

SEPTS／チュニス・ 
シュッド調査・開発社 

2011/6/16 総局長、技術局長 チュニス・シュッド湖 127（実質的

には50） 
750,000 2013 年 有り 

チュニス湾計画会社 2011/6/20 総局長補佐 
カラート・アンダルース

とラウエドの間のファイ

ナンシャルポート 
520 - - 有り 
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2) メジェルダ川の水中生息環境保護・回復計画において考慮すべき項目 

メジェルダ川の水中生息環境保護・回復計画では、メジェルダ川の自然環境への本事業の影響を

最小限に止める必要がある。 

これらの保護・回復計画は以下のとおりである。 

1) 本事業によるメジェルダ川沿いの掘削・拡幅は、高水敷のみで実施しされ、低水路（河床部）

には工事が及ばないため、川に生息または回遊するヨーロッパウナギやその他魚類への影響は最

小限にとどめる。 

2) 川沿いの樹木を生息場とする鳥類に対しては、3)で記述するように樹木を一定量確保するこ

とにより、メジェルダ川高水敷の林の喪失を保管することにより、その影響を最小限にとどめる。 

 

3) メジェルダ川河岸植栽計画において考慮すべき項目 
メジェルダ川河岸植栽計画では、本事業がメジェルダ川の自然環境に及ぼす影響を軽減するた

め、以下の点について目標、方法、活動及び責任を明らかにする。 

1) 川沿いの樹木を一定量確保しすることにより、河岸沿いのメジェルダ川高水敷の林の喪失

を補完する。この補完は、自然景観と同時に生物学的な側面（潜在的な生物学的回廊＝コリ

ドー及び動物の避難・退避場）にも配慮したものである。 

2) 河岸の最も高い部分に代替の植生を作り、直線的な自然生息環境の構成を促す。 

3) 適合した樹木種の植え付けによって土壌を固定し、河岸の侵食リスクを抑える。 

4) 植樹の時期と作業、並びに DGF あるいは森林管区への苗木の依頼を正確に計画する。 

5) 河床の植生を長期的に維持するための責任と手段を明確に定める。 

既存調査では、DGF、及び森林管区との協議によって、最も適合すると思われる樹木種を明ら

かにしている。堤防の反対側及び修復した斜面の上部に植える樹木として以下の樹種が提案され

た。 

 アカシア、特に Acacia cyclops（レッドアイドワトル）、Acacia aurida 

 キョウチクトウ 

 ケーパー 

 ニセアカシア（Robinia pseudoacacia） 

河床の低い部分に植える草本植物に関して、参考までに以下に示す。 

 ハマミズナ（Sesuvium portulacastrum） 

 Atriples（アトリプレックス＝アカザ科） 

 

4) 代替地への住民移転・補償計画 

 プロジェクト実施による非自発的住民移転および用地取得の状況は、第 8 章 用地取得・住民

移転において詳述している。また、住民移転と土地についての補償などに関する住民移転・補償

計画は、そのモニタリング計画を含めてチュニジア側による「住民移転計画」として作成される

必要がある。更に、策定された計画に基づいて移転・補償およびモニタリングが実施される必要

がある。 

 本報告書では、チュニジア側が円滑な用地取得・住民移転を実施するために作成する「住民移

転計画」の参考として第 8 章において「簡易住民移転計画（案）」を作成している。 
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8.4.2 環境モニタリング計画 

(1) 環境監視計画（モニタリング）において考慮すべき項目 

環境モニタリング調査計画は、工事前の設計段階（モニタリング計画の策定段階）、工事中お

よび供用後の監視活動（モニタリング）を含めて計画する必要がある。 

1）工事前（モニタリング） 
本事業の環境管理は、適切な管理計画を基本とする。掘削残土管理計画の策定にあたっては、

掘削残土処分場に関して関係土木工事計画責任者、採石場・爆薬局及び国有財産省との協力が必

要となる。採石場再開発計画と連携した残土処理に関しては、環境省との協力が必要となる。処

分場の選定を含むため、工事前のモニタリング調査が必要である。 

2) 工事中（管理とモニタリング） 

建設業者の契約、あるいは本事業の環境管理計画に盛り込まれている環境管理は DGBGTH の責

任であり、同局は管理活動の結果を ANPE に報告する。工事期間中の重要な管理作業を以下に列

挙する。 

1) 法規に準拠した、廃棄物集積場の掘削廃棄物及び現場の廃棄物や危険物質の処分 

2) 工事中、交通の流れを乱すことなく、メジェルダ川に架かる橋梁を改修あるいは建設 

3) メジェルダ川からの取水を認可された農業従事者への対応と代替灌漑水の供給 

4) 管理活動は特に現場環境管理の側面を対象とした以下の項目について実施 

① 掘削土砂の輸送、有効利用、及び処分の実施状況 

② 水中生息地の保全あるいは回復のための措置の実施状況 

③ 河岸植栽計画の実施状況 

5) 工事で使用する重機、資材・土砂運搬用のダンプトラック等の定期的な点検とメンテナンス 

6) 施工時におけるメジェルダ川最下流部のラムサール条約登録地での水質（特に濁度）の監視 

 

3) 事業実施段階の監視活動（モニタリング） 

事業実施段階における本事業用地の環境状況のモニタリングは、目視検査、あるいは初期状態

との比較するための分析用サンプル採取に基づいて行われる。本事業で優先的にモニタリングを

実施する項目として以下の点が挙げられる。 

1) 生物種の存在（魚類、両生類、軟体動物及び鳥類） 

2) 高水敷、及び河岸の植物被覆の状態 

3) 河岸の侵食、あるいは堆積現象の目視観察 

4) 人間の活動（耕作地、建物）による高水敷、あるいは河岸の占有に関する目視観察 
事業実施段階のモニタリングにおいて初期状態と比較して問題を確認した場合、DGBGTH は修正措

置を講じる。EIA で提案されている措置、及び環境管理計画の実施に関して ANPE の確認を受けるた

め、モニタリング報告書を同庁に提出する。 

環境モニタリング計画を以下に示す。また、表7-25には環境および水質の関するモニタリングフォ

ームと基準値を示す。同表中には、数値的な参照基準があるもについてはその参照基準値を示し

ており、実施費用について既存報告書による参考価格を示す。 



チュニジア国メジェルダ川に係る気候変動影響を考慮した統合流域管理・洪水対策検討調査 

八千代エンジニヤリング(株) 

 

ファイナル・レポート 

8-68 

表 8-24 環境モニタリング計画 

分
類 環境項目 パラメータ モニタリング 

手法と頻度 実施場所 実施機関 

汚
染
対
策 

1 大気汚染 
／粉塵 

PM-10 手法： 
大気質調査：粉塵の検査・分析 
頻度： 
月に１回 

工事現場周辺 
公共移設周辺 

検査・分析はコンサルタン
トが実施 
DGBGTH が結果を取りま
とめ ANPE へ報告 

2 水質汚濁 

水質分析： 
懸濁物質 
濁度 
生物化学的酸素要求量（BOD） 
化学的酸素要求量（COD） 
目視観察： 
シルトトラップなどの設置状況 
現場におけるエンジンオイル管理状況（保
管、収集、偶発的な漏れ） 
メンテナンス記録： 
重機およびダンプトラックなどの点検・メン
テナンスの実施とその記録 

手法： 
水質分析 
目視観察 
メンテナンス記録の確認 
頻度： 
月に１回 

水質に関しては工
事区間の下流側に
1ヵ所、及び上流側
に対照サイト1ヵ
所 

検査・分析はコンサルタン
ト 
メンテナンス記録、設置状
況は施工業者が実施し、定
期的に DGBGTH へ報告 
DGBGTH が結果を取りま
とめ ANPE へ報告 

3 土壌汚染 

目視観察： 
現場における偶発的なエンジンオイル漏れ

などの目視監視 
メンテナンス記録の確認： 
日常点検による重機およびダンプトラック

などの点検・メンテナンスの実施記録の確認 
運搬記録の確認： 
汚染土壌があった場合の処分場への運搬

記録 

手法： 
目視観察 
メンテナンス記録の確認 
運搬記録の確認 
頻度： 
日常的なモニタリング 
 

車両の管理は、車
両基地 
エンジンオイルの
管理に関しては現
場のサイト 
運搬記録に関して
は現地作成 

目視観察、記録は施工業者
が 実 施 し 、 定 期 的 に
DGBGTH へ報告 
必要に応じて DGBGTH が
施工現場へ赴き確認 
DGBGTH が結果を取りま
とめ必要に応じて ANPE
へ報告 

4 廃棄物 

廃棄物リストの確認： 
不活性ごみ（掘削土）、建設ごみ、植物ごみ、
及び工事用地に当初からあった廃棄物（廃棄
物の種類：法規により定められたリストに基
づき都市廃棄物、産業廃棄物、危険廃棄物）
の発生状況、量の計測記録、リストの確認 

手法： 
廃棄物リストの確認 
運搬記録の確認 
目視監視 
頻度： 
日常的なモニタリング 

掘削場所、及び構
造物建設用地 

目視観察、記録は施工業者
が 実 施 し 、 定 期 的 に
DGBGTH へ報告 
必要に応じて DGBGTH が
施工現場へ赴き確認 
DGBGTH が結果を取りま
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分
類 環境項目 パラメータ モニタリング 

手法と頻度 実施場所 実施機関 

運搬記録の確認： 
上記廃棄物の処分場への運搬リストの確認 
目視監視： 
掘削土の再利用状況の確認・監視 
余剰残土の処分状況の確認・監視 

とめ必要に応じて ANPE
へ報告 

5 騒音 

騒音計による騒音測定： 
騒音 
住宅、学校等公共施設の近傍で工事を実施す
る場合の騒音測定の実施による騒音基準の
順守 
作業時間の設定とその厳守 
夜間作業が必要な場合の騒音基準の順守 
苦情があった場合の適切な対応 

手法： 
騒音計による騒音測定 
頻度： 
週一回、作業時間を通して実施 
夜間作業が必要な場合、その都度 
 

住宅、学校等公共
施設の近傍 

騒音測定はコンサルタン
トが実施 
DGBGTH が結果を取りま
とめ ANPE へ報告 
苦情があった場合には、施
工業者が DGBGTH へ連絡
し、両者で対策を検討。 

自
然
環
境 

6. 自然生息地 

目視監視： 
高水敷工事による低水路（河床部）への工事
による影響のないことの監視 
高水敷での一定区間、一定量の樹木の確保の
状況の確認 

手法： 
目視監視 
頻度： 
日常的なモニタリング 
 

メジェルダ川事業
実施箇所 

目視監視は、施工業者が実
施し、定期的に DGBGTH
へ報告 
必要に応じて DGBGTH が
施工現場へ赴き確認 
DGBGTH が結果を取りま
とめ必要に応じて ANPE
へ報告 

7 生物多様性 

目視監視：6と同じ 
生息調査：メジェルダ川沿いに選定した数カ
所で生息する魚類を定期的に観察 

手法： 
目視監視 
生息調査 
頻度： 
目視監視は、6と同じ 
生息調査は、 
乾季期間中１回（乾季中期） 
雨期は、2回（乾季開始時、中期） 

メジェルダ川沿い INAT あるいは INSTM が
実施。 

社
会
環
境 

8 

住居以外の構
造物の意志に
反した喪失あ
るいは破壊 

現地調査： 
事業実施により影響を受けると考えられる
構造物の実態確認 
ヒアリング調査： 
用地取得・構造物喪失の補償に関して影響を

手法： 
現地調査 
ヒアリング調査 
頻度： 
現地調査は工事実施前 

本事業の実施によ
り影響が考えられ
る構造物地点 

現地調査およびヒアリン
グ調査はコンサルタント
が実施。 
コ ン サ ル タ ン ト は
DGBGTH に記録カードを
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分
類 環境項目 パラメータ モニタリング 

手法と頻度 実施場所 実施機関 

受ける住民等への聞き込み ヒアリング調査は、損失の補償時
に１回 

提出し、DGBGTH の収
用・補償課が確認。 

9 生活手段、 
貧困、脆弱性 

現地調査： 
本事業の実施による用地取得により生活手
段に影響が考えられる住民の実態確認 
ヒアリング調査： 
用地取得とその補償に関して影響を受ける
住民等への聞き込み 
住民移転計画・補償計画との乖離の確認 

手法： 
現地調査 
ヒアリング調査 
頻度： 
現地調査は工事実施前 
ヒアリング調査は、損失の補償時
に１回 

本事業による用地
取得により生活手
段に影響が出ると
考えられる地点 

現地調査およびヒアリン
グ調査はコンサルタント
が実施。 
コ ン サ ル タ ン ト は
DGBGTH に記録カードを
提出し、DGBGTH の収
用・補償課が確認。 

10 水資源 

現地調査： 
メジェルダ川水資源利用状況（河川水の灌漑
利用）の実態確認 
メジェルダ川の水の揚水許可証保有者の数、
ポンプ、ホースによる灌漑揚水状況の実態の
確認 
目視監視： 
ポンプ等の移転対象地点の確認： 
工事中のポンプ等施設移転状況、工事後の復
帰状況の確認 

手法： 
現地調査 
目視監視 
頻度： 
現地調査は、工事開始前に１回実
施 
目視監視は、灌漑揚水ポンプ、ホ
ースが必要な場合に実施 

メジェルダ川沿い 
灌漑揚水のための
ポンプ・ホースな
どの工事中の移転
が必要な地点 

目視監視は、施工業者が実
施し、定期的に DGBGTH
へ報告 
必要に応じて DGBGTH が
施工現場へ赴き確認 
 

11 公共インフラ
及び社会事業 

目視監視： 
交通渋滞の確認 
住民ヒアリング： 
交通渋滞等についての苦情 
 

手法： 
目視監視 
住民ヒアリング 
頻度： 
工事期間中一定の影響を受ける
と考えられる住宅・インフラにつ
いては半年に１回 
工事区間の対象となる時期だけ
影響を受けると考えられる住
宅・インフラについては工事区間
工事中に１回 

工事個所周辺、あ
るいは本事業によ
り生じる交通の影
響を受ける住宅地
域及びインフラ 

施工業者が実施し、定期的
に DGBGTH へ報告 
必要に応じて DGBGTH が
施工現場へ赴き確認 

注：表 7-25には数値的な参照基準があるもについてはその参照基準値を示しており、実施費用については既存報告書による参考価格を示している。 
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(2) 環境モニタリング基準 
1) チュニジアにおける環境および水質基準 

ANPE によれば、チュニジアの環境管理基準は WHO ガイドラインあるいはヨーロッパ基準に

準じている。 
JICA 環境ガイドラインに記述されている「汚染指標」のうち、チュニジアで策定されている管

理基準について ANPE に確認した結果を下表に示した。 
チュニジアでは、大気に関する基準（NT106-04）、廃水に関する基準（NT106-02）、および廃

棄物に関する基準（NT-41-96）があり、現在 ANPE において水質（表流水・地下水）についての

基準が準備されている段階である。 
水質のうち濁度については、現況では、住民からの苦情により影響があった場合、それを軽減

するような対策がとられている。 
 

表 8-25 JICA ガイドラインに含まれる環境管理項目とチュニジアの既存指標の対比 

分 類 項 目 チュニジア内管理指標 

1. 汚染指標 

大気基準 ○ (NT-106-04) 
水質基準 表流水・地下水について現在準備中 
廃水 ○（NT-106-02） 
廃棄物 ○（NT-41-96） 
土壌汚染 × 
騒音・振動 × 
地盤沈下 × 
悪臭 × 
堆積物 × 

 
2) 参照すべき国際基準 
下表には、チュニジアの環境管理基準（暫定値）および国際基準を示している。一方、ANPE

との協議によると、事業実施に当たって実施される水質等のモニタリング指標については、基本

的には、「事業に先立って実施される EIA 調査時に水質、騒音、振動などについてのベースライ

ン調査を実施し、その結果に基づいて設定している。」とされている。国内管理指標のないこれ

らの項目については、EIA 調査において水質、騒音、振動に関するベースライン調査を実施し、

その結果と国際基準を参照して適切な管理値を設定することが必要となる。 
 
(3) チュニジア既存水質モニタリング観測地点・データの活用 
メジェルダ川流域には、下図に示す観測所において水質のモニタリングが実施されている。 
これらの観測所においては、水温、pH、電気伝導度、塩分濃度、BOD、COD および濁度など

の観測が年に一回実施されている。本事業実施に当たってのモニタリング基準値設定および工事

中の水質モニタリングにおいては、これら観測所のデータや観測施設を活用することが可能であ

る。 
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図 8-19 メジェルダ川流域における水質モニタリング観測所位置図 
 
8.4.3環境管理・環境モニタリングの実施責任機関・予算・財源 

(1)責任機関 
本事業における環境モニタリングの責任機関は、工事中においてはその工事の委託会社が責任

機関であり、運営時（供用後）は、事業の発注機関である農業省 ダム・大規模水理施設総局 
( DGBGTH / MA)が責任機関となる。 
 
(2) 環境管理・モニタリング実施のための予算および財源 
本事業における環境管理およびモニタリング実施のための財源は、発注注機関である農業省 ダ

ム・大規模水理施設総局 ( DGBGTH / MA)が確保する必要がある。また、実施のための予算につ

いて、個々のモニタリング項目について実施予算を明確にする必要がある。下表には現地コンサ

ルタントによる見積もりに基づいたモニタリング実施費用を示している。 
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表 8-26 環境および水質の関するモニタリングフォームと基準値及びモニタリング費用 

汚染対策 項目 測定 
平均値 

測定 
最大値 

チュニジア 
基準(1) 

国際基準（参照） 観測点、頻度、 
方法 

実施にかかる 
費用（TD/年） 国際基準名：基準 日 本 

大気質 浮遊粒子
状物質 

  Guide value 
PM-10 
年平均： 
40-60μg/m3 
24時間： 
120μg/m3 

WHO Guideline: 
PM2.5 :  
10μg/m3 annual mean 
25μg/m3 24-hour mean 
PM10 : 
20μg/m3 annual mean 
50μg/m3 24-hour mean 

SPM (PM10 より小さい)： 
1 時間値の一日平均： 
0.10mg/ m3 
一時間値：0.20mg/ m3 
PM2.5： 
一年平均値：15μg/m3 

 

工事現場周辺 
毎月 
粉塵の検査・分析 
（PM10） 

10,000TND 

水質 

MSE 
(SS) 
 

  50mg/l EHS Guideline for treated 
sanitary sewage 
discharges(IFC) 
50mg/l 

25mg/l 以下（河川）  14,000TND 

DBO5 
(BOD5) 

  6mg/l O2 EHS Guideline for treated 
sanitary sewage 
discharges(IFC) 
30mg/l(BOD) 

1mg/l 以下（河川）  

DCO 
(COD) 
 

  30mg/l O2 EHS Guideline for treated 
sanitary sewage 
discharges(IFC) 
125mg/l 

1mg/l 以下（湖沼）  

溶存酸素
(DO) 

  6mg/l O2 WHO：基準なし 
USEPA：基準なし 
EU：基準なし 

7.5mg/l 以下（河川）  

pH 
 

  6-9 WHO：基準なし 
USEPA：6.5-8.5 
EU：6.5-9.5 

6.5以上 8.5以下 
（河川） 

 

温度   24-25.5℃ WHO：基準なし 
USEPA：基準なし 
EU：基準なし 

なし  
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廃棄物 － 

 

－ 

NT-41-96 

－ － 

工事実施地点 
毎週 
プロジェクトか
らの廃棄物 

100,000TND 

騒音 騒音 
レベル 

  なし WHO Guideline : 
Residential, Institutional, 

Educational : 
Daytime(07 :00-22 :00) 
55dBA 
Nighttime(22 :00-07 :00) 
45dBA 
Indstrial, commercial 
Daytime(07 :00-22 :00) 
70dBA 
Nighttime(22 :00-07 :00) 

70dBA 

地域の
類型 

基準値 
昼間 夜間 

AA 50 デシベ
ル以下 

40 デシベ
ル以下 

A 及び
B 

55 デシベ
ル以下 

45 デシベ
ル以下 

C 60 デシベ
ル以下 

50 デシベ
ル以下 

（注） 
1 時間の区分は、昼間を 6 時
から 22 時までの間とし、夜間
を 22 時から翌日の 6 時までの
間とする。 
2 AA を当てはめる地域は、療
養施設、社会福祉施設等が集合
して設置される地域など特に
静穏を要する地域とする。 
3 A を当てはめる地域は、専
ら住居の用に供される地域と
する。 
4 B を当てはめる地域は、主と
して住居の用に供される地域
とする。 
5 C を当てはめる地域は、相当
数の住居と併せて商業、工業等
の用に供される地域とする。 

工事箇所近傍住
宅地、公共施設 
週一回、作業時間
を通して実施 
騒音計により音
響測定 

25,000TND 

注(1)： MSE, DBO5, DCO, DO,pH, 温度については ANPE が現在作成中の水質（表流水・地下水）に関する基準による暫定値
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8.5 総合評価 

8.5.1 JICAガイドラインによる環境カテゴリーおよび提言 

本事業の実施により自然環境に重大な影響を与えることは考えられない。また、社会的影響面

では、事業実施により大規模な住民移転は発生しない。また、環境面でも重大な影響をあたえる

ことはないと考えれ、以上のことから、本事業は JICA ガイドラインのよる環境カテゴリーは「B」
に区分されると判断される。 
一方、環境面ではその影響を最小限に留めるために、事業実施時（工事中）および供用時（工

事終了後）の環境管理計画および環境モニタリング計画を策定し、それに基づいた環境管理・モ

ニタリングを実施する必要がある。これらは、チュニジア側が実施する環境影響調査（EIA）報告

書において取りまとめられる必要がある。チュニジア国側が実施する環境影響調査の（EIA)TOR
作成にあたっては、本報告書での調査内容・結果および環境影響評価（EIA）報告書案が最大限に

活用される必要がある。 
 

8.5.2 影響の総合評価 

下表には、これまでの調査結果による、本事業実施による環境への影響評価結果の一覧（まと

め）を示している。 
 

表 8-27 本事業の環境影響評価一覧（まとめ） 

影響項目 
スコーピング時の影響評価 今回調査結果に基づく影響評価 
工事前・工事中 供用時 工事前・工事中 供用時 

物理的環境と汚染 
1 大気汚染／粉塵 B- D B- D 
2 水質汚濁 B- D B- D 
3 土壌汚染 B- D B- D 
4 廃棄物 B- D B- D 
5 騒音 B- D B- D 
6 地形及び地質 B- D B- D 
7 水象 D A+ B- D 
8 土壌の安定性と侵食リスク B- D B- B- 

自然環境とリスク 

9 自然生息環境、生物学的に重
要な区域 B- D D D 

10 保護種と生物多様性 B- D B- B+ 
11 洪水リスク D A+ A+ B+ 

社会環境 
12 住民の非自発的住民移転 B- D B- D 

13 住居以外の構造物の破壊又は
非自発的住民移転 B- D B- D 

14 栽培中の作物と植樹林の喪失 B- D B- D 
15 用地及び地域資源の利用 B- D B- D 
16 水資源 B- D B- D 
17 現地資源 B- D B- D 
18 地域経済／雇用・生計 B+ B+ B+ B+ 
19 貧困、脆弱性 C A+ D B+ 
20 地域的な利害対立 C D B- D 
21 利益分配、公平性 C A+ D D 
22 少数民族 D D D D 
23 ジェンダー及び子どもの権利 C B+ D D 
24 公共インフラ及び社会事業 B- D B- D 
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影響項目 
スコーピング時の影響評価 今回調査結果に基づく影響評価 
工事前・工事中 供用時 工事前・工事中 供用時 

25 交通渋滞、交通事故 B- C B- D 
26 歴史・文化遺産 D D D D 
27 景観 C D B- D 

出典：JCA 調査団 
影響についての説明は表 20 に記載されている。 
影響の分類： 
A+/- : 重要な好影響や悪影響 
B+/- : 重要でない好影響や悪影響 
C+/- : 未確認の影響の範囲（補足調査要） 
D :     影響無し 
 

8.5.3 環境チェックリスト 

本調査およびこれまでの調査結果に基づいて作成した環境チェックリストを次表に示す。 
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表 8-28 環境チェックリスト 

分

類 
環境項目 主なチェック事項 環境配慮の確認(根拠、軽減策) 

1 
 
許 
認 
可 
・ 
説 
明 

(1) 
EIAおよび環境

許認可 

(a) 環境アセスメント報告書（EIA レポート)等は作

成済みか。 
(b) EIA レポート等は当該国政府により承認されて

いるか。 
(c) EIA レポート等の承認は付帯条件を伴うか。付

帯条件がある場合は、その条件は満たされるか。 
(d) 上記以外に、必要な場合には現地の所管官庁か

らの環境に関する許認可は取得済みか。 

(a) 本事業の場合は作成されていない。EIA は、2012 年 11 月に本最終報告書が合意さ

れた後、DGBGTH が実施する計画である。 
(b) 承認されていない。 
(c) EIA レポートが現時点で作成されておらず、承認に関わる手続きも実施されていな

いことから、現時点では付帯条件の有無については不明である。 
(d)本事業が EIA の対象であることが判明していることから、EIA レポートの作成は

ANPE からの環境許可の必要条件である。EIA レポートが作成されていないことか

ら、環境に関する認可は取得されていない。 

(2) 
現地ステーク

ホルダーへの

説明 

(a) プロジェクトの内容および影響について、情報

公開を含めて現地ステークホルダーに適切な説

明を行い、理解を得ているか。 
(b) 住民等からのコメントを、プロジェクト内容に

反映させたか。 

(a) チュニジアについては、情報公開に関する法令・基準はない。これまでに、ステー

クホルダー協議は３回実施された。地元住民への説明は、これまで各県の Omdas（部

族指導者）に対し実施されており、直接影響を受ける住民に対しては実施されてい

ない。DGBGTH は、関係住民を含めたステークホルダー協議の開催を計画している。 
(b) これまでに実施したステークホルダー協議によるステークホルダー協議で出席した

Omdas（部族指導者）の意見および 2010 年に実施された社会調査で面接した世帯の

意見は、プロジェクト内容に反映される必要がある。 
 なお、Omdas の代表性については議論の余地が有り、ジャスミン革命後の現在、再検

討されている。意見聴取にはステークホルダー協議への地域住民の参加が望ましい。 

(3) 
代替案の検討 

(a) プロジェクト計画の複数の代替案は（検討の

際、環境・社会に係る項目も含めて）検討され

ているか。 

(a) 本事業を実施しない（ゼロオプション）の代替案についての検討が実施されている。

また、本事業の河道計画として掘削（掘削＋拡幅）案、築堤案および掘削案＋築堤案

の 3 案を比較しており、また、ショートカット案の有無についても検討されている。 
 それらの中から本事業の対象である掘削（掘削＋拡幅）案が最適案として選定された。 

2 
 
汚 
 
染 
 
対 
 
策 

(1)水質 

(a) プロジェクトの実施によって下流の河川流量

が変化（主に水位低下）すること等により環境

基準等と整合しない区間が生じるか。 

(a) プロジェクトの実施による河川流量の変化は生じない。プロジェクトによる河床掘

削に伴って通常時の河川の低下が生じる一方、洪水時にも水位が低下する。 
水質についてのチュニジアの基準は、現在表流水および地下水に関するが作成中で

あり、チュニジアとしての基準はない。今後 EIA 調査において現況を確認し、環境

管理計画、環境モニタリングにおいて WHO 等の国際基準を参考として管理基準値を

設定する。 
事業実施のための工事中にオイル漏れなどによる水質汚濁が考えられるが、現場で

の適切な建設重機などの管理により、オイル漏れによる水質の悪化は避けられる。 
工事終了後（供用後）は、水質についての影響は発生しない。 
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(2)廃棄物 

(a) 大量の掘削土・浚渫土砂が発生する場合、当該

国の規定に従って適切に処理・処分されるか。 
(a)廃棄物の処分についてはチュニジア基準 NT 41-96 がある。廃棄物の処分は、これら

の基準に準拠し、かつ以下の点について検討を行い適切に処理される必要がある。  
本事業の実施（河床掘削、拡幅、橋梁の付替え）に伴って発生する掘削土等の処分

とそれに係る管理を適切に実施する。処分方法として以下の方法が考えられる。 
 事業に伴う堤防などの築堤材料として利用する 
 旧採石場への廃棄 
 耕作地への散布 
 土木工事材料が必要な近隣の開発プロジェクトでの再利用 

DGBGTH は、ANGED、採石総局、掘削土の再利用が可能と思われる開発プロジェク

トの管理者など、関係当事者との間で調整し、掘削土等の管理計画案を決定する。 
その他工事に伴って発生する植物性廃棄物は再利用および適切な廃棄処置を行い、

また、偶発的ないしは現時点で廃棄物が掘削にかかるか不明なエル・マブトゥ湿地

の動物皮廃棄物などは、処分場へ運搬し、適切に処理する。 

(3)地盤沈下 
(a) 掘削による地下水位の低下、地盤沈下が生じる

恐れがあるか。必要に応じ対策はとられるか。 
(a) 影響を与える可能性はない。 

本事業の実施による地下水の大量取水やなどの地盤沈下の引き金となる要因はな

い。 
3 
 
自 
 
然 
 
環 
 
境 

(1)保護区 

(a) サイトは当該国の法律・国際条約等に定められ

た保護区内に立地するか。プロジェクトが保護

区に影響を与えるか。 

(a) 本事業による保護区への影響はない。 
メジェルダ川は、ラムサール条約登録地区に隣接して流れている。だが、本事業では

登録地区内での掘削等の工事は行われない。 
本事業の実施によるラムサール条約湿地の氾濫範囲は、事業実施前後で顕著な違い

はなく、本事業の実施による影響はほとんどないものと考えられる。 

(2)生態系 

(a) サイトは原生林、熱帯の自然林、生態学的に重

要な生息地（珊瑚礁、マングローブ湿地、干潟

等）を含むか。 
(b) サイトは当該国の法律・国際条約等で保護が必

要とされる貴重種の生息地を含むか。 
(c) 生態系への重大な影響が懸念される場合、生態

系への影響を減らす対策はなされるか。 
(d) 流量減少、海水の遡上等による下流域の水生生

物、動植物及び生態系に悪影響を及ぼすか。 
(e) プロジェクトによる流況変化が河川の水域環

境に悪影響を及ぼすか。水生生物等への影響を

減らす対策はなされるか。 

(a) 含まない。 
(b) 貴重種の生息地としての指定はされていない。絶滅危惧種の指定保護生息地は存在

しないが、国際条約の保護対象となっている生物種が存在する。「絶滅のおそれのあ

る野生動植物の種の国際取引に関する条約」（CITES）の付属書 II および国際自然保

護連合（IUCN）のレッドリスト（カテゴリーCR）に掲げられたヨーロッパウナギ、

バルセロナ条約枠組の「地中海の特別保護地域と生物多様性に関する議定書」に掲

げられる魚類、地中海キリフィッシュ（Aphanius fasciatus）が存在する。 
しかしながら、本事業は、メジェルダ川沿いの高水敷での掘削・拡幅工事が主体で

あり、現河道がある低水路には工事が及ばないことから、これらの貴重種への影響は

低いものと判断される。 また、鳥類についても餌場となる低水路には工事が及ばな

いこと、川沿いの樹木を一定量確保することにより生息域への影響が最小限となるよ

うにする。 
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(c) 本プロジェクトの実施により生態系へ重大な影響を与える懸念はない。工事中に発

生すると考えられる自然環境への影響については、チュニジア側が実施する EIA 調

査報告書において、適切な「環境管理・モニタリング計画」を策定し、それに従っ

た環境管理・モニタリングを実施する。 
(d) プロジェクト実施による流量減少、海水の遡上等の影響は考えられず、その可能性

はない。  
(e) (b)同様に、本事業は、メジェルダ川沿いの高水敷での掘削・拡幅工事が主体であり、

現河道がある低水路には工事が及ばないことから、水域環境に悪影響を及ぼす可能

性はない。 

(3)水象 

(a) プロジェクトによる水系の変化に伴い、地表

水・地下水の流れに悪影響を及ぼすか。 
(a) 悪影響を及ぼす可能性はない。 
 本事業は、メジェルダ川沿いの高水敷での掘削・拡幅工事が主体であり、現河道があ

る低水路には工事が及ばない。また、メジェルダ川へ流入する支川は現況どおりメ

ジェルダ川へ流下する。そのため、水系の変化は伴わず水象への影響は小さいもの

と判断される。 
 本事業の実施により、雨期に洪水が減少することから周辺住民に対しては洪水による

影響が小さくなるという正の影響がでる。 
 また、本事業では、掘削・拡幅区間の護岸は特に行わない。そのため、河道内での土

砂の浸食・運搬・堆積は事業実施前と同様に行われることから、土砂運搬への影響

はない。洪水氾濫による周辺農地への土砂運搬・堆積については頻度は減少するも

のの、計画規模を超える洪水氾濫は発生するため周辺農地への土砂供給は途絶える

ことなく継続する。 

(4)地形・地質 
(a) 河川、水路掘削に伴い、計画地周辺の地形・地

質構造の大規模な改変が生じるか。 
(a) 河川の拡幅や掘削に伴って地形の改変が生じるが、大規模なものではない。地質構

造に対する改変はない。河川景観に影響を与えるが、斜面の緑化などにより景観へ

の影響は低減が可能である。 
4 
 
社 
 
会 
 
環 
 
境 

(1)住民移転 

(a) プロジェクトの実施に伴い非自発的住民移転

は生じるか。生じる場合は、移転による影響を

最小限とする努力がなされるか。 
(b) 移転する住民に対し、移転前に補償・生活再建

対策に関する適切な説明が行われるか。 
(c) 住民移転のための調査がなされ、再取得価格に

よる補償、移転後の生活基盤の回復を含む移転

計画が立てられるか。 
(d) 補償金の支払いは移転前に行われるか。 

(a) バイパス案および河川の拡幅に伴って、非自発的住民移転が発生する。これらの影

響を最小限に留めるために、河川の拡幅範囲、バイパス配置のための平面設計での

考慮がなされる。それに基づいて、最終的な住民移転数・用地取得規模を確定する

必要がある。 
(b) 今後、詳細設計に基づいて、チュニジアの土地収用手続きのための土地収用法の沿

って適切な説明が行われる。 
チュニジア側は、詳細設計に基づいて必要な用地についての用地取得・住民移転、そ

れらについての補償に関する調査を実施する。これらの調査後、影響評価および土

地収用の手続中に直接説明を行う必要がある。再定住支援は政府の責務であり、本
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(e) 移転住民について移転前の合意は得られるか。 
(f) 住民移転を適切に実施するための体制は整え

られるか。十分な実施能力と予算措置が講じら

れるか。 
(g) 移転による影響のモニタリングが計画される

か 

事業管理ユニットのもと、DGBGTH 収容局レベルでモニタリングされる。 
(c) チュニジアの土地収用・補償手続に従い、全額補償が義務付けられている。これに

は、土地収容委員会のまとめる評価書、および国土担当政府省が実施する専門調査

結果に基づき、移転と生計・生活水準回復の費用全額が含まれる。補償・再定住計

画は、今後、詳細設計中盤の段階まで検討される。その際には、JICA 作成の「簡易

住民移転計画案」に基づいたチュニジア側による「住民移転計画」を策定し実施さ

れるよう、調査団はチュニジア側に提言し、チュニジア側はそれを了解した。 
(d) 土地収用法では、原則として移転前に移転のための費用、補償金が土地収用委員会

により算定され、支払いの準備がなされる。 
(e) 土地収用委員会での協議により、合意を得ることが基本であるが、協議による合意

が困難な場合は「土地収用」の法的な段階となり、補償等について裁判で争われる

こともある。 
(f) 土地収用手続の範囲内で、補償に関しては制度が構築されているが、住宅移転に関

しては未整備である。弱い立場にいる住民への社会的支援は、再定住手続には組み

入れられていない。一方、小規模な再定住が必要な場合、収容される土地に代替す

る国有地を割り当てるなど、土地所有者または占有者の要請により、再定住の支援・

促進のための制度的施策が存在する。 
(g) モニタリング手段として、要請が行われる。 

(2) 生活・生計 

(a) プロジェクトによる住民の生活への悪影響が

生じるか。必要な場合は影響を緩和する配慮が

行われるか。 
(b) プロジェクトによる取水等の水利用（地表水、

地下水）によって周辺及び下流域の漁業及び水

利用に悪影響を及ぼすか。 
(c) 水を原因とする、もしくは水に関係する疾病

（住血虫症、マラリア、糸状虫症等）は発生す

るか。 

(a) 基本的にその可能性はないが、ジェデイダ、エル・バタン、シディ・タベトの世帯

の農業所得は低く、本事業により農地を失った場合、深刻な影響を受けることが考

えられる。 
用地取得に関係する住民の社会経済調査は、事業実施による影響を検討・評価する

ために実施される。必要に応じて土地収用手続、および補償・再定住計画が、緩和

策として実施される。 
現存植物、および耕作地の喪失に対して、また、最も弱い立場にいる住民に関して

はそれらの対応が実施される可能性がある。 
(b) 本事業は、メジェルダ川沿い高水敷において掘削・拡幅工事を実施するものであり、

取水等は行わない。灌漑用の個別取水施設については、限られた工事期間に影響を与え

ることが考えられるため、工事期間（施設周辺で工事が実施される期間）には、灌漑用

ポンプおよびホースの配置替えにより、灌漑取水への影響を最小限にとどめる必要があ

る。 
(c) 発生しない。 
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(3) 文化遺産 

(a) プロジェクトにより、考古学的、歴史的、文化

的、宗教的に貴重な遺産、史跡等を損なう恐れ

はあるか。また、当該国の国内法上定められた

措置が考慮されるか。 

(a) 歴史的建造物であるエル・バタン堰橋およびジュデイダ旧橋では、これに配慮した

設計がなされており、本事業実施によるこれらの建造物への影響はない。 
 

(4) 景観 
(a) 特に配慮すべき景観が存在する場合、それに対

し悪影響を及ぼすか。影響がある場合には必要

な対策はとられるか。 

(a) 河川拡幅・掘削に伴って発生する河川沿いの斜面については、景観に多少の影響を

及ぼすものと考えられる。緑化対策などによる景観上の配慮が必要である。 

(5) 
少数民族・ 
先住民族 

(a) 少数民族、先住民族の文化、生活様式への影響

を軽減する配慮がなされているか。 
(b) 少数民族、先住民族の土地及び資源に関する諸

権利は尊重されるか。 

(a) 考慮されているが、本事業は民族グループへの影響はない。 
(b) 尊重されている。 

(6)労働環境 

(a) プロジェクトにおいて遵守すべき当該国の労

働環境に関する法律が守られるか。 
(b) 労働災害防止に係る安全設備の設置、有害物質

の管理等、プロジェクト関係者へのハード面で

の安全配慮が措置されるか。 
(c) 安全衛生計画の策定や作業員等に対する安全

教育（交通安全や公衆衛生を含む）の実施等、

プロジェクト関係者へのソフト面での対応が計

画・実施されるか。 
(d) プロジェクトに関係する警備要員が、プロジェ

クト関係者・地域住民の安全を侵害することの

ないよう、適切な措置が講じられるか。 

(a) 準拠している。影響評価調査で要請があれば、委託業者との業務条件書の条件に従

う。 
(b) 同上 
(c) 同上（特に交通安全に関して） 
(d) 同上 

5 
 
そ 
 
の 
 
他 

(1) 工事中の 
影響 

(a) 工事中の汚染（騒音、振動、濁水、粉じん、排

ガス、廃棄物等）に対して緩和策が用意される

か。 
(b) 工事により自然環境（生態系）に悪影響を及ぼ

さないか。また、影響に対する緩和策が用意さ

れるか。 
(c) 工事により社会環境に悪影響を及ぼすか。ま

た、影響に対する緩和策が用意されるか。 

(a) 環境管理計画・環境モニタリングにおいて工事中の汚染についての考慮がなされる。 
(b) 本事業による掘削・拡幅が高水敷に限られ、生態系への影響は小さいものと判断さ

れる。タマリスク等の木陰に生息する鳥類への影響は、鳥類の生息場となる川沿い

の樹木を一定量確保することによりその影響を最小限にとどめることが可能である

と判断される。悪影響が考えられる因子については、環境管理計画・環境モニタリ

ング計画において緩和策が検討される。 
(c) 上述のとおり。 
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(2)モニタリン

グ 

(a) 上記の環境項目のうち、影響が考えられる項目

に対して、事業者のモニタリングが計画・実施

されるか。 
(b) 当該計画の項目、方法、頻度等はどのように定

められているか。 
(c) 事業者のモニタリング体制（組織、人員、機材、

予算等とそれらの継続性）は確立されるか。 
(d) 事業者から所管官庁等への報告の方法、頻度等

は規定されているか。 
 
 

(a)事業実施に伴って実施が必要な EIA 調査報告書において、影響が考えられる項目に

ついてのモニタリング計画が事業者により計画され、環境保護局（ANPE）がそれに

ついての評価を行い、適切なモニタリング計画の立案と実施がなされる。これらは、

事業実施機関が民間のコンサルタント等に委託して実施される必要がある。  
(b)EIA 報告書において、必要な項目・方法・頻度について ANPE との協議により定めら

れる。また、土地収用・補償に関するモニタリングも策定される。 
(c) まだ設置されていない。EIA 報告書の中で明確にされる。 
(d) 特定されていないが、EIA 報告書のモニタリング計画において環境管理計画のモニ

タリング報告についての方法・頻度が検討される。 

6 
 
留 
意 
点 

(1)他の環境チ

ェックリスト

の参照 

(a) 必要な場合は、森林に係るチェックリストの該

当チェック事項も追加して評価すること。 
(a) 確認されている。 

(2)環境チェッ

クリスト使用

上の注意 

(a) 必要な場合には、越境または地球規模の環境問

題への影響も確認する（廃棄物の越境処理、酸

性雨、オゾン層破壊、地球温暖化の問題に係る

要素が考えられる場合等）。 

(a) 本プロジェクトの実施によるこれらの影響はない。 



チュニジア国メジェルダ川に係る気候変動影響を考慮した統合流域管理・洪水対策検討調査 

八千代エンジニヤリング(株) 

 

ファイナル・レポート 

8-83 

8.6 環境アセスメント（EIA）報告書案の作成支援 

8.6.1 環境アセスメント（EIA）報告書案の作成 

(1) EIA 報告書作成支援 
チュニジア側が実施、作成する EIA 報告書の作成支援として、本調査結果およびこれまでの調

査結果に基づいて、添付資料に示す環境アセスメント（EIA）報告書案を作成した。 

 EIA 報告書案に示される主な調査結果は以下のとおりである。 

 

(a) ベースとなる環境社会の状況（土地利用、自然環境、先住民族の生活区域、及び経済社会状

況等）の確認 

(b) 相手国の環境社会配慮制度・組織の確認 

1) 環境配慮（環境影響評価、情報公開等）に関連する法令や基準等 

2) JICA 環境ガイドラインとの乖離 

3) 関係機関の役割 

(c) スコーピング（事業を実施するにあたって考慮すべき環境社会項目とその評価方法を明らか

にすること）の実施 

(d) 影響の予測 

(e) 影響の評価および代替案（ゼロオプションを含む）の検討 

(f) 緩和策（回避・最小化・代償）の検討 

(g) 環境管理計画・モニタリング計画（実施体制・方法・費用など）の検討 

(h) 予算、財源、実施体制の明確化 

(i) ステークホルダー協議の開催支援（実施目的、参加者、協議内容等） 

 

(2) チュニジア既存プロジェクトにおける環境アセスメント（EIA）報告書の概要 
チュニジアでこれまで実施された開発事業における環境管理計画およびモニタリング計画の概

要を確認する目的で、SONEDE（水道公社：Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des 

Eaux : SONEDE）より「メドニン県ベンガデン市の南部淡水化プロジェクト EIA 報告書 (2005

年 3 月)」において作成された EIA 報告書を入手した。当該事業は、JICA による援助により実施

されており、JICA ガイドラインを参照した EIA 調査が実施されている。 

SONEDO はこれまでに EIA 報告書の作成の経験が多い。当該プロジェクトについては、JICA

側から EIA 実施期間についての時間的制限を受けていたものの、事前のスコーピングを実施した

ことにより EIA 実施に係る TOR の作成が順調に行えたこと、また、SONEDE の担当部局が EIA

調査実施中または報告書作成段階に EIA 実施コンサルタントおよび ANPE と綿密な協議を行いな

がら調整を図ったために迅速に作成できたとのことであった。 

一方、本事業の実施機関である DGBGTH は、2005 年の EIA 政令交付後、EIA を実施したこと

がないため、上記の EIA 報告書案を活用して ANPE との緊密な協議を実施し、EIA 調査実施に係

る TOR を作成することが望ましい。これについて、JICA 調査団と DGBGTH は 2012 年 7～9 月に

実施された現地調査時に協議を実施し、DGBGTH は承諾している。 
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1) EIA 報告書の構成 

上述報告書の目次構成は以下のとおりである。 

 

報告書の目次構成 

1. 事業実施の背景等 

2. 事業の概要 

3. 事業の妥当性評価 

4. 事業地域の環境・社会の現況 

5. 事業による環境への影響の検討 

6. 緩和策および対策 

7. 環境管理計画 

8. ステークホルダー協議（Public Consultation） 

 

2) EIA 報告書における環境管理・モニタリング計画の概要 

上述報告書の第 7 章に記述されている環境管理計画および環境モニタリンク計画の目次構成は

以下のとおりである。 

 

７章 環境管理・モニタリング計画の目次構成 

7.1 環境に対する負の影響についての緩和策の検討 

7.2 水質および廃棄物の管理計画 

7.3 環境および社会配慮のためのモニタリング計画 

7.4 組織と能力の強化 

7.5 環境管理計画のための全体費用 

7.6 環境管理・モニタリングの報告 

 

なお、環境管理計画で準拠した法令については、上記報告書第２章に記述されている。また環

境モニタリングにおいては水質の検査頻度が記述してあり、水質の基準はチュニジアの水質基準

(NT0914：飲料水に関する)を参照している。 

 

8.6.2 チュニジア側環境アセスメント実施の想定スケジュール 

EIA の実施のフローは7.1.2で記述したとおりである。 

ANPE との協議の結果により確認した EIA 調査開始から承認までの一般的なスケジュールは下

表に示すとおりである。 

EIA の実施は、本調査における JICA の「環境アセスメント（EIA）報告書（案）」に基づいて、

コンサルタント発注のための EIA 調査の TOR 作成から速やかに開始される必要がある。また、こ

の段階から ANPE との綿密な協議が重要となる。 
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表 8-29 EIA 調査開始から承認までの一般的なスケジュール 

実施工程                  期間:15カ月 期間

(月) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

入札募集に向け、ANPEとの協議による調査TORの
準備および仕様書の作成

2

公開入札募集、および入札者による書類提出

入札内容の検討、検討報告書の準備および
契約委員会への送付

契約委員会の見解および契約の準備 1

契約コンサル会社によるEIA調査の実施および
ANPEへのEIA報告書提出

6

ステークホルダー協議会の実施 2

ANPEによる審査期間およびEIA報告書の承認 3

3

 

 

8.7 ステークホルダー協議実施支援 

8.7.1 これまでの実施状況と協議概要 

チュニジアにおける現行の環境影響評価手続においては、法律によるステークホルダー協議手

続は定められていない。しかしながら、本事業の実施について、DGBGTH によりこれまでに3回

のステークホルダー協議が開催されている。 

 (1) 第 1 回協議 

１）日程 

関係者との協議は、DGBGTH が各 CRDA（地方農業開発事務局）DHER 局長の支援を受けて、

以下の日程で実施された。 

 

表 8-30 第一回協議の日程 

対象県 開催日時 備  考 
ビゼルト 2010年11月18日 第一回 JICA 調査団派遣時 
アリアナ 2010年11月25日 同上 
マヌーバ 2010年11月27日 同上 

 

2）出席者 

下記関係組織の参加による限られた人数の参加となった。 

① 代表（諸地区＝délégation＝mutanadiyat＝県とセクターの間の中間行政区分） 

② 市町村当局の技師 

③ Omdas（部族指導者）（セクター／Imadas） 

④ DHER、CTV（農業普及組織）、CES（水・土壌保全局）、及び森林管区等の CRDA（地方

農業開発事務局）の諸機関 

協議参加者リストを下表に示す。ANPE 代表者は、マヌーバ県での協議に参加した。周辺住民

は Omdas により代表されており、出席した関係者の選定は、諸当事者を代表したものであると判

断された。Omdas の代表性については議論の余地があり、ジャスミン革命後の現在、再検討され

ている。実際的な組織上の理由から、本事業が協議規模を極端に拡大できるような進捗状況では
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なかったため、第1回協議時の関係者数は限られたものだった。 

しかし、下表に示されているように、協議における各機関からの代表性は必ずしも十分ではな

かったと思われる。例えば、アリアナでは、DGBGTH が準備したにもかかわらず、地域レベルで

の連絡欠如のために予想されていた6名のうち、2名の Omdas のみの出席となった。森林管区は、

本事業による自然環境への関与の第1関係者であるが、ビゼルトとアリアナの協議には代表者がい

なかった。 

 

表 8-31 第一回協議の参加者 

参加者 ビゼルト アリアナ マヌーバ 
Omdas（部族指導者） 6 2 6 
市町村当局 x 1 1 

CRDA 
（地方農業開発事務局） 

DHER（地方水利施設部） – – 1 
DVPPA（農業生産部） – – 1 
CTV（農業普及組織） 1 3 5 
森林管区 1 – 1 
CES（水・土壌保全局） – 2 2 
その他 1 4 1 

その他 

ANPE（環境保護庁） – – 1 
DGBGTH 
（ダム・大規模水利施設局） 1 1 1 

JICA 2 2 3 
合計 12 15 23 

 

3）目的 

関係者協議の上位目的は、関係者を本事業に関わる討議に参加させることである。関係者との

協議の目的は、本事業の目標とコンポーネントに関する理解を分かち合い、本事業がどのような

形で周辺コミュニティに関係するかを確認し、特に環境の観点から本事業により生じる可能性の

ある問題について討議することであった。 

また、協議では、現地コンサルタントが再委託で実施する社会調査について説明し、その実施

についての関係者の支援を得る機会でもあった。実際、社会調査に際しては、調査対象となる世

帯の特定、及び面接調査の組織に関して、Omdas（部族指導者）及び CRDA（地方農業開発事務

局）の支援を必要とした。補足的な目標として、JICA 調査団が準備した資料に基づき、各 Imadas

（セクター）の社会環境状況、特に用地の占有・利用状況に関するデータを収集することであっ

た。 

 

4）結果 

協議開催に際して Omdas とその他機関の調整には困難を伴ったが、DHER（地方水利施設部）

の強力な関与によって、協議を進展させることができた。 

その結果、本事業の利点（洪水被害の削減）と欠点（用地収用）に関して関係者間で討議する

という目標は達成された。この第1回協議によって、本事業の諸側面及び同計画の必要性を認識さ

せることができた。また、この第1回協議によって、2011年9月に予定されていた第2回協議の組織

が容易になったと考えられる。 
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(2) 第 2 回協議 

 協議に先立ってジャスミン革命が起こった。 

1）日程 
2011年9月28日に MARHP で開催されたステアリングコミティ協議を兼ねて行なわれた。 

2）出席者 

ANPE 及び CRDA の関係者が集まった。 

3）目的 

調査の進捗と踏まえて環境社会配慮について説明し、協議することであった。 

4）結果 
進捗報告書の内容が説明され、さらに本事業の土地収用、再定住の必要性（2世帯）、自然環境

への影響の側面が明らかになった。 

 

(3) 第 3 回協議 

1）日程 

協議は、2012年1月31日に実施された。NGO にも参加を拡大し、且つジャスミン革命以降、住

民の代表者とはみなされなくなった Omdas（部族指導者）の代わりにメジェルダ川周辺住民を参

加させた。 

2）出席者 

第3回ステークホルダー協議参加機関と参加者は、下表のとおりである。DGBGTH は、UTAP

（チュニジア農業漁業組合）、地方自然保護協会の代表者、WWF の代表者、INAT も招待したが、

いずれも出席はなかった。実際には Omdas（部族指導者）はメジェルダ川周辺住民を十分に代表

しており、したがって住民に協議への出席義務を負わせる必要はないと DGBGTH は判断した。 

 

表 8-32 第三回協議参加者 

参加者 人数 
Omdas（部族指導者） 4 
住民代表 2 

CRDA（地方農業開発事務局） 

DHER 1 
Ressources Eau 1 
CTV 3 
森林管区 1 
CES 1 

DGF（森林局） 1 
AAO（野鳥の友、NGO） 1 
DGBGTH（ダム・大規模水利施設局） 3 
合計 18 

 

3）目的 

協議の目的は、調査の進捗状況を説明すること、またメジェルダ川周辺住民および環境保全管

理に関わる複数の組織に広く参加を求めて、受益者の意見を聞くことであった。 
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4）結果 

DGBGTH は、本事業の概要（整備内容、目的）を説明し、長期的な意味で本事業を成功させる

には受益者の参加が重要であることを説明した。また周辺住民と農業従事者をプロジェクト策定

に参加させる必要性が強調された。そのため、参加者はマスタープランおよびフィージビリティ

調査報告書の写しを CDもしくは E メールで受け取るために、DGBGTHに連絡するよう、また2012

年3月に開催されるステアリングコミティにも出席するよう案内された。 

本事業の環境条件に関する協議の争点は、タマリクスの木材廃棄物の望ましい再利用方法と、

河川高水敷掘削工事によって生じる土地を農地に再利用することに関してであった。DGBGTH が、

プロジェクト追跡調査、および長期的な観点からの施設維持管理方法について説明した。また

NGO 団体「野鳥の友」（AAO）より本事業影響調査に関わりたいとの発言があった。DGBGTH

は、影響調査が CRDA と各種受益組織・関連組織との連携によって実施される旨説明した。 

土地収容に関して、DGBGTH は、「補償よりも代替地提供のほうが良い」という住民の意向を

確認したうえで、収用地を、半径20㎞範囲内に位置する、それよりも広い同等の土地で補償する

ことを提案した。流域の農地への土地収用による影響を最小限に抑える必要があるとの認識が参

加者により共有されたた。 

その他の論点は、改修すべき既存の橋と洪水リスクについてであった。 

 

8.7.2 新規ステークホルダー協議の必要性について 

「JICA 環境社会配慮ガイドライン（2010 年 4 月）」では、環境社会配慮の責任はホスト国側にあ

るとの前提で、「環境社会配慮の基本方針」、重要事項４で、「ステークホルダーの参加を求める」

とし、「2.4 現地ステークホルダーとの協議」において以下のように記載されている。 
 

より現場に即した環境社会配慮の実施及び適切な合意形成に資するために、合理的な範囲内でで

きるだけ幅広く、現地ステークホルダーとの協議を相手国等が主体的に行うことを原則とし、必

要に応じ、相手国等を支援する 

 

この観点から、プロジェクトの実施により何らかの影響を受けると想定される住民、ないしは

そのコミュニティが現地ステークホルダーとして重要となる。これまでのステークホルダー協議

では、プロジェクトの実施によりなんらかの影響が想定されるコミュニティの代表として、Omdas

（部族指導者）が第一回および第三回の協議に参加している。プロジェクトによる影響や効果に

関して、住民またはコミュニティによる理解を促進するためには、情報公開を目的としたステー

クホルダー協議を早期に開催する必要がある。また、その際には、チュニジアの社会慣例を重視

しながら、女性の参加を促す必要がある。洪水等の災害時にジェンダーによりどのような影響の

違いが発生し、それを緩和するにはどのような対応が必要であるか等について、DGBGTH 側参加

者に女性担当者を入れるなどの配慮をして、検討することが望まれる。 
 

8.7.3 新規ステークホルダー協議の概要と開催スケジュール 

本調査時に、DGBGTH が住民参加を念頭に置いた新規ステークホルダー協議を計画中であるこ

とを確認した。しかしながら、計画の策定段階であり本調査時の現地調査期間に DGBGTH から計



チュニジア国メジェルダ川に係る気候変動影響を考慮した統合流域管理・洪水対策検討調査 

八千代エンジニヤリング(株) 

 

ファイナル・レポート 

8-89 

画を入手することができなかったため、チュニジア側が作成した協議計画およびスケジュールに

基づいて協議し、合意を得ることはできなかった。 

そのため、本章では、C/P との協議において調査団が提案し、C/P が了承した今後のステークホ

ルダー協議実施についての内容を記述する。 

1) 開催時期 

・EIA 調査の開始後および住民移転計画策定段階 

2) 出席が特に望ましい参加者 

・ 影響を受ける住民および地方自治体 

3) 会議の内容 
・プロジェクトの概要（コンポーネント、目的、用地取得対象地等）説明 

・第 1～3 回ステークホルダー協議会の開催結果の説明 

・用地取得から住民移転に係る手続および影響を受ける住民・地方自治体への補償等に関する説

明 

・影響を受ける住民・地方自治体からの要望の確認 

4) その他 
・簡易住民移転計画の準備においては、事前に十分な情報を用意した上で影響を受ける住民・地

方自治体と協議を行う。 

・協議の際の説明は、影響を受ける住民・地方自治体に分かりやすく行う。 

・住民移転計画は世銀セーフガードポリシーOP 4.12 の別添 A に準拠していることが望ましい。 
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第9章 用地取得と住民移転 

9.1 チュニジアにおける用地取得・住民移転に関する法制度と実施状況 

9.1.1 チュニジアにおける水域の境界画定に関する法制度と実施状況 

(1) 水域の境界画定に関する法制度 
公共事業に関わる水域の境界画定及び土地使用に関する法制度として、以下の政令がある。 
 
– 水法の公布に係る1975年3月16日第75号政令（2004年3月15日第24号政令により改訂） 
– 森林法の公布に係る1988年4月13日第20号政令（2005年1月26日第13号政令により改訂） 
– 国土整備都市計画法の公布に係る1994年11月28日第122号政令（建設許可に係る1976年2月4

日第34号政令及び都市計画法の公布に係る1979年8月15日第43号政令を統合したもの。） 
 
これら法制度のうち、官地である公共水域については水法によって定められ、用地の使用につ

いては森林法によって定められ、用地の地役権については国土整備都市計画法によって定められ

ている。地役権とは、広義には他人の土地を自分の土地の便益に供する権利であるが、チュニジ

アの地役権では特に、法律で定められた土地範囲を国家の便益のために確保する権利とみなされ

る。 
チュニジア国においては、公共水域（DPH：Domain Publique Hydraurique）は水法第1章により

以下の通り定められている。 
 

i) 全ての自然・人口河川 
ii) 河川上に設けられた貯水施設 
iii) あらゆる種類の水源 
iv) あらゆる種類の地下水層 
v) 湖沼及びサブカ（Sebkhat。冬場の雨季にのみ冠水する湿地。） 
vi) 公益の送水路、船舶用水路、灌漑用水路、排水路、井戸、水飼い場及び右施設
内に含まれる土地及び付属構造物。 

 

公共事業に関連する境界画定は、下表の通り、公共水域及び地役権設定地の2種類により規定さ
れている。 

 
  



チュニジア国メジェルダ川に係る気候変動影響を考慮した統合流域管理・洪水対策検討調査 

八千代エンジニヤリング(株) 

 

ファイナル・レポート 

9-2 

表 9-1 公共水域及び地役権設定地の定義 
水域の定義 関連法規 規定内容 
公共水域 水法第1章 

及び第4章 
メジェルダ川のような自然河川の場合、河岸の高水敷の
最高水位線から3mまで。 

 
堤防がある場合、堤防の外側の境界から3mまでとする。 

 
運河や本計画で整備予定の導水・放水路のような人工河
川の場合、運河あるいは水路の上縁から4m とする。 

森林法第10条 公共水域における農業活動、植林及び建物の建設等、用
地の使用は禁じられている。（放牧に関する記載はない。）
森林法施行以前に存在する建造物の場合、建物の大きさ、
及び使用材料に関して一切変更を加えないことを条件と
して、その存在及び維持が認められるものとする。 

地役権
設定地 

通行地役権 
設定地 

水法第4章 河川、湖沼およびサブカの周辺住民は、いわゆる河岸か
ら 3mの幅を限度として、行政側の人・物の自由な通行の
ために、地役権が設定されることを了承しなければなら
ない。この地役権は賠償権の対象とはならない。 
公共水域は通行地役権設定地を包含しており、公共水域
のうち、両岸3mの通路部分が通行地役権設定地とされる。 

建築線地役権
設定地 
（後背地） 

国土整備・都
市計画法第25
条 

承認された都市計画がない場合には公共水域沿いに幅
100m を占め、都市計画が存在する区域内では幅25m を
占める。 

 
Source: 水法、森林法、国土整備都市計画法 

 
本計画対象地域への水域の境界画定における影響としては、エル・マブトゥ湿地が遊水地とし

て法的に公共水域となる。そして、メジェルダ川沿い及び放水路沿いに通行・建築線地役権設定

地が拡大されることとなる。建設線地役権設定地の25mとなる都市計画対象地域はアリアナ県2市
（シディ・タベット市、カラート・アンダルウス市）、マヌーバ県3市（テブルバ市、エルバッタ

25m (都市部) 

 

公共水域 河川 

公共水域 

公共水域 

 3m 通行地役権設定地 

建設線地役権設定地 100m (農村部) 
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ン市、ジュデイダ市）、ビゼルト県1地域（エルマブトゥ遊水地）である。各都市計画対象地域は
「Urban Development Plan」に示されている。このうちの4か所についての事例を下図に示す。同地
域は図中の破線で囲まれた範囲である。 
 

  
Urban Development Plan (Kalaat Andalous) Urban Development Plan (Tebourba) 

  
Urban Development Plan (El Battan) Urban Development Plan (Jedeida) 

Source: アリアナ県庁、設備省 

図 9-1 各都市における都市計画対象地域図 
 
これらの「Urban Development Plan」の図を用いて、「トビアス堰下流はアリアナ県カラート・

アンダルウス（Kalaat Andalous）市の都市計画対象地の範囲外のため、農村部100mが建設地役権

設定地とされる」、というように判断する。 
 
(2) 水域の境界画定に関する実施状況 
公共水域の境界は、DGRE内の水資源調査部（BIRH）が境界画定を行った上、地方境界画定委

員会の提案に基づいて農業省高等公共水域委員会が採択した後に政令となって画定される。本計

画地域（マヌーバ県とアリアナ県）における公共水域については、2013年に完成予定の用地台帳
地図を本計画へ活用することが望ましい。境界画定の手順は下図の通りとされている。 
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【各県の境界画定プロセス】             
設備省所管の測量・用地台帳公社
（OTC：Office de la Topographie et du 
Cadastre。以下、OTC）による地形測
量 
OTC の区分地図は縮尺2000分の1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
OTC による県技術委員会への境界画
定案の提示。 
県技術委員会は 
地区代表者、 
CRDA代表者、 
DGRE総局長、 
OTC代表者、 
設備省代表者、 
国有地・土地事業省代表者 

の6人で構成 

 

  
境界が画定された用地台帳を、
Délégation、Commune、県庁、農業省
の4箇所で公示 

 

  
反対意見等なければDélégation、
Commune、県庁、農業省の順に承認手
続きを行い、最終的に政令が公布され
る。（この手続きに2～3か月を要す
る。） 

 

  
公共水域の用地内における用地取得
手続 

 

  
境界標示物設置による用地の境界の
具体化。DPH（公共水域）の境界を定
める標示物として鋼製の杭を200m 間
隔で設置 

 

Source: JICA Survey Team 

図 9-2 公共地境界画定に係る手順 
 
 
9.1.2 チュニジアにおける用地取得・住民移転に関する法制度

用地取得手続は、公益工事のための用地取得に関する土地所有法（以下、土地所有法）の公布

に係る1976年8月11日第85号政令（2003年4月14日第26号政令により改訂）に基づいて進められる。
公益プロジェクトのための用地取得に際しては、協議による合意を優先し、裁判による収用手続

は協議による合意が不可能な場合の最終の手段とする。 
 
 

アリアナ県： 

マヌーバ県の境界（ベジャウア）から、トビアス・ダム上流

のメジェルダ川旧河床との合流点であるP0地点までの区間、
及びP0地点から海までの区間（合計51km）において、技術的
な境界画定は全て完了した。2013年3月には境界が画定された
用地台帳が、Délégation、Commune、県庁、農業省の4箇所で
公示される予定。 
すべての手続きは 2013年内に完成予定。 

マヌーバ県： 

境界画定済みの区間は、ベジャ県の境界（ボルジュ・エット

ゥーミ）からジュダイダ橋までの区間（22km）、並びにジェ
ダイダ橋からアリアナ県の境界（ベジャウア、10km）までの
区間。すべての手続きは2013年内に完成予定。 

★チュニス ★チ★
●アリアナ県 

マヌーバ県● 

●ビゼルト県 

ビゼルト県： 

メジェルダ川左岸のビゼルト県内における境界画定手続きを

アリアナ県へ委任した。 
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9.1.3 チュニジアにおける用地取得・住民移転の実施体制 

(1) 用地取得・住民移転手続に関わる組織 
対象地域内の用地取得については、DGBGTH大規模ダム局 収用・補償準局及び収用・補償準局 

収用・補償課が法的な収用者の立場として、主に以下の関係者と協力して用地取得手続の責任を

担う。 
– 国有地・土地事業省内の取得・境界画定総局及び鑑定総局 
– 国有地・土地事業省県支部 
– 地方用地保全局 

国有地・土地事業省が設置した登記管理全般を扱う公社である。 
– CRDA 
– 県及び関係地区 
– 地方用地取得委員会 

知事が委員長を務め、DGBGTH、設備省、国有地・土地事業省、CRDA、及び関係地区
の代表者で構成される。 

– 地方評価・調整委員会 
行政官が委員長を務め、原則として収用者、設備省の地方代表者、国有地・土地事業省

専門家、地方社会福祉機関代表者、地方裁判所代表者、CRDA代表者から成る12名程度
の常任委員及び臨時委員で構成される。 

– 裁判所 
裁判による土地収用手続の場合に関与する。 

– 用地計画推進中央委員会 
主要関係局、国有地・土地事業省及び本計画地域の県知事から構成され、所有者間で争

いとなっている用地の取得、あるいは工事中の文化財や考古財の発見といった特殊なケ

ースにのみ関与する。 
– 中央運営委員会 

関係省庁が関与して用地取得手続を円滑に進めるため、国有地・土地事業省・設備省・

農業省により、革命以後から設置の検討が始まっている。設置のタイミングや主な活動

内容については未定である。 
 

以上の用地取得・住民移転に関与する組織の相関を次の図に示す。 
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地方評価・調整委員会 

所有者／占有者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Source: JICA Survey Team 

図 9-3 用地取得・住民移転における関係機関 

 
DGBGTHは過去に、EIAおよび非自発的住民移転を含む大規模なダム建設を統括した実績

を持っている。過去実施した案件名 5件を以下に示す。詳細は資料編に添付した。 
 Sidi El Barrak建設プロジェクト（1998 年、Beja県） 
 El Kebir ダム建設プロジェクト（2002 年、Jendouba 県） 
 El Moulaダム建設プロジェクト（2004 年、Jendouba 県） 
 Ettine ダム建設プロジェクト（2007 年、Bizerte県） 
 Herka ダム建設プロジェクト（2007 年、Bizerte県） 

 
(2) 用地取得・住民移転手続の諸段階 
1) 用地所有の分類 
土地所有の形態は主に国有地、民営化国有地、私有地の 3つに分類され、用地取得及び補償手

続は、下表で示す土地所有状況それぞれにおいて異なっている。 
土地取得及び補償の手続が必要となるのは、①国有地の不法占有の場合、②用地台帳に登記済

みまたは登記手続き中私有地の場合、及び ③未登記の私有地の場合である。その他の土地所有の
形態である ④国有地において不法占有のない場合、及び ⑤民営化国有地の場合に関しては、国
有地・土地事業省及び関係機関と調整の上用地の用途変更の手続きを行う。 
 

  

補償手続 裁判による収用手続き 

県庁 農業省 国有地・土地事業省 

地方用地取得
委員会 

鑑定
総局 

取得・境
界画定
総局 

DGBGTH 
 

CRDA 

住民移転 

拒否 合意 

住民移転調整
委員会 

大規模ダム局 
収用補償準局 

収用・補償課 

水利調査局 



チュニジア国メジェルダ川に係る気候変動影響を考慮した統合流域管理・洪水対策検討調査 

八千代エンジニヤリング(株) 

 

ファイナル・レポート 

9-7 

表 9-2 用地所有形態別の用地取得に係る手続 
用地の 
法的状況 所有／占有状況 用地取得に係る手続 

国有地 
 

用地台帳に登
録済の用地
（1885年 7月
1 日発令用地
法及び 1965
年2月12日の
物権法） 

不法占有 
なし（④） 

水資源関係、森林関係、海洋関係、工業地関係等の国有地
の分類によって各関係省庁及び国有地・土地事業省と用地
の用途変更手続を行う。 

不法占有 
あり（①） 

裁判による収用手続ではなく、補償あるいは代替地への移
転の手続が施行される。占有者が提示された補償金を拒否
した場合、用地の短期間での明け渡しは困難となる可能性
がある。 

民営化 
国有地 

公社等民間による公園やダ
ム等国有地の運営（⑤） 

国有地・土地事業省へ用途変更の手続きを申請する。 

私有地 
 

用地台帳に登
録済の用地
（1885年 7月
1 日発令用地
法及び 1965
年2月12日の
物権法） 

改訂済の用
地登記証書
がある登記
地（②） 

用地登記証書は、地方用地保全局に登録されている所有権
証明書及び OTC の地積図に登録済みの用地登記番号によ
り発行される。 
協議による取得、あるいは裁判による収用の手続が施行さ
れる。主に難しい点は、用地共有のケースであり、その場
合、多数の権利承継人の間での区画及び財の画定が必要で
ある可能性がある。 

用地登記証
書が未改訂
の未登記地
（②） 

改訂が必要であるが、時間がかかる可能性がある。 
 

用地台帳への
登記手続中の
用地（請求） 

請求証明書
を有する占
有者（②） 

登記手続中の場合、用地裁判所により請求対象区画に対し
て請求番号が与えられる。 
用地裁判所への請求結果に応じて、協議による取得あるい
は裁判による収用の手続が施行される。 

用地台帳に 
未登記の用地 
 

所有証明書
を有する占
有者（②） 

所有証明書は、5年以上定住している農地占有者に発行さ
れる行政書類であり、将来的に用地台帳へ登記される際に
は先買権が与えられる。 

所有権証明
書を有する
占有者（③） 

所有権証明書は、用地登記番号のない公証人証書である。
この場合、地方評価・調整委員会による公示期間終了後に
県知事が所有証明書を発行する。 

所有権を証
明する書類
が存在しな
い（③） 

6 ヶ月の公示後、用地は未登記区画の所有権を主張する占
有者の所有地とみなされ、誰も所有権を主張しなかった場
合、その用地は公共地となる。 

Source: JICA Survey Team 

 
2) 用地取得・住民移転にかかる主な手続 
協議による取得や裁判による収用の手続きに関しては、登記証書のある個人所有あるいは共有

の登記地及び未登記地が対象となるが、国有地の不法占有の場合も補償の対象となることに留意

する必要がある。また、本計画用地内の用地取得予定地にある地上財産は、収用・補償準局によ

る補償手続の対象となる。 
用地取得・住民移転にかかる主な手続は、土地所有法に基づき、以下の各段階に沿って進めら

れる。 
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１．社会・用地事

前調査により区

画、所有者及び占

有者を特定する。 

 

【関係機関】 
収用・補償準局、 
水利調査局、 
国有地・土地事業

省 取得・境界画
定総局、 
OTC 

i) 収用・補償準局の提唱により、DGBGTH 水利調査局が、敷地図、予定
構造物の位置座標、及び本計画概要書からなる本計画用地技術資料を送

付する。 
ii) 社会・用地事前調査は、a) 本計画の影響を直接的に受ける住民・不動産
の調査、b) 本計画における用地取得費用及び用地喪失による損害費用
（収穫物、類似財産等）の算定を目的とし、民間測量会社への委託もし

くは、OTC により行われる。 
本計画の場合、マヌーバ県及びアリアナ県の用地台帳地図が、現在 OTC
によって公共地境界画定の最終段階にあり、本地図を活用することで調

査期間を短縮することができる。 
測量会社の選定、仕様書の準備、調査実施条件、入札募集準備、及び候

補者選定は、収用・補償課の他、用地計画のために DGBGTH内に設置
される様々な委員会が行う。 
土地所有の形態は主に、上表で示した①～⑤の 5つの形態に集約される。 
社会・用地事前調査により以下の成果が得られる。 

– 用地登記証書、区画、所有者（登記地）及び占有者（未登記地）の
リスト 
– 対象土地区画の土壌学的特性 
– 移転計画 
– 境界標示物による当該計画用地の可視化 

iii) 収用・補償課は、社会・用地事前調査報告書を CRDA、県及び国有地・
土地事業省内の境界画定・取得局に提出し、これを受けて県知事が地方

用地取得委員会の代表者を任命する。 

 

２．鑑定書による

地上財産・裸地の

評価 

 

【関係機関】 

地方用地取得委

員会 

 
i) 地方用地取得委員会により、用地取得予定地の財に関する事前評価のた
めの鑑定書が準備される。鑑定書には、用地登記証書番号、区画番号、

裨益者の名義、裸地・植栽地・固定施設の見積価格等が記載される。同

委員会は鑑定書作成のため、所有者／占有者と接触するが、情報収集を

行うのみで住民との見積価格についての協議は禁止されている。植栽地

とは植林地あるいは耕作地及び未収穫農作物を意味し、固定施設とは、

家屋、物置、納屋、家畜小屋、及び本計画用地内にあるすべての建物の

ことである。価格は、農地の場合にはディナール／ヘクタール単位、都

市部の用地及び建物の場合にはディナール／m2単位で示す。1つの区画
内でも、土壌、地形、地理あるいはその他の要素に応じて異なった価格

が算定される可能性がある。 
用地所有者／占有者は、鑑定書を見ることができない。 

ii) 地方用地取得委員会は、収用・補償準局が国有地・土地事業省用地取得
総局に送付した社会・用地事前調査報告書を分析する。 
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３．鑑定書の評

価・承認 

【関係機関】 

国有地・土地事業

省 鑑定総局、
CRDA、 

設備省県支部 

 
i) 国有地・土地事業省鑑定総局により鑑定書の審査及び承認が行われる。

実施期間は定められていない。市場価格、所有者による購入時の地価、

農地の生産価値、裸地の価値、財の価値に影響を及ぼす可能性のある他

の側面を考慮の上で、裸地・植栽地・固定施設の見積価格が評価され、

所有者／占有者の生計手段の喪失に対する補償金額が算定される。農

地、及び植栽地に関しては CRDA、固定施設に関しては、設備省県支部
より助言を受ける。  

４．所有者／占有

者との協議及び

用地の取得 

 

【関係機関】 

国有地・土地事業

省 取得・境界画
定総局及び鑑定

総局 

地方用地取得委

員会、 

地方評価・調整委

員会、 

収用・補償準局 

 
i) 国有地・土地事業省鑑定総局は、鑑定書審査の終了後、社会・用地事前
調査結果及び鑑定作業結果を各関係県の地方評価・調整委員会の各々に

渡す。 
 
【所有地及び登記地の場合（上表の②に相当）】 
ii) 取得・境界画定総局は用地取得において算定された補償額や条件に関し
て所有者の要求を聞くため、対象地所有者／占有者を召喚する。会合は

最高で 3回連続して開かれ、所有者／占有者は、地方評価・調整委員会
が発表する財の価格の承認・否認を行い、補償額や条件に関する要求を

要望書に記入する。地方評価・調整委員会は、国有地・土地事業省鑑定

総局が提示した補償額を修正する権限を持たない。 
iii) 地方評価・調整委員会は、要望書を取得・境界画定局に送付し、1部を
用地取得課に送る。 

iv) 収用・補償準局は、2ヶ月以内に財務省に対象区画補償金を供託する。 

v) 地方評価・調整委員会は協議に基づいた最終報告書を2ヶ月以内に作成
する。同期間は条件付きで3ヶ月延長可能とする。 

vi) 国有地・土地事業省は地方評価・調整委員会の報告書を受けて、用地取
得の決定を下す。 
所有者は小審裁判所に不服申立てを行い、国有地・土地事業省の決定に

反対することができる。 
vii) 協議による用地取得の成立後、所有者と国有地・土地事業省との間で
行政売買契約に調印する。 
契約書の項目には対象区画面積、区画の空き地、取得金額、所有権の移

転が含まれる。 
viii) 補償金の支払または供託は、地方評価・調整委員会による最終報告書
の作成日から 6ヶ月以内に行われる。支払いが遅滞した場合、所有者或
いは占有者は、遅延利息を要求できる。協議により調印した契約の場合、

所有者は売買契約調印後直ちに用地取得者に用地を提供する義務を有

する。建設現場区域に位置する用地・構造物は即時明け渡しの対象とな

るが、現場区域外の用地・構造物については、計画が許す限り、そのま
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 ま占有することができる。 
 
【占有地かつ未登記地の場合（上表の①及び③に相当）】 
ii) 一般に未登記地とは、所有証明書は存在するが、用地台帳への登録手続
及び登記が行われていない用地である。用地所有者の手元に一切書類が

ないケースもある。所有者が不特定であるため、取得手続はより困難に

なる。 
地方評価・調整委員会は、用地取得の意思及び区分地図・想定所有者の

人物リストを、県庁、地区役場、市町村役場及び国有地・土地事業省県

支部に 6ヶ月間公示する。所有者は自らの財の補償額を得るため、公示
期間内に申し出なければならない。 

iii) 6ヶ月経過後、届け出た所有者がいない場合、用途変更手続を施行する。
所有者がいる場合、【所有地及び登記地の場合】の ii)へ手続を進める。 

 

 

５．地上財産の補

償 

 

【関係機関】 

地方用地取得委

員会、 
県庁、 

収用・補償準局 

 
i) 県は、地上財産補償意思表示資料への署名のため、書留便によって所有

者／占有者を召喚する。この意思表明書は、国有地・土地事業省との行

政売買契約書とは異なり、用地取得者であるDGBGTHに対して所有者／
占有者は提示補償金と引換えに、一切異議を申し立てずに補償対象用地

での本計画河川整備工事を認めることを誓約するものである。 
ii) 植栽地、及び固定施設の場合、収用・補償準局は用地取得手続の結果を

待たずに、国有地・土地事業省用地取得総局から伝えられた鑑定結果に

基づき地上財産補償手続を始めることができる。収用・補償準局は国有

地・土地事業省専門家が決定した補償金額を修正することはできない。

補償金の支払いはDGBGTH から支払い実行者である県当局への地上財
産補償金移転により行われ、一般的に所有者／占有者による意思表明書

署名後、迅速に行われる。意思表明書署名から補償金支払いまでの期間

は法規で定められていない。これに対して所有者／占有者は、補償金の

支払い日から起算して6ヶ月以内に、補償金支払いの対象となった地上
財産を用地取得者に提供する。 
iii) 所有者が補償条件を拒否した場合は裁判による収用手続となり、収

用・補償準局は2ヶ月以内に財務省に補償金額を供託し、所有者は訴
訟意思表明書へ署名した上で新たな対審鑑定に基づき裁判所に上訴

する。これにより用地の明け渡しは予定より延長する可能性がある。 

 

 

６．用途変更 

【関係機関】 

収用・補償課 

国有地・土地事業

省 

 

i) 収用・補償課は評価・調整委員会が提出したリストに基づき、対象地の
用途変更を国有地・土地事業省に要請する。 

ii) 用途変更とは、売買・所有権移転契約準備時に国有地・土地事業省によ
って、所有者の土地であった国の普通財産を、国の公共財産に移行する

手続。財務省に供託した補償金を解除して所有者に支払うために上記契

約を収用・補償準局に送付する。期間は定められていないが、同手続は
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1 代替地に移転する人数が多い場合、移転住民の受け入れ地区を計画責任者が計画し建設・整備することも可能
となる。ダム建設による住民移転の最も成功した例は、1998年実施のシディ・エル・バラック計画である。1,500
家族が、代替地として新しく作られた 13ヵ所のコミュニティ内に用地を与えられた。 

 通常迅速に行われる。民間の所有者、或いは国の普通財産に属する地上

財産の登記証書が、用地利用変更手続の対象となる。 

７．公益性宣言政

令公布、用地収用 

 

【関係機関】 

国有地・土地事業

省、 

 

 
i) 所有者／占有者が地上財産の補償金額・条件について小審裁判所に不服

申立てを行った場合、あるいは様々な人が所有権を主張している場合、

裁判による収用手続となる。 
国有地・土地事業省は用地の公益性宣言政令を官報に公示し、対象地は

法的に国有地となる。収用者は政令の公示日直後から工事・調査に着手

できる。公益性宣言政令公示後、所有者／占有者によって対象地の引き

渡しが行われなかった場合、法的手続が長引き、本計画用地確保に支障

をきたす恐れがある。 
ii) 用地取得手続の枠内で、国家専門家は補償金額を再評価し、同時に原告

側の鑑定人による評価も行われる。 
iii) 裁判所は要求されている用地取得補償金に関して、第1回公判から3ヶ月

以内に判決を下す義務を有する。 
iv) 原告が新たな不服申立てを行う場合、控訴院が第1回公判から3ヶ月以内

に裁定を下す。また、破毀院は提訴日から3ヶ月以内に判決を下す。 

 

８．代替地への住

民移転 

 

【関係機関】 

地方用地取得委

員会、 

収用・補償準局、 

県庁、 

地区政府 

 
i) チュニジアでは住民移転に関する規則やガイドラインは施行されてい
ない。大規模な非自発的住民移転をもたらす大規模河川計画の場合、収

用・補償準局が、行政当局により国有地に特別に施設整備された住宅提

供地区へ住民を移転させたケースもある。1 住民移転が小規模の場合、

所有者／占有者が用地取得手続の際に提出した要望書から代替地への

移転の必要性を判断する。国有農地への移転に係る1995年2月13日第21
号政令（1998年2月10日第11号政令により改訂）では、所有者は元の所有

地と引換えに国有の代替農地へ移転することができる。近隣地あるいは

他地域への移転の要望を表明することで、所有者は居住地の提供を受け

ることができる。元の住居の価値が低いために補償金が少額の場合、県

は代替地への移転支援のための補助金を提供できる。ただし、提供され

た代替地での住宅等の建設工事責任者は移転者自身となる。収用・補償

課は各所有者からの要望書に対して代替地への移転の可能性を検討す

る必要がある。 
ii) 住民移転を管理するために県レベルに特別に委員会が設置され、諸関係
局と住民との間の調整を行う。 

iii) 代替地への移転手続において規定はないが、県あるいは県内の地区
（délégation、Communeといった中間行政区分）は住宅提供を受け入れ
た住民のうち社会的に脆弱な者（貧困層、老人、女性、子ども）へ特段
に配慮した公的扶助を行い、便宜を図る。 
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裁判による用地収用の際に公布される、公益性宣言政令の実例を次の図に示す。 
 

Décret n° 2009-172 du 26 janvier 2009, portant expropriation pour cause 
d’utilité publique de parcelles de terre agricole, sises à la délégation de 
Foussana, gouvernorat de Kasserine, nécessaires à la construction d’un 
barrage collinaire sur Oued El Battoum.  
 

Le Président de la République,  
Sur proposition du ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières,  
Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à 

l’expropriation pour cause d’utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 
2003-26 du 14 avril 2003,  

Vu le décret n° 2003-1551 du 2 juillet 2003, fixant la composition, les 
attributions et les modalités de fonctionnement de la commission de reconnaissance et 
de conciliation en matière d’expropriation,  

Vu l’avis des ministres de l’intérieur et du développement local, de l’agriculture 
et des ressources hydrauliques,  

Vu le rapport de la commission de reconnaissance et de conciliation du 
gouvernorat de Kasserine,  

Considérant que les dispositions de l’article 11 (nouveau) de la loi n° 76-85 du 11 
août 1976, portant refonte de la législation relative à l’expropriation pour cause 
d’utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003, 
ci-dessus mentionnée, ont été accomplies. 
 
Décrète :  

Article premier - Sont expropriées pour cause d’utilité publique,  au profit de 
l’Etat, en vue d’être incorporées au domaine  
public hydraulique, pour être mises à la disposition du ministère de l’agriculture et des 
ressources hydrauliques, des parcelles de  
terre agricole, sises à la délégation de Foussana, gouvernorat de Kasserine, nécessaires 
à la construction d’un barrage collinaire sur  
Oued El Battoum, entourées d’un liséré rouge sur le plan annexé au présent décret et 
indiquées au tableau ci-après : 

 

Art. 2 - Sont également expropriés, tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient 
grever lesdites parcelles. 
Art. 3 - Le ministre de l’intérieur et du développement local, Le ministre de l’agriculture et des 
ressources hydrauliques et le ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la 
République Tunisienne. 

Tunis, le 26 janvier 2009. 
Zine El Abidine Ben Ali 

 

 
Decree No. 2009-172 of 26 January 2009 on expropriation for public utility 
plots of agricultural land, based in the delegation Foussana, Governorate 
of Kasserine, for the construction of a dam on Oued El Battoum hill. 
 

The President of the Republic, 
On the proposal of the Minister of State and the areas of Land Affairs, 
Pursuant to Law No. 76-85 of 11 August 1976, recasting legislation on 

expropriation for public utility, as amended and supplemented by Law No. 2003-26 of 
14 April 2003 

Having regard to Decree No. 2003-1551 of 2 July 2003 laying down the 
composition, functions and operating procedures of the Committee on recognition and 
reconciliation in matters of expropriation, 

Regard to the opinion of the Ministers of the Interior and Local Development, 
Agriculture and Water Resources, 

Having considered the report of the Committee on recognition and reconciliation 
of the governorate of Kasserine, 

Whereas the provisions of Article 11 (new) of Law No. 76-85 of 11 August 1976, 
recasting legislation on expropriation for public utility, as amended and supplemented 
by Law No. 2003-26 of 14 April 2003, the above mentioned have been accomplished. 
 
Decree :  

Article 1 - For the benefit of the State, to be incorporated into public water to be 
made available to the Ministry of Agriculture and Water Resources, the agricultural 
land plots, based in the delegation Foussana, governorate of Kasserine, are 
expropriated for public purposes for the construction of a dam on Oued El Battoum 
hill, surrounded by a red border on the plan attached hereto and listed in the table 
below: 
 

  

Art. 2 - All movable and immovable property which disturb or may disturb the mentioned plots are 
also expropriated. 
Art. 3 - The Minister of the Interior and Local Development, Minister of Agriculture and Water 
Resources and the Minister of State and areas of Land Affairs are in charge of the execution of each 
responsible part in this decree, which shall be published in the Official Journal of the Tunisian 
Republic. 

Tunis, January 26, 2009. 
Zine El Abidine Ben Ali 

 

Source: 国有地・土地事業省ホームページ（http://www.mdeaf.gov.tn/images/pdf/expropriations/D2009-172Fr.pdf） 

図 9-4 公益性宣言政令の実例（上段が原文、下段が英訳） 
 
  

http://www.mdeaf.gov.tn/images/pdf/expropriations/D2009-172Fr.pdf
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9.1.4 非自発的住民移転政策に関する JICA の基本原則 

非自発的住民移転政策に関するJICA の基本原則を、下図に示す。 
 
非自発的住民移転政策に関する JICAの基本原則は以下の通り要約される。 
I. 非自発的住民移転及び生計手段の喪失は、あらゆる方法を検討して回避に努めねばならない。 
II. このような検討を経ても回避が可能でない場合には、影響を最小化し、損失を補償するために、
実効性ある対策が講じられなければならない。 

III. 移転住民には、移転前の生活水準や収入機会、生産水準において改善又は少なくとも回復できるような補
償・支援を提供する。 

IV. 補償は可能な限り再取得費用2
に基づかなければならない。 

V. 補償やその他の支援は、物理的移転の前に提供されなければならない。 
VI. 大規模非自発的住民移転が発生するプロジェクトの場合には、住民移転計画が、作成、公開されていなけ

ればならない。住民移転計画には、世界銀行のセーフガードポリシーの OP4.12 Annex A に規定される内
容が含まれることが望ましい。 

VII. 住民移転計画の作成に当たり、事前に十分な情報が公開された上で、これに基づく影響を受ける人々やコ
ミュニティとの協議が行われていなければならない。協議に際しては、影響を受ける人々が理解できる言

語と様式による説明が行われていなければならない。 
VIII. 非自発的住民移転及び生計手段の喪失にかかる対策の立案、実施、モニタリングには、影響を受ける人々

やコミュニティの適切な参加が促進されていなければならない。 
IX. 影響を受ける人々やコミュニティからの苦情に対する処理メカニズムが整備されていなければならない。 
 

また、JICAガイドラインには、「JICAは、環境社会配慮等に関し、プロジェクトが世界銀行
のセーフガードポリシーと大きな乖離がないことを確認する。」と記載いることから、上記の

原則は、世界銀行 OP 4.12 によって補完される。世銀 OP 4.12 に基づき追加すべき主な原則は
以下のとおりである。 

 
X. 被影響住民は、補償や支援の受給権を確立するため、初期ベースライン調査(人口センサス、資産・財産調

査、社会経済調査を含む)を通じて特定・記録される。これは、補償や支援等の利益を求めて不当に人々が
流入することを防ぐため、可能な限り事業の初期段階で行われることが望ましい。 

XI. 補償や支援の受給権者は、土地に対する法的権利を有するもの、土地に対する法的権利を有していないが、
権利を請求すれば、当該国の法制度に基づき権利が認められるもの、占有している土地の法的権利及び請

求権を確認できないものとする。 
XII. 移転住民の生計が土地に根差している場合は、土地に基づく移転戦略を優先させる。 
XIII. 移行期間の支援を提供する。 
XIV. 移転住民のうち社会的な弱者、得に貧困層や土地なし住民、老人、女性、子ども、先住民族、少数民族

については、特段の配慮を行う。 
XV. 200人未満の住民移転または用地取得を伴う案件については、移転計画(要約版)を作成する。 
 
上記の主要原則に加え、各事業の住民移転計画、実施体制、モニタリング・評価メカニズム、スケ
ジュール、詳細な資金計画も必要である。 

Source: JICAガイドライン 

図 9-5 非自発的住民移転政策における JICAの基本方針 

                                                        
2 Description of “replacement cost” is as follows. 

Land Agricultural 
Land 

The pre-project or pre-displacement, whichever is higher, market value of land of equal productive 
potential or use located in the vicinity of the affected land, plus the cost of preparing the land to levels 
similar to those of the affected land, plus the cost of any registration and transfer taxes. 

Land in 
Urban 
Areas 

The pre-displacement market value of land of equal size and use, with similar or improved public 
infrastructure facilities and services and located in the vicinity of the affected land, plus the cost of any 
registration and transfer taxes. 

Structure Houses and 
Other 
Structures 

The market cost of the materials to build a replacement structure with an area and quality similar or 
better than those of the affected structure, or to repair a partially affected structure, plus the cost of 
transporting building materials to the construction site, plus the cost of any labor and contractors’ fees, 
plus the cost of any registration and transfer taxes. 
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9.1.5 チュニジアでの住民移転関連法規と JICA ガイドラインとの比較・対照 

チュニジアでの住民移転関連法規及びJICA ガイドラインとの比較・対照を下表に示す。 
 

表 9-3 補償と移転に関するチュニジア法制度と JICAガイドラインの比較・対照表 
 

JICAガイドライン 
チュニジアで

の住民移転関

連法規 

チュニジア法制度と

JICAガイドラインとの
ギャップ 

本計画での移転方針 

1 非自発的住民移転及び生計
手段の喪失は、あらゆる方
法を検討して回避に努めね
ばならない。(JICAガイドラ
イン) 

- 本原則はチュニジア法

制度において明文化さ

れていないが、ジャス

ミン革命以後、全ての

関係省庁は不当な国民

の権利喪失を回避する

方針を取っており、本

原則が守られることが

明確である。 

土地所有法に則った用

地取得と補償のプロセ

スを適用する。 

2 このような検討を経ても回
避が可能でない場合には、
影響を最小化し、損失を補
償するために、実効性ある
対策が講じられなければな
らない。(JICAガイドライ
ン) 

土地所有法

（2003年4月14
日第26号政令） 

チュニジアの土地所有

法及びJICAガイドライ
ンの両者に共通。 

土地所有法に則った用

地取得と補償のプロセ

スを適用する。 
 

3 移転住民には、移転前の生
活水準や収入機会、生産水
準において改善又は少なく
とも回復できるような補
償・支援を提供する。(JICA
ガイドライン) 

土地所有法

（2003年4月14
日第26号政令） 

同上 土地所有法に則った用

地取得と補償のプロセ

スを適用する。 
 

4 補償は可能な限り再取得費
用に基づかなければならな
い。(JICAガイドライン) 

土地所有法

（2003年4月14
日第26号政令） 

同上 土地所有法に則った用

地取得と補償のプロセ

スを適用する。 
5 補償やその他の支援は、物

理的移転の前に提供されな
ければならない。(JICAガイ
ドライン) 

土地所有法

（2003年4月14
日第26号政令） 

土地所有法に従い、移

転前に補償を行う。 
土地所有法に則った用

地取得と補償のプロセ

スを適用する。 

6 大規模非自発的住民移転が
発生するプロジェクトの場
合には、住民移転計画が、
作成、公開されていなけれ
ばならない。住民移転計画
には、世界銀行のセーフガ
ードポリシーの OP4.12 
Annex Aに規定される内容
が含まれることが望まし
い。(JICAガイドライン) 

- ダムの大規模プロジェ

クトのための移転計画

の準備方針はダム計

画・工事準局により適

用されている。計画に

ついての住民との協議

は実際には行われてい

ない。 

現プロジェクト案で

は、大規模非自発的住

民移転は発生しない

（現時点での移転戸

数：2戸）。ただし、
DGBGTHがインパクト
調査の一環で作成され

た移転計画を公開す

る。 
 

7 住民移転計画の作成に当た
り、事前に十分な情報が公
開された上で、これに基づ
く影響を受ける人々やコミ
ュニティとの協議が行われ
ていなければならない。
(JICAガイドライン) 

- 土地所有法に則った補

償手続きでは、対象と

なる住民と前もって交

渉することができな

い。 

現プロジェクト案で

は、大規模非自発的住

民移転は発生しない

が、万一発生する場合

は、政府担当省の決定

の前に、DGBGTHは補
償に関する具体的数字
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を伏せて移転プロセス

について住民と協議す

るべきである。 
8 （続）協議に際しては、影

響を受ける人々が理解でき
る言語と様式による説明が
行われていなければならな
い。(JICAガイドライン) 

- 対象となる住民の使用

する言語はアラビア語

のため、特に問題なし。 

現プロジェクト案で

は、大規模非自発的住

民移転は発生しない。 

9 非自発的住民移転及び生計
手段の喪失にかかる対策の
立案、実施、モニタリング
には、影響を受ける人々や
コミュニティの適切な参加
が促進されていなければな
らない。(JICAガイドライ
ン) 

- チュニジアでの非自発

的住民移転の手続きに

おいて、対象となる住

民の参加システムはな

い。 

インパクト調査の一環

で住民との協議をもっ

と行っていくべきで、

それにより対象となる

住民が計画に参加する

ことができる。 

10 影響を受ける人々やコミュ
ニティからの苦情に対する
処理メカニズムが整備され
ていなければならない。
(JICAガイドライン) 

- 訴訟を起こす以外に苦

情を処理する特別なシ

ステムがない。 

用地取得・補償プロセ

スの一環で苦情を処理

するシステムを提案す

る。 

11 被影響住民は、補償や支援
の受給権を確立するため、
初期ベースライン調査(人
口センサス、資産・財産調
査、社会経済調査を含む)を
通じて特定・記録される。
これは、補償や支援等の利
益を求めて不当に人々が流
入することを防ぐため、可
能な限り事業の初期段階で
行われることが望ましい。
(WB OP4.12 Para.6 を引用) 

- 社会・土地及び事前工

事調査が用地取得の手

続きとして規定されて

いるが、被補償資格取

得期限についての規定

はない。 

チュニジアにはカット

オフデートの制度は存

在しない。しかしなが

ら、チュニジア国内の

法制度上、非正規住民

の流入を防ぎ、被補償

対象者を確定すること

は十分に可能である。 

12 補償や支援の受給権者は、
土地に対する法的権利を有
するもの、土地に対する法
的権利を有していないが、
権利を請求すれば、当該国
の法制度に基づき権利が認
められるもの、占有してい
る土地の法的権利及び請求
権を確認できないもの、と
する。(WB OP4.12 Para.15
を引用) 

土地所有法

（2003年4月14
日第26号政令） 

他の土地所有者の申し

出がない限り、法的土

地所有権がない居住者

も対象とした被補償資

格取得期限に関する原

則はチュニジアの法令

に合致したものであ

る。 

土地所有法に則った用

地取得と補償のプロセ

スを適用する。 
 

13 移転住民の生計が土地に根
差している場合は、土地に
基づく移転戦略を優先させ
る。(WB OP4.12 Para.11 を引
用) 

-  
 

DGBGTHの政策では半
径約20km以内で所有
地よりも表面積が大き

い同等な土地との交換

を優先している。 

DGBGTHは既に農村地
区でこのような賠償を

行った経験があり、本

プロジェクトでもこの

方法を優先的に適用す

る。 
14 移行期間の支援を提供す

る。(WB OP4.12 Para.6 を引
用) 

- この原則は法律では明

記されていないもの

の、大規模プロジェク

トによる住民の移転に

おいて、DGBGTHが適
用している。 

移転対象となる住民の

人数は少ないが、この

原則は適応可能であ

る。 
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Source: JICAガイドライン  

15 移転住民のうち社会的な弱
者、得に貧困層や土地なし
住民、老人、女性、子ども、
先住民族、少数民族につい
ては、特段の配慮を行う。
(WB OP4.12 Para.8 を引用) 

- 賠償が必要性に対して

不十分な場合、この原

則は県からの助成金と

いう形で適応可能であ

る。 

県や地方用地取得委員

会のレベルでの支援シ

ステムを通じて同様の

対応を行う。 

16 200人未満の住民移転また
は用地取得を伴う案件につ
いては、移転計画(要約版)
を作成する。(WB OP4.12 
Para.25を引用) 

- 本案件は移転対象人口

が200人未満であるた
め、本調査団により作

成された簡易住民移転

計画（案）に基づいて

DGBGTHが計画を作成
することにより対応す

る。 

- 
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9.1.6 本計画における用地取得・住民移転方針 

本計画おける用地取得・住民移転方針を、以下へ示す。 
 

I. チュニジア国政府は、現行国内法と JICAポリシーを含む international practice とに乖離があるこ
とから、「メジェルダ川に係る気候変動影響を考慮した統合流域管理・洪水検討調査」関連事
業について、特別に以下のポリシーを採用する。事業ポリシーは、国内法と JICAポリシーのギ
ャップを埋めることを目的とする。ここでは、損失の内容・程度に応じた PAPs3の受給権につい
て、本事業のポリシーを説明する。国内法と住民移転にかかる JICAポリシーの間に乖離がある
場合には、両者を満たすような現実的な方法を検討する。 

II. 代替案の検討を行い、移転を回避又は最小化する。 
III. 移転が避けられない場合は、PAPs の生計が改善または少なくとも回復できるように、十分な補
償や支援を行う。 

IV. 補償や支援は、以下のような影響を受ける全ての人に提供される。 
・生活水準への負の影響 
・家屋への権利、土地利用の権利、農地・放牧地・商業地・テナント・一年生または多年生作物・
樹木・その他の不動産等への永久的及び一時的権利への負の影響 

・一時的または永久的な負の影響を受ける、所得創出機会、営業、職業、住民の営業場所等 
・社会的・文化的活動及び関係への影響(移転計画作成のプロセスで明らかになることが多い) 

V. 所有権の有無や社会的地位に関係なく、影響を受ける人は全て補償や支援の対象とする。直近の
センサス及び資産調査の時に影響地域において居住、労働、営業または耕作していることが確認
された者は、全て補償や支援の対象となる。 

VI. 資産の一部を失う場合、残りの資産がその後の生計を維持していくのに十分でなければ、移転と
して扱う。(残地、残資産等の最小規模は、移転計画作成時に決定される。) 

VII. 一時的な影響についても、移転計画で考慮する。 
VIII. 移転先のホスト・コミュニティへの影響が想定される場合には、移転計画作成や意思決定への

ホスト・コミュニティの参加が確保されなければならない。 
IX. チュニジア国法制度（土地収用に関する 2003 年 4月 14日第 26号政令(初版 1976年 8月 11日

第 85号政令を改訂)）及び住民移転にかかる JICAポリシーに沿って、移転計画を作成する。 
X. 移転計画は、現地語に翻訳され、PAPs やその他関心のある人々のために公開される。 
XI. 補償は再取得費用の考え方に基づき提供される。 
XII. 農地に依存している PAPs への補償は、可能な限り土地ベースで行う。 
XIII. 代替地は、移転前の土地と同立地同生産性4とすべき。 
XIV. 移転支援は、目先の損害だけでなく、PAPs の生活水準回復のための移行期間に対しても提供

される。この様な支援は、短期の雇用、特別手当、収入補償等の形態をとることができる。 
XV. 移転計画は、移転の負の影響に対して最も脆弱な人々のニーズに配慮して作成されなければな

らない。また、彼らの社会経済状況を改善するための支援が提供されなければならない。脆弱
な人々には、貧困層、土地の所有権を持たない人々、先住民族、少数民族、女性、子ども、老
人、障害者等が含まれる。 

XVI. PAPs は、移転計画の作成・実施に参加する。 
XVII. 事業や彼らの権利、検討されている負の影響への緩和策等について、PAPs 及び彼らのコ

ミュニティの意見を聞き、可能な限り移転に関する意思決定に参加する。 
XVIII. 補償や所得回復対策等を含む用地取得に必要な費用は全て、合意された実施期間内に入手

可能な状態となる。移転活動に必要な費用は全て、チュニジア国政府が負担する。 
XIX. 物理的移転は、移転のために必要な補償や支援の提供前に実施されない。移転地のインフラは、

移転前に十分整備される。資産の取得、補償費の支払い、移転、及び生計回復活動の開始は、
裁判所により収用が決定された場合を除き、全て工事前に完了する。(生計回復支援は、継続す
べき活動であるため、移転前に開始される必要はあるが、完了している必要はない。) 

XX. 実効的な移転計画作成・実施のための組織・管理体制が、移転プロセス開始前に構築される。
これは、住民協議、用地取得・生計回復活動にかかるモニタリング等について管理するために
必要な人的資源を含む。 

XXI. 移転管理体制の一部として、適切なモニタリング、評価、報告のメカニズムが構築される。本

                                                        
3 People affected by the Project 
4 Agricultural land for land of equal productive capacity means that the land provided as compensation should be able to produce the same 

or better yield the AP was producing on his/her land prior to the project. The production should be in the planting season immediately 
following the land acquisition. It can be for a future period if transitional allowance equal to the household’s previous yield is provided to 
the AP household while waiting for the land to get back to the same productivity as the previous land. 
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事業のための外部モニタリンググループが雇用され、移転のプロセスや最終成果を評価する。
外部モニタリンググループとしては、資格を有する NGO や、研究機関、大学等が考えられる。
モニタリング報告書は JICA へ直接提出されるものとする。 

 
Cut-off-date of Eligibility 
The cut-off-date of eligibility refers to the date prior to which the occupation or use of the project area makes 
residents/users of the same eligible to be categorized as PAPs and be eligible to Project entitlements. In the 
Project, the cut-off dates for land title holders will be the date of notification under the Land 
Acquisition Act (décret de déclaration d’utilité publique / Loi no. 85 du 11 août 1976, modifiée par la 
Loi no. 26 du 14 avril 2003 relative à l’acquisition de terrains pour les travaux d’intérêt public) and for 
non-titled holders will be the beginning date of the land study (enquête socio-foncière et travaux 
préliminaires), planned to be undertaken by the DGBGTH in 2014. 
This date has been disclosed to each affected village by the relevant local governments and the villages have 
disclosed to their populations. The establishment of the eligibility cut-off date is intended to prevent the 
influx of ineligible non-residents who might take advantage of Project entitlements. 
 
Principle of Replacement Cost 
All compensation for land and non-land assets owned by households/shop owners who meet the cut-offdate 
will be based on the principle of replacement cost. Replacement cost is the amount calculated before 
displacement which is needed to replace an affected asset without depreciation and without deduction for 
taxes and/or costs of transaction as follows: 
a. Productive land (agriculture, orchards, gardens) based on actual current market prices that reflect recent 

land sales in the area, and in the absence of such recent sales, based on recent sales in comparable 
locations with comparable attributes, fees and taxes or in the absence of such sales, based on productive 
value; 

b. Residential land based on actual current market prices that reflect recent land sales, and in the absence of 
such recent land sales, based on prices of recent sales in comparable locations with comparable attributes; 
fees and taxes. 

c. Existing government regulations under the Land Acquisition Act (Loi no. 85 du 11 août 1976, 
modifiée par la Loi no. 26 du 14 avril 2003 relative à l’acquisition de terrains pour les travaux 
d’intérêt public) for compensation calculations for building, crops and trees will be used where ever 
available; 

d. Houses and other related structures based on actual current market prices of affected materials; 
e. Annual crops equivalent to current market value of crops at the time of compensation; 
f. For perennial crops, cash compensation at replacement cost that should be in line with local government 

regulations, if available, is equivalent to current market value given the type and age at the time of 
compensation. 

g. For timber trees like Eucalyptus or equivalent, cash compensation at replacement cost that should be in 
line with local government regulations, if available, will be equivalent to current market value for each 
type, age and relevant productive value at the time of compensation based on the diameter at breast height 
of each tree. 

 
Source: JICAガイドライン（本調査団による追記部分を太字で表示する。） 

図 9-6 本事業における用地取得・住民移転方針 
 
9.2 プロジェクトによる用地取得と住民移転の必要性と規模 

本計画では人家への影響を最大限避けてはいるものの、本計画対象地域の私有地部分について、

用地取得・用地財産補償手続を行う必要がある。 

本計画の実施により、対象地で補償対象となるのは、民有地の農地（I工区で623,230m2（うち

橋梁取り付け道路拡幅3,630 m2）、II工区で1,256,710m2（うち橋梁取り付け道路拡幅1,910m2）、III
工区で444,910m2（うち橋梁取り付け道路拡幅1,110 m2））、未収穫農作物・果樹・森林樹、倉庫・

ポンプ小屋等構造物、人家2世帯（36名）である。先述のDGREおよび地方境界画定委員会による
用地台帳地図が2013年に完成予定であるため、民有地・国有地の面積はあくまで暫定的なもので



チュニジア国メジェルダ川に係る気候変動影響を考慮した統合流域管理・洪水対策検討調査
八千代エンジニヤリング(株) 

 

ファイナル・レポート 
9-19 

あるが、世帯面積や予想される収入損失より、影響は重大ではないものと考えられる。II工区は国
有地と私有地に分かれており（図8-8）、国有地については、上述補償は行われない。 
移転対象家屋2軒を下表に示した。下表内の１．および２．は対岸に位置しており、当2軒のう

ちどちらか１軒が移転対象家屋となる。 
 

表 9-4 本事業での移転対象家屋 
０．位置図 

１．El Battan～Jedeida間の河川狭窄部・左岸 46.5km地点 
 

２．El Battan～Jedeida間の河川狭窄部・右岸 46.5km地点 

 

３．Sidi Thabet西部の旧河道・右岸 24.7km地点 

 

Source: JICA Survey Team  

30人が居住している。住宅周辺の果樹畑において
メロン、リンゴおよび洋梨の栽培をしている。 
川沿いには牛舎も建てられているが、現在は使用さ

れていない。 

1m程度

１家族、一名が 10年ほど前から居住しており、敷
地内に建物が、住居、牛舎および資材置き場用の倉

庫が建てられている。牛を十数頭かっており、敷地

内に小規模なオリーブ畑がある。 
右端の写真に見られるように牛舎は川岸から１ｍ

程度しか離れていないところに建てられている。 

１家族 6名が居住している。 
位置図の三角形の範囲の国有地を 1964年に農地と
しての使用許可を得ており、1998年から居住して
いる。農地ではアーティチョークを栽培している。

家屋は極めて川岸に近接して建設されている。 

 

 

1 
2 

3 
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本計画での用地取得による不動産への影響については、影響を受ける区画数及びその面積、メ

ジェルダ川沿い及びエル・マブトゥ遊水地の用地・導水路・放水路の用地所有状況の詳細は、用

地取得手続に含まれる社会・用地事前調査等の調査により明らかにされるものとするが、全対象

地域に共通して農地の損失が主な不動産への影響となる。 
エル・マブトゥ遊水地（II 工区）においては、用水路拡大による用地取得は行われるが、それ

以外の土地での農耕は契約に基づいた有償での貸与が継続される。契約は5年または25年間（更新
可能）で、契約書面には予め「貸与地を公共利益の目的で国が利用する場合、農作物については

補償を行うが、用地については補償を行わないことに双方が合意する」旨が記載されている。 
調査団による現地調査の結果、農地の用地取得による影響を最も受けると考えられる世帯地区

は、農業収入への依存率が高いジュデイダとジュデイダ・ラシェドである。エル・バタン地区の

住民も農業収入へ大きく依存しているが、同地区は農耕よりも家畜放牧が主流であるため、用地

喪失の生計への影響は軽微なものになると考えられる。 
また、メジェルダ川沿いの約半数の世帯が用地登記証書を有さない所有者または占有者である

ため、区画の所有をめぐり所有者・占有者間の衝突が発生する恐れがあることが分かった。この

ため、用地取得手続に際し、DGBGTH、地方評価・調整委員会、各関係機関ができるだけ穏便に
手続を進め、迅速に用地取得を行うことが肝要である。 
用地取得手続におけるカットオフデートについて、詳細設計調査後、2014年にDGBGTHが実施

予定の人口センサス調査5の開始日とすることが望ましいとされているが、チュニジアにはカット

オフデートの制度は存在しない。しかしながら、用地取得課からのヒアリングによると、チュニ

ジア国内の法制度やこれまでの用地取得・住民移転にかかる実績から勘案すると、非正規住民の

流入を防ぎ、被補償対象者を確定することは十分に可能であるといえる。 
DGBGTHによる用地調査後、公示・戸別訪問等により構造物の建築を禁止する旨が対象住民へ

周知される。民有地と民有地の間にいかなる国有・民有地が存在しようと、非正規住民の流入と

同時に近辺の住民に察知されるため、チュニジアでは従来規定された手続によって非正規住民が

流入したことはない。また、用地取得対象地において正規に土地を取得することは、土地登記局

への申請段階で認可されないため、実質不可能である。 
 
 

9.2.1 本計画地域内の住民 
2004年の人口調査によると、調査対象地域内の総人口は88,118人（18,980世帯）で、そのうちの

55,776人（12,170世帯）は都市開発エリアに属する。2004～2010年までの平均人口増加率（年）を
1％とすると、同地域の総人口は100,000人強（19,636世帯）、1世帯当たり人口は平均5.1人である。 
対象地域の被補償世帯の標準的特徴・生計に関する基本情報（生産システム、仕事、世帯構成、

公式・非公式の経済活動から得られた所得、生活水準、社会・文化的特徴等）については、2010
年に調査団が行った家計・生活調査の結果を前章 環境社会配慮の8.2.2 社会環境調査結果 に記述
している。人口センサス調査および財産用地調査結果については、次項へ示した。 
  

                                                        
5 「9.1.3 チュニジアにおける用地取得・住民移転の実施体制、(2) 用地取得・住民移転手続の諸段階、2) 用
地取得・住民移転にかかる主な手続」に記載の、「１．社会・用地事前調査」に該当する。 
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9.2.2 人口センサス調査 

事業対象地の全占有者を対象として、人口センサス調査を実施し、カテゴリ別の被補償者人数

を下表の通り整理する。人口センサス調査の更新は、詳細計画策定時に行うものとする。6 
 

表 9-5 Number of Project Affected Units (PAUs) and Affected Persons (APs) 

Type of loss 
No of PAUs No of APs 

Legal Illegal Total Legal Illegal Total 
Required for displacement 2 0 2 36 0 36 
1 HH 7 (Structure owner on Gov. land) 2 0 2 36 0 36 
2 HH (Structure on Private land) 0 0 0 0 0 0 
3 HH (Tenants) 0 0 0 0 0 0 

4 CBEs 8 (Structure owner Gov. land) 0 0 0 0 0 0 
5 CBEs (Structure owner on Private land) 0 0 0 0 0 0 
6 CBEs (Tenants) 0 0 0 0 0 0 

7 
Community owned structures including physical cultural 
resources 

0 0 0 0 0 0 

Not required for displacement 0 0 0 0 0 0 
8 Land owners 0 0 0 0 0 0 
9 Wage earners  0 0 0 0 0 0 
Grand Total (1-9) 2 0 2 36 0 36 
Source: JICA Survey Team 

 

9.2.3 財産・用地調査 

事業対象地において実施した財産・用地調査により、物理的・経済的に影響を受ける資産項目9

及びその数量を下表に示す。 
 

i) 土地 
表 9-6 影響を受ける土地 

No. Area   Land Type   
Affected (m2) Affected (m2) 

 Total (m2)  
Broaden Channel 

Road attached to 
bridge 

1 Job Division-I  Farm Land (Private land)   619,600  3,630  623,230  

2 Job Division-II  Farm Land (Gov. land)   693,900  180  694,080  

     Farm Land (Private land)   1,254,800  1,910  1,256,710  

    Total 1,948,700  2,090  1,950,790  

3 Job Division-III  Farm Land (Private land)   443,800  1,110  444,910  

Total 

 Farm Land (Gov. land)   693,900  180  694,080  

 Farm Land (Private land)   2,318,200  6,650  2,324,850  

Total 3,012,100  6,830  3,018,930  
*実際には用地台帳地図の完成を待って確定されるものとする。 
Source: JICA Survey Team  

                                                        
6
 世銀 OP4.12では、一般に、センサス調査を実施してから 2年以内に用地取得が行われなかった場合、データの更新を行う
としている 

7 HH: House Hold 
8 CBEs: Commercial and Business Enterprises 
9 家畜等移動可能な資産は、原則として補償対象とする必要はないが、移転によって被影響住民の職業等生計獲得手段が変わ
ることが自明である場合は、補償対象とする必要がある。 
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ii) 建物 
表 9-7 影響を受ける建物 

No. Area Type of Building Sub-Total Total 

Residential Building 

1 Job Division-I single story, brick 2 2 

*実際には用地台帳地図の完成を待って確定されるものとする。 
Source: JICA Survey Team 

 

9.3 簡易住民移転計画書（案）作成支援 

代替地への住民移転・補償のための簡易住民移転計画書（案）においては、本計画により直接

的な影響を受ける住民への補償、移転を円滑に実施するための方針・対策・活動・責任の所在が

明記されるものとする。別添資料へ簡易住民移転計画書（案）を添付する。 
最終的な簡易住民移転計画は、本計画において提案される簡易住民移転計画（案）に基づき、

土地取得手続において実施される社会・用地事前調査の段階で DGBGTH により策定される。 
 
9.3.1 補償・支援の具体策 

(1) 損失補償 
本計画は、用地取得・補償手続においてチュニジアの土地所有法に基づき、対象地域の所有者

／占有者に対して、所有の合法・違法を問わず、正当且つ公平な補償を行うものとする。チュニ

ジアの国内法で規定されている補償費は、DGBGTHおよび地方用地取得委員会による調査結果、
国有地・土地事業省による鑑定結果に基づいて算定され、いずれも持ち主への補償となる。これ

は、JICAガイドラインで記載の補償内容を、生活再建策費用を除き、全てカバーしている。具体
的な補償項目は以下の通り。 

 補償費（構造物補償金、公共インフラ再建費等） 
 民有地の補償費（合法居住者への土地補償金。チュニジア国内法規においても、JICA

ガイドライン同様、非合法居住者への用地の補償はない。） 
 移転費（移転先までの運搬費、移動費、税金・事務費、新しい土地・家屋の斡旋費、

一時的な仮設住居建設費等） 
 運営費（人件費、モニタリング費用等） 
 間接費用（感情的損失に係る補償） 

 
JICAガイドラインにより関係者間協議が推奨されている通り、用地取得・補償に関するチュニ

ジア内の既存法令に則り、裁判による収用手続を最小限に抑えた、収用者・被収用者間の協議に

よる相互合意を大原則とする。本計画では特にJICAガイドラインとの手続の適合性を確保するた
め、チュニジア法令では明記されていない、公聴、社会的脆弱者移転に係る公的扶助、用地取得・

補償・住民移転手続に係るモニタリングを重要項目として取り上げるようDGBGTHへ提案するも
のとする。 
協議については地方評価・調整委員会の責務により準備が執り行われ、地方評価・調整委員会

の代わりにその他の関係者協議を行うことはできない。このため、本委員会での双方の協議が十

分かつ円滑に行われるかどうかが、用地取得手続の工程に大きく影響するといえる。 
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用地の境界が定まり、公益性宣言政令が公布され次第、DGBGTHは取得・補償・移転計画の準
備に着手する。補償費用の単価は、補償対象となる用地・固定施設・植栽地等、所有者／占有者

の生計維持に関わる全ての構造物に対し、市場価格に基づいて、税務局やCRDA、民間の専門家
の精査の下、設定される。元の住居の価値が低いために補償金が少額の場合、県は代替地への移

転支援のための補助金を提供するが、提供された代替地での建設工事責任者は移転者自身となる。

土地に基づき生計を立てている住民については、金銭のみの補償よりも土地ベースの補償を優先

させる。補償金額はJICAガイドラインに準拠し、場合により対象者の生計手段の喪失を考慮に入
れた金額とする。 

 
(2) 生活再建策 
チュニジア国内の法令では具体的に生活再建策費用を提供することはないが、対象住民の意見

を尊重し、土地を新たに用意する、回復支援金を提供する、職業訓練の機会を提供する（チュニ

ジアでは全ての公立学校の学費は無償。）等の選択肢が協議され、どの方法によるかは住民の意

思によって決めることができる。 
まず、地方評価調整委員会により、収入の減少が見込まれる、あるいは生活再建が困難と判断

される場合（例：不法定住者が用地の補償を受けず、構造物のみ補償される場合。）、協議によ

って対象住民の補償に対する意見が十分に反映される。 
次に、国有地・土地事業省専門家によって定住年数を基に増額係数が評価シートに書かれ、こ

の鑑定書評価結果に基づき、対象住民と国有・財産省専門家および民間の専門家が地方評価調整

委員会において協議を行い、補償内容が検討されることとなる。 
 

(3) 移転地整備に係る手続 
チュニジアでは住民の移転地整備に関する規則やガイドラインは施行されていないため、移転

地整備に係る手続は、用地取得・補償及び代替地への移転に関する既存法制度に準ずるものとす

る。 
本計画においては、所有者が近隣地あるいは他地域への移転の要望を表明した場合、居住地の

提供を受ける権利を有する。移転地は、移転前の土地と同立地、同生産性であるものとする。 
移転地を整備することとなった場合、a) 行政当局が国有地内において特別に住宅提供地区を整

備する、もしくは、b) 所有者／占有者が用地取得手続の際に提出した要望書から代替地への移転
の必要性を検討する、のいずれかをDGBGTHが決定する。 
県レベルに特別に設置された住民移転調整委員会が住民移転を管理し、諸関係局と住民との間

の調整を行う。また同委員会は、県あるいは市の地方行政が住宅提供を受け入れた住民のうち社

会的に脆弱な者（貧困層、老人、女性、子ども）へ特段に配慮した公的扶助を行い、便宜を図る。 
移転地に必要なインフラ（電気、水道、住居、学校等）が確保されてから移転が開始される。移

転地の条件が確保された後の更なる人口流入を防ぐため、DGBGTHは社会・用地事前調査実施後、
市民に対する移転地情報の系統的な周知を行うことを検討済みである。 
 

(4) エンタイトルメント・マトリックス 
損失のタイプ、補償・支援の受給権者、補償内容、責任機関等、土地所有の移転条件を、JICA 

ガイドラインに基づき、下表に示す。 
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表 9-8 エンタイトルメント・マトリックス（JICAガイドライン） 

Type of loss Entitled Persons 
(Beneficiaries) 

Entitlement 
(Compensation 

Package) 

Implementation 
issues/Guidelines 

Organization 
Responsible 

Loss of 
agricultural 
land, 
orchards, 
gardens 
Loss of 
residential or 
commercial 
land 

 Legal owner of 
private land, 
 
 Occupant of 
private land with 
legal rights, 
 
 Occupant of 
private land 
without legal 
rights but 
recognized after 
6-month public 
announcement 

Replacement 
value of land 
(cash 
compensation 
or land based 
compensation 
according to the 
wish) to cover 
the market 
value of land as 
determined by 
Ministry of 
State Domain 

i) Assessment of quantity and 
quality of land by DGBGTH 
and OTC with support of 
Regional Commissions of 
Expropriation 

DGBGTH, 
OTC, 
Regional 
Commissions of 
Expropriation 

ii) Assessment of Market Value 
by Land Market Survey 

Regional 
Commissions of 
Expropriation 

iii) Assessment of Cash 
Compensation under Law 

Ministry of 
State Domain 

iv) Updating of title of the affected 
persons 

DGBGTH, 
Regional 
Commissions of 
Expropriation 

v) Payment of Cash 
Compensation under Law 

DGBGTH, 
Governorates 

Loss of trees 
and standing 
crops, 
Loss of built 
structures 
including 
house, 
Unmeasurable 
loss 
(psychological 
damage),  
Economic loss 
of livelihood, 
Relocation fee 
 

 Legal or illegal 
owner of land, 
 
 Occupant with 
legal rights, 
 
 Occupant without 
legal rights but 
recognized after 
6-month public 
announcement 

Replacement 
value of assets 
(cash 
compensation) 
to cover the 
market value of 
assets as 
determined by 
Ministry of 
State Domain 

i) Assessment of quantity and 
quality of assets by DGBGTH 
and OTC with support of 
Regional Commissions of 
Expropriation and CRDA 

DGBGTH, 
OTC, 
Regional 
Commissions of 
Expropriation, 
CRDA 

ii) Assessment of Market Value 
by Land Market Survey 

Regional 
Commissions of 
Expropriation 

iii) Assessment of Cash 
Compensation under Law 

Ministry of 
State Domain 

iv) Payment of Cash 
Compensation under Law 

DGBGTH, 
Governorates 

Source: JICA Survey Team 

 
9.3.2 苦情処理メカニズム 

チュニジアでの土地取得・補償の関連法規では、用地収用時裁判での訴訟においてのみ賠償金

額に意義を申し立てることができ、用地取得の対象となる住民の要求に応えるための支援を行う

苦情処理システムが定められていない。 
本計画では、住民の支援の手段として苦情を聞き解決策を考えるためのバックアップを充実さ

せるため、DGBGTH主導の下、各県のCRDA内のプロジェクト班が農業普及組織を支援すること
で、用地取得手続の範囲内で対象住民の苦情を受けつけて県や県に特設された住民移転調整委員

会に報告することとする。DGBGTHは各県のCRDA水利・農村施設課と協力し、苦情処理システ
ムを考慮しながら本計画全体のモニタリングを行う。さらに、社会的に脆弱な住民への支援を確

実にすべく、各県の県知事は地方評価・調整委員会のメンバー構成について社会福祉機関代表者

を含むよう同委員会へ告知を行う。 
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9.3.3 社会的弱者への配慮 

本計画対象地域において行った、周辺世帯300世帯を対象とした家計・生活調査結果より、社会
的弱者（貧困層、女性、子ども、少数民族）への影響についても分析された。 
家計・生活調査結果から、特に、ジュデイダ地区、シディ・タベト地区、エル・バタン地区に

世帯収入が最低賃金（SMIG : Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti）以下の貧困住民や立場の
弱い住民の割合が多いことが判っており、本計画の用地取得による耕作地・未収穫農作物の喪失

がこれらの世帯の農業生計に重大な影響を与えるものと考えられる。この影響は、用地・財産補

償手続によって解消することができる。また、これらの世帯の大半が、洪水により住居や財産に

非常に深刻な被害を受けているため、洪水被害から生じる損害負担を本事業によって軽減するこ

とができる。 
ジェンダー及び子どもの権利については、灌漑用水の取水や農作業は主に男性の仕事であるた

め、現地調査では女性の視点が大きくは反映されなかったが、性の平等や子供たちの権利・生活

環境において本計画による悪影響はないものと判断される。さらに本事業により洪水被害が軽減

されることにより、災害弱者である女性・子供の安全度が増大すると期待される。 
少数民族については、本計画対象地域内では、特にエル・マブトゥ国有放牧地において自由通

過権の下、移牧活動を行う少数民族が存在し、出身地、季節移動する家畜頭数、通過の周期につ

いて配慮が必要であると言えるが、本計画は特定の少数民族に対して影響を及ぼすものとは考え

られない。 
社会的に脆弱な所有者／占有者に対する公的扶助は土地取得・補償手続には明記されていない

が、本計画の土地取得手続においては、地方評価・調整委員会開催時に所有者／占有者によって

記入される要望書に基づき、所有者／占有者の脆弱性を十分に考慮することが重要である。 
DGBGTH は、地方評価・調整委員会に社会福祉機関代表者が出席していることを確認するとと

もに、最も脆弱な住民の社会扶助モニタリング責任者としてCRDAを指名し、社会的弱者への支
援体制が確立されるためのバックアップを円滑に行うものとする。 
 

9.3.4 実施スケジュール 

用地取得・非自発的住民移転実施日程（案）を、次の表に示す。用地取得・住民移転の手続は、

詳細設計調査開始後に開始する。本計画では、損失資産の補償支払い完了後、実際の移転を開始

されるものとする。 

  



チュニジア国メジェルダ川に係る気候変動影響を考慮した統合流域管理・洪水対策検討調査 

八千代エンジニヤリング(株) 

 

ファイナル・レポート 

9-26 

表 9-9 用地・財産取得及び住民移転の日程（案） 

実施工程                  期間:22カ月 期間

(月) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Note

①　DGBGTHによるプロジェクトにおける
        公益の確認と必要な用地の査定
②　地方用地取得委員会による鑑定
③　用地所有者および用地登記証書の
      確認
④　国有財産省による補償金額および
       土地所有者の検討

6

本調査団が策定した簡易住民移転計画
（案）に基づき、DGBGTHによる簡易住民移
転計画の策定

2

地方評価・調整委員会、土地所有者および
プロジェクト実施機関による用地取得にかか
る協議

3

地方評価・調整委員会における協議の完了
から住民移転完了まで

6

裁判手続による場合 13
裁判
の準
備

裁判に持ち越され
た場合、1年以上か
かる。

モニタリングの実施 10

裁判に持ち越され
た場合、損失補償
時のヒアリング調査
を16か月目もしくは
22か月目に行う。

協議による用地取
得を前提としている
が、状況により裁判
へ持ち越されること
となる。

第1審
（6か月程度）

第2審／3審
（各3か月）

Source: JICA Survey Team 

 

9.3.5 費用と財源 

JICA、JICA調査団、DGBGTHとの協議により、住民移転・用地取得に係る補償費及び移転費は、
DGBGTHが実施主体とし、チュニジア国側が全て負担することで合意している。これらの必要な
費用は、DGBGTHおよび地方用地取得委員会による調査結果、国有地・土地事業省による鑑定結
果に基づいて算定され、影響住民との協議・合意を経て支払われる。また、同補償費・移転費及

び住民移転に係るモニタリング実施費用については、本報告書においても原案を計上しているが、

DGBGTHが作成する住民移転計画の中で明確化される必要がある。 
 

9.3.6 用地取得と住民移転のモニタリング 

住民移転手続に係るモニタリングは、チュニジアにおける用地取得・補償手続の関連法規では

十分にカバーされていないため、JICAガイドラインが補完するものである。モニタリングは、取
得・補償手続の進捗に合わせて計画施行のチェック、適切な条件下での本計画用地の明け渡しの

確認、住民移転計画実施中の移転住民の状況確認を目的として行われるものとする。 
DGBGTH収用・補償準局、或いは収用・補償課がモニタリング実施機関となり、取得・補償・

移転計画モニタリング委員会を組織する。 
用地取得・住民移転に係るモニタリング計画を下表に示した。DGBGTHは、コンサルタントや

関係機関の助言・支援を受けながら、モニタリングフォームを用いたモニタリングを行うことで

全体的な審査を行い、用地取得を進めていく。モニタリングフォームはモニタリング実施機関に

よって管理され、次項の表に示す用地取得と非自発的住民移転のモニタリングフォームの例を適

宜参照して作成されるものとする。モニタリングフォームは、本計画の詳細設計調査時の土地登

記調査結果によって判明した対象セクター毎に利用されることが望ましい。 
  



チュニジア国メジェルダ川に係る気候変動影響を考慮した統合流域管理・洪水対策検討調査 

八千代エンジニヤリング(株) 

 

ファイナル・レポート 

9-27 

表 9-10 用地取得・住民移転に係るモニタリング計画 
目的 項目 実施地点 頻度 責任機関 
【工事前】 
事業内容や補償方
法に関する合意形
成を確認する。 

ステークホルダー
協議会をフォロー
する。 

ステークホル
ダー協議会会
場または移転
住民居住地 

ステークホルダ
ー協議会開催時 

評価及び実施： 
DGBGTH（ダ
ム・大規模水利工
事総局）の用地取
得課 
決定： 
国有地・土地事業
省 
移転支援手段の
モニタリング： 
CRDA／DHER 

用地取得の進捗を
確認する。 

取得用地数を記録
する。 

移転住民居住
地 

工事前に 1回行
う 

住民移転の進捗を
確認する。 

移転した住民及び
戸数を記録する。 

移転住民居住
地 

工事前に 1回行
う 

補償金支払い手続
きの進捗を確認す
る。 

補償金支払済み移
転対象住民の人数
を記録する。 

移転住民居住
地 

工事前に 1回行
う 

【工事中】 
移転住民の生活状
況を確認する。 

苦情の発生件数と
その解決件数を記
録する。 

住民移転先 工事中に 1回行
う 
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表 9-11 用地取得・住民移転モニタリングフォーム例 
Monitoring form for Preparation of Resettlement Sites No.           

Explanation of the land 
(e.g. Location, size of the area, no. 

of resettlement HH, etc.) 

Status 
(Completed 
(date) / not 
completed) 

Details 
(e.g. Site selection, identification of candidate sites, discussion with 

PAP, Classification of the land 
(State-owned land / Private land (Cropland / Tree plantation / 

Plantation planting / Pasture / Residence and adjunct / Other)) ) 

Expected 
Date of 

Completion 

 
 

   

 
Public Consultation 
No. Date Place Contents of the consultation / main comments and answeres 
1.    
2.    
 

Resettlement Activities 
Planned 

Total 
Unit 

Progress in Quantity Progress in % 
Expected Date 
of Completion 

Responsible 
Organization 

During 
the 

Quarter 

Till the Last 
Quarter 

Up to the 
Quarter 

Till the Last 
Quarter 

Up to the 
Quarter 

Preparation of RAP          
  Employment of Consultants  Man-month        
  Implementation of Census Survey 
  (including Socioeconomic Survey) 

         

  Approval of RAP   Date of Approval:   
Finalization of PAPs List  No. of PAPs        
Progress of filling the request card (if any)  No. of PAPs        

No. of PAPs who need Resettlement 
support 

 No. of PAPs        

No. of PAPs who have received 
Resettlement support 

 No. of PAPs        

Progress of signing the administrative sales 
contract based on discussion 

 No. of HHs        

Progress of Compensation Payment  No. of HHs        
Amount of Compemsation for the land in 
the project site 

 TND        

Amount of Compemsation for the 
properties in the project site 

 TND        

Transferred Compemsation payment for 
the land to the Finance Bureau 

 TND Date of Approval:   

Transferred Compemsation payment for 
the properties to the Finance Bureau 

 TND Date of Approval:   

Progress of Land Acquisition (All Lots)  ha        
  Lot 1  ha        
  Lot 2  ha        
  Lot 3  ha        
  Lot 4  ha        
Progress of Asset Replacement (All Lots)  No. of HHs        
  Lot 1  No. of HHs        
  Lot 2  No. of HHs        
  Lot 3  No. of HHs        
  Lot 4  No. of HHs        
Progress of Relocation of People (All Lots)  No. of HHs        
  Lot 1  No. of HHs        
  Lot 2  No. of HHs        
  Lot 3  No. of HHs        
  Lot 4  No. of HHs        

Source: JICA Survey Team 
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9.3.7 住民協議 

本調査では、前章 環境社会配慮において既述の通り、3回にわたりステークホルダー協議会が
開催された。参加者は各関係機関代表者及びOmdas（部族指導者）であり、影響を受ける住民の
参加はなかった。これはDGBGTHが、Omdasはメジェルダ川周辺住民を十分に代表しているため
住民に協議への出席義務を負わせる必要はなかったと判断したことによる。ただし、ジャスミン

革命以降、Omdasは住民の代表者とはみなされない傾向にあるため、今後実施される住民協議で
は土地所有者／占有者である住民も併せて招集することが望ましい。 
特に第3回ステークホルダー協議会において、参加者より、エル・マブトゥ湿地周辺の農地に係

る土地取得による影響を最小限に抑える必要がある旨説明があった。また、DGBGTHは、土地所
有者である農業従事者が信託補償よりも代替地による補償を希望していること確認し、同面積も

しくはより広い面積の半径20km範囲内に位置する代替地を補償することを提案した。 
住民との協議は用地取得手続において定められていないが、本事業による影響や効果を情報公

開し、住民の理解の下事業を円滑に進めることを目的としたステークホルダー協議会を環境社会

配慮調査の実施段階から数回にわたり開催する必要があると判断される。ただし、参加者の選定

にあたっている住民やコミュニティ（部族）の慣例・習慣を重んじることとする。
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